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一  宮  市 



一 宮 市 民 憲 章 

 わたしたちのまち一宮市は、木曽の清流と豊かな濃尾平野にはぐくまれ、

先人のたゆまぬ努力により、繊維を中心として発展してきました。 

 わたしたちは、このまちの市民であることを誇りに持ち、互いに手をたず

さえて、未来へはばたく「心ふれあう躍動のまち一宮」をつくることをめざ

し、ここにこの憲章を定めます。 

１． いのちを大切にし、 

    だれもが安心して暮らせる 福祉のまちをつくります。 

１． ちきゅうを愛し、 

    自然も人も共生できる 住みよいまちをつくります。 

１． のびやかに青少年が育ち、 

    個性を生かす 教育と文化のまちをつくります。 

１． みどり豊かなふるさとを守り、 

    活力ある産業のまちをつくります。 

１． やさしさと思いやりに満ち、 

    夢と希望があふれるまちをつくります。 

(平成 19年 3月 28日制定) 
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一宮 市公害対策 会議要 綱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４０ 

環 境 法 の 体 系 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４２ 

公害関係の主な基準について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４３ 

公 害 関 係 の 用 語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６４ 

＜おことわり＞

本文中の「県条例」は全て「県民の生活環境の保全等に関する条例」（平成 15年 10月 1
日施行、それ以前は愛知県公害防止条例）の略です。







１．一宮市の概況 

（１）一宮市の位置  東経 136 度 48 分 北緯 35 度 18 分 

 （２）面    積  113.91ｋ㎡（東西 約 15.3ｋｍ 南北 約 13.3ｋｍ） 

 （３）人    口                    （各年 4 月 1 日現在）

       年 

 種 別 
平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

人   口 （ 人 ） 386,390 386,447 386,429

世   帯   数 147,585 148,759 150,754

人 口 密 度 (人 ／ ｋ ㎡ ) 3,392 3,393 3,392

（４）都市計画用途地域               （平成 25 年 4 月 1 日現在）

用  途  地  域 面 積（ｈa） 構成比（％）

第 1 種 低 層 住 居 専 用 地 域 54  0.47 

第 1 種中高層住居専用地域 208 1.83 

第  1 種  住  居  地  域 1,010 8.87 

第  2 種  住  居  地  域 43 0.38 

準   住   居   地   域 53 0.46 

近  隣  商  業  地  域  206 1.81 

商    業    地    域 204 1.79 

準   工   業   地   域 1,615 14.18 

工    業    地    域 363 3.19 

工 業 専 用 地 域 46 0.40 

市  街  化  調  整  区  域 7,589 66.62 

計 11,391 100.00 

（５）自然条件 

一宮市は、愛知県の北西部にあり、名古屋市までが約 17ｋｍ、岐阜市までが約 13 

ｋｍと、ほぼ両市の中間に位置している。 

本市は木曽川の沖積作用によって形成され、濃尾平野の中央にあたり、地形は極

めて平坦で、市の北東部（海抜約 16ｍ）から南西部（海抜約 3ｍ）にかけて緩やか

に傾斜している。気候は比較的温暖で、年平均気温は 15℃前後、年間降水量は約 1,700

ｍｍである。 

河川は、市域の北部から西部にかけて木曽川が約 18ｋｍ、中心部には日光川が約

17ｋｍ、東部には五条川が約 2ｋｍにわたり流れている。 
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２．公害の概況 

本市は、伝統ある「せんいのまち」として発展し、紡績、撚糸、染色、織布、整理、

修整、縫製、卸などの各工程の企業が集積し、一貫生産の基地を形成している。 

 このため、それらの工場からの水質汚濁、大気汚染、騒音、振動などの公害問題が一

時は苦情として多く発生していた。 

 最近は、このような公害規制のかかる工場についてはかなり改善されてきている一方、

規制のない、あるいは規制のかかりにくい雑草苦情や屋外燃焼行為などの典型七公害以

外の苦情が多くなってきている。 

 また、河川の水質汚濁については、下水道の整備などにより生活排水による汚濁負荷

は減少傾向になってきているが、一部の河川では水質が改善されていない状況にある。 

 さらに、エアコン、音響機器等が普及し、住環境が過密化したことにより、生活騒音

苦情も目立ってきている。 

 これらは、従来のイメージである公害＝企業ではなく、個人の日常生活、営みが快適

な環境の妨げの一部になってきていることを示しており、行政の対応も苦慮していると

ころである。 

 こうした状況の中、平成 5 年 11 月に制定された環境基本法には、「日常生活に伴う環

境への負荷の低減に努めなければならない」ことが新たに国民の責務としてうたわれた。 
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平成２５年度環境行政の主なあゆみ 

４月 １日 地下水位調査

５日 公共用水域及び地下水の水質測定に関する担当者会議（名古屋市）

１０日 光化学スモッグ緊急時対策に関する説明会（名古屋市） 

１２日 日光川北今橋、板倉橋水質調査 

１５日 地下水位調査 

１９日 第２次一宮市環境基本計画策定検討部会 

２３日 市町村職員等環境基礎研修（～２４日）（名古屋市） 

２５日 ＥＳＤユネスコ世界会議支援市町村連絡会議（名古屋市） 

月間 悪臭関係工場の届出受付 

  大気汚染調査 

５月 １日 地下水位調査 

   ８日 騒音・振動防止研修（～１０日）（埼玉県所沢市） 

１０日 第２次一宮市環境基本計画策定会議 

１２日 第２次一宮市環境基本計画市民会議（生活環境作業部会） 

１３日 さわやかエコスタイルキャンペーン（～１０月３１日） 

１５日 尾張地区環境行政連絡協議会（名古屋市）

１５日 地下水位調査 

１６日 自然環境関係事務研修会（名古屋市） 

１７日 日光川北今橋、板倉橋水質調査 

１８日 第２次一宮市環境基本計画市民会議（循環社会作業部会） 

２０日 第２次一宮市環境基本計画市民会議（自然共生作業部会）

２２日 尾張西部環境保全連絡協議会総会及び協議会（岩倉市）

２３日 騒音・振動・悪臭担当者会議（名古屋市） 

    第２次一宮市環境基本計画市民会議（温暖化対策作業部会） 

月間 大気汚染調査 

６月 １日 第２次一宮市環境基本計画市民会議（部会長・副部会長会） 

   ３日 地下水位調査 

４日 環境教育講座「緑のカーテンについて考えよう」（丹陽西小） 

 ５日 日光川北今橋、板倉橋水質調査 

主要河川水質調査（尾張西部環境保全連絡協議会） 

７日 環境教育講座「緑のカーテンについて考えよう」（小信中島小） 

   １０日 第２次一宮市環境基本計画市民会議（自然共生作業部会） 

   １１日 第２次一宮市環境基本計画市民会議（温暖化対策作業部会） 

   １２日 第２次一宮市環境基本計画市民会議（生活環境作業部会） 

       環境教育講座「緑のカーテンについて考えよう」（中島小） 

   １５日 第２次一宮市環境基本計画市民会議（循環社会作業部会） 

１７日 環境教育講座「緑のカーテンについて考えよう」（黒田小） 

       地下水位調査 

１９日 尾張地域産業廃棄物不法処理防止連絡協議会（名古屋市）

尾張地域環境保全連絡会議（名古屋市） 

２１日 環境教育講座「緑のカーテンについて考えよう」（千秋南小） 

２２日 第２次一宮市環境基本計画市民会議（部会長・副部会長会） 

２４日 環境教育講座「緑のカーテンについて考えよう」（大志小） 



― 6 ―

２５日 愛知県フロン回収・処理推進協議会総会（名古屋市） 

２７日 エネルギー管理講習会（名古屋市） 

月間 大気汚染調査 

７月 １日 環境教育講座「緑のカーテンについて考えよう」（木曽川西小） 

地下水位測定 

   ２日 大気関係政令市連絡会議（岡崎市） 

６日 第２次一宮市環境基本計画市民会議（全体会） 

 ８日 愛知県新幹線公害対策連絡会議（名古屋市） 

 ９日 環境教育講座「緑のカーテンについて考えよう」（富士小） 

    日光川北今橋、板倉橋水質調査 

１１日 第２次一宮市環境基本計画策定会議 

    環境教育講座「緑のカーテンについて考えよう」（木曽川西小） 

１６日 地下水位測定 

２３日 自治体職員のためのＥＳＤセミナー（全体セミナー）（名古屋市） 

２６日 七夕まつり「打ち水大作戦」 

３０日 一宮市環境審議会 

月間 大気汚染調査 

８月 １日 Ｊ－クレジット制度名古屋説明会（名古屋市） 

地下水位調査 

６日 県有施設における農薬殺虫剤等薬剤適正使用ガイドライン研修会 

（名古屋市） 

    ７日 自治体職員のためのＥＳＤセミナー（グループワーク①）（名古屋市） 

    ８日 日光川北今橋、板倉橋水質調査 

９日 尾張西部環境保全連絡協議会  

１５日 地下水位調査 

２２日 環境マネジメントシステム普及促進セミナー（名古屋市） 

２６日 ＥＳＤユネスコ世界会議１年前イベント等に係る市町村向け説明会 

（名古屋市） 

   ２９日 地球温暖化対策実行計画検討委員会 

３０日 地下水位調査 

月間 大気汚染調査 

９月 ３日 外来種対策研修会（名古屋市） 

４日 オゾン層保護推進大会（名古屋市） 

   ６日 自治体職員のためのＥＳＤセミナー（現地視察）（長野県飯田市） 

９日 改正愛知環境影響評価条例の説明会等（名古屋市） 

  １０日 自治体職員のためのＥＳＤセミナー（グループワーク②）（岡崎市） 

  １１日 日光川北今橋、板倉橋水質調査 

   １７日 土壌・地下水環境研修（～２０日）（埼玉県所沢市） 

       専用水道等事務担当者会議（名古屋市） 

       地下水位調査 

   ２０日 環境教育講座「緑のカーテンについて考えよう」（浅野小） 

２６日 第２次一宮市環境基本計画連絡会議 

月間 大気汚染調査 

１０月 １日 地下水位調査 

    ３日 ＥＳＤユネスコ世界会議支援市町村連絡会議（名古屋市） 

       公害防止協定工場水質調査 
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    ４日 キソガワフユユスリカ対策協議会 

    ８日 自動車騒音、道路交通振動調査（～１２月１３日） 

    ９日 あいち生物多様性ミーティング（名古屋市） 

１１日 東海ブロック騒音・振動・悪臭連絡協議会 

１５日 日光川北今橋、板倉橋水質調査 

    日光川・五条川底質調査 

地下水位調査 

新幹線鉄道騒音調査 

１６日 一宮市環境審議会 

   １７日 地球温暖化対策の推進力強化研修①（名古屋市） 

       新幹線鉄道騒音調査 

１８日 水質事故対策訓練（愛西市） 

２２日 環境放射能基礎研修（名古屋市） 

２４日 公害苦情相談員等東海北陸ブロック会議（富山市） 

２９日 化学物質適正管理セミナー（名古屋市） 

    受信環境クリーン月間活動受信環境クリーンセミナー（名古屋市） 

    平成２６年度地球温暖化対策関係予算概算要求等説明会（名古屋市） 

３０日 環境カウンセラー研修（名古屋市） 

月間 大気汚染調査 

１１月 １日 地下水位調査 

６日 化学物質セミナー（名古屋市） 

７日 日光川北今橋、板倉橋水質調査 

８日 全国大気汚染防止連絡協議会第５９回全国大会（岡山市） 

９日 アクション油ケ淵（安城市）

１１日 尾張西部環境保全連絡協議会研修会（静岡県御前崎市） 

   １２日 あいち自動車環境戦略会議総合調整会議・愛知県自動車排出窒素酸化物 

及び粒子状物質総量削減計画策定協議会幹事会合同会議（名古屋市） 

自治体職員のためのＥＳＤセミナー（グループワーク③）（豊橋市） 

       土壌汚染対策セミナー（名古屋市） 

   １４日 伊勢湾総合対策協議会環境問題研究会（水質部会）現地研修 

       （岐阜県揖斐郡揖斐川町） 

１５日 地下水位調査 

１８日 自治体職員のためのＥＳＤセミナー（グループワーク④）（名古屋市） 

１９日 地球温暖化対策の推進力強化研修②（名古屋市） 

不当要求防止責任者講習会（愛西市） 

   ２３日 ＥＳＤユネスコ世界会議１年前イベント 

「あいち・なごやＥＳＤフェスタ２０１３in 尾張」（～２４日）（一宮市） 

   ２６日 尾張西部環境保全連絡協議会 

   ２８日 次世代エネルギーシステムセミナー（名古屋市） 

月間 大気汚染調査 

１２月 ２日 地下水位調査 

４日 日光川北今橋、板倉橋水質調査 

 主要河川水質調査（尾張西部環境保全連絡協議会） 

    ５日 自治体職員のためのＥＳＤセミナー（グループワーク⑤）（一宮市） 

   １６日 第２次一宮市環境基本計画策定会議 

       地下水位調査 
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   １８日 再生可能エネルギー等導入推進基金事業に係る説明会（名古屋市） 

２０日 あいち地球温暖化防止戦略・あいち自動車環境戦略推進大会（名古屋市） 

月間 大気汚染調査 

１月 ６日 地下水位調査 

 ８日 一宮市環境審議会 

   １３日 ＥＳＤイヤーキックオフイベント（名古屋市） 

１６日 日光川北今橋、板倉橋水質調査 

２０日 地下水位調査 

２１日 尾張西部環境保全連絡協議会 

２４日 ＶＯＣ排出抑制講習会（名古屋市） 

２５日 一宮市消費生活フェア（～２６日） 

２８日 大気中の重金属調査（～２月７日） 

２９日 次世代エネルギーシステムセミナー（豊田市） 

３１日 地球温暖化対策の推進力強化研修③（名古屋市） 

月間 大気汚染調査 

２月 ３日 地下水位調査 

５日 公害防止協定工場水質調査 

６日 次世代エネルギーシステムセミナー（豊橋市） 

   水・地盤環境行政に係る愛知県・政令市連絡会議（豊橋市） 

７日 尾張東部・尾張西部環境保全連絡協議会合同会議（名古屋市） 

 日光川北今橋、板倉橋水質調査 

１６日 あいち森と緑づくり環境活動学習推進事業交付金に係る成果報告会 

（名古屋市） 

１７日 環境基本計画推進市町村会議(名古屋市) 

    平成２６年度地球温暖化対策基礎自治体関係予算等説明会（名古屋市） 

    地下水位調査 

１８日 第８回尾張地域水循環再生地域協議会（名古屋市） 

１９日 一宮市公害対策協議会 

２１日 グリーン購入法及び環境配慮契約法基本方針説明会(名古屋市)  

月間 大気汚染調査 

３月 ３日 地球温暖化対策実行計画検討委員会 

      地下水位調査 

  １０日 日光川北今橋、板倉橋水質調査 

  １８日 「環境首都あいち」フォーラム（名古屋市） 

地下水位調査 

２０日 水道関係担当者会議及び簡易水道等維持管理講習会（名古屋市） 

２５日 愛知県フロン回収・処理推進協議会理事会（名古屋市） 

月間 大気汚染調査 





３．公害対策組織 

本市の公害対策組織及び概要は次のとおりである。（平成 25 年 4 月 1 日現在） 

（１）組  織 

（２）事  務  

①環境基本計画に関する事務  

②環境審議会に関する事務 

③環境保全の啓発に関する事務 

④騒音、振動、悪臭、水質汚濁及び土壌汚染の防止その他公害対策に関する事務 

⑤公害防除施設整備費の助成に関する事務 

⑥公害に係る苦情相談に関する事務 

⑦不快害虫の駆除に関する事務 

⑧地球温暖化対策に関する事務 

⑨専用水道、簡易専用水道及び飲用井戸の衛生対策に関する事務 

市   長 

副 市 長 

環 境 部 

環境保全課 

一宮市公害対策協議会 

一宮市公害対策会議 幹 事 会 
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４．公害等に関する苦情 

（１）苦情件数の状況 

   平成 25 年度に受理した苦情件数は 440 件で、これは前年度 486 件に比べて 46 件、

比率として 9.5％の減少であった。 

（２）種類別の苦情件数 

   大気汚染 85 件（19.3％）、騒音 55 件（12.5％）、悪臭 45 件（10.2％）、振動 15 件

（3.4％）、水質汚濁 8 件（1.8％）、及びその他 232 件（52.7％）であった。（図４－１） 

 その他については、雑草 169 件などが主な内訳であった。 

（３）用途地域別の苦情状況 

   市街化調整区域 239件（54.3％）、準工業地域 85件（19.3％）、住居地域 69件（15.7％）

などとなった。（図４－２） 

（４）地区別の苦情件数 

   木曽川 49 件（11.1％）、大和 41 件（9.3％）、千秋 41 件（9.3％）以下、西成、浅

井、萩原、丹陽、葉栗、朝日、今伊勢、神山、宮西、小信中島、大徳、三条、北方、

開明、貴船、奥、大志、向山、富士、起の順となった。（表４－１） 

（５）苦情の解決状況 

   440 件中解決したものは 436 件で、比率にして 99.1％であった。 

（６）月別の苦情状況 

   月別の苦情件数を見てみると、8 月 71 件（16.1％）、9 月 64 件（14.5％）、7 月 61

件（13.9％）、6 月 52 件（11.8％）、5 月 48 件（10.9％）などとなっており、暑い時

期に多くなった。（表４－２） 

（７）発生源別の苦情状況 

   建設業 55 件（12.5％）、製造業 40 件（9.1％）、家庭生活（その他）23 件（5.2％）、

サービス業 14 件(3.2％)、農業 12 件（2.7％）などとなった。（表４－３）
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図４－１ 苦情の種類別割合 

図４－２ 用途地域別の苦情状況 

騒音 55件 12.5%

振動 15件 3.4%

悪臭 45件 10.2%

水質汚濁 8件

1.8%

大気汚染 85件

19.3%

その他 232件

52.7%

住居地域 69件

15.7%

近隣商業地域

5件

1.1%

商業地域 14件

3.2%

準工業地域

85件

19.3%

工業地域 25件

5.7%

工業専用地域

3件

0.7%

市街化調整

区域 239件

54.3%
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表４－１ 苦情の地区別・種類別件数 

宮 　西 2 1 4 1 3 11

貴 　船 2 1 4 7

神 　山 6 3 1 4 14

大 　志 1 2 3 6

向　 山 2 3 5

富 　士 1 4 5

葉 　栗 2 1 5 1 6 12 27

西 　成 1 4 2 9 24 40

丹 　陽 5 3 3 4 17 32

浅　 井 1 1 1 6 25 34

北 　方 1 3 5 9

大 　和 3 4 4 1 8 21 41

今 伊 勢 4 2 2 3 6 17

奥 1 1 5 7

萩　 原 4 1 1 12 15 33

千　 秋 4 6 1 10 20 41

起 3 1 4

小信中島 1 3 7 11

三　 条 2 3 1 4 10

大　 徳 3 3 5 11

朝　 日 1 3 1 4 9 18

開　 明 1 1 6 8

木 曽 川 8 2 2 1 7 29 49

計 55 15 45 8 85 232 440

　　種類

地区
騒　音 振　動 悪　臭 計大気汚染 そ の 他水質汚濁
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表４－２ 苦情の月別・種類別件数 

4 2 1 5 8 11 27 6.1

5 10 3 5 5 25 48 10.9

6 5 1 2 3 9 32 52 11.8

7 7 2 3 5 44 61 13.9

8 7 5 1 15 43 71 16.1

9 7 2 3 14 38 64 14.5

10 1 1 7 3 18 30 6.8

11 4 1 3 12 7 27 6.1

12 2 1 4 3 1 11 2.5

1 3 1 7 4 1 16 3.6

2 2 4 1 3 4 14 3.2

3 5 1 1 4 8 19 4.3

計 55 15 45 8 85 232 440 100.0

比率
（％）

12.5 3.4 10.2 1.8 19.3 52.7 100.0

　　種類

 月
騒　音 振　動 悪　臭

月別比率
（％）

水質汚濁 大気汚染 その他 計
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表
４
－
３
 
公
害
の
種
類
別
・
発
生
源
別
苦
情
件
数
 

大
気

汚
染

8
5

7
1
8

7
1

水
質

汚
濁

8
2

1

土
壌

汚
染

0

騒
　

　
音

5
5

1
8

1
8

2
3

振
　

　
動

1
5

1
1

1

地
盤

沈
下

0

悪
　

　
臭

4
5

1
4

8
1

3

典
型

7
公

害
計

2
0
8

8
0

0
0

5
1

3
6

0
3

0
1

7

そ
の

他
2
3
2

4
4

4
4

4

合
　

　
計

4
4
0

1
2

0
0

0
5
5

4
0

0
3

0
5

1
1

大
気

汚
染

3
7

1
2

3
0

水
質

汚
濁

1
4

土
壌

汚
染

騒
　

　
音

5
1

1
3

4

振
　

　
動

2
1

地
盤

沈
下

悪
　

　
臭

2
1

2
7

1
6

典
型

7
公

害
計

1
0

1
1

0
1

0
0

0
9

0
2
5

5
5

そ
の

他
4

5
3

3
1
4

3
2

1
5
1

合
　

　
計

1
4

6
4

0
4

0
0

0
2
3

0
5
7

2
0
6

飲
食

店
、

宿
泊

業
合

　
計

農
業

林
業

漁
業

鉱
業

建
設

業

不
明

そ
の

他
家

庭
生

活
(
ペ

ッ
ト

)
家

庭
生

活
(
そ

の
他

)
家

庭
生

活
(
機

器
)

製
造

業
電
気
･ガ

ス
･

熱
供
給
･

水
道
業

運
輸

業
情
報
通
信
業

卸
売

・
小

売
業

複
合
サ
ー
ビ

ス
事
業

金
融

・
保

険
業

区
　

　
分

区
　

　
分

サ
ー
ビ
ス
業

不
動

産
業

医
療

、
福

祉
教

育
、

学
習

支
援

業
公

務
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５．騒音・振動 

概  況 

 音には情報を伝え、コミュニケーションに役立つ機能的側面と、心に安らぎを与え、

時には、不快を与えるなどの感覚的な側面があるが、物理的現象の音（大気に生じた音

圧の微小な乱れによる波）を、人が「音」として知覚し、私たちの生活の中で不必要で

好ましくない音と感じたとき、その音は騒音となる。 

 騒音には、工場・事業場の機械音、建設作業音、鉄道・飛行機・自動車等の騒音、飲

食店などの深夜営業騒音、市民の日常生活が発生源ともなる近隣騒音などがある。騒音

は、「好ましくない音」とか「無い方がよい音」といわれるように、心理的な評価を含ん

だ言葉で表現され、音の印象は、聞く人の状態によって大きく左右される。心理状態、

音の発生源との関係や社会的立場、生活歴など、さまざまな要因の影響で、物理的には

同じ音であっても、それぞれの状況によって異なる影響を生じることがある。 

一方、振動とは、地面や建物等の物体が上下方向、横方向に揺れることをいうが、公

害としての振動は、「人為的に発生する好ましくない振動、不快な振動」を示す。発生源

には工場や建設作業、交通機関などがあり、騒音と類似した特性を持つ。大気汚染や水

質汚濁とは異なり、その物理的性質から生活環境に及ぼす影響範囲はかなり限定されて

おり直接に人の健康を損なうことは、きわめて稀であるという性格を有する。住民から

の苦情としては、気分がいらいらする、戸や障子が揺れて気になる、不快に感じる、睡

眠の妨げになる等の生活妨害が主であるが、大きな振動の発生源に近接している場合に

は、家屋の建付けの狂いやひび割れ等の物的被害を訴える例もある。

騒音・振動を形成している３つの要因 
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●騒音の大きさのめやす ●振動の大きさのめやす

120 飛行機のエンジン近く 

110 自動車の警笛（前方２ｍ） 

100 電車の通るときのガード下 

90 
騒々しい工場の中、カラオケ（客

席中央） 

80 地下鉄の車内、ピアノ 

70 騒々しい事務所、ステレオ 

60 静かな乗用車、普通の会話 

50 静かな事務所の中 

40 深夜の市内、図書館の中 

30 郊外の深夜、ささやき声 

20 木の葉の触れ合う音 

90 

吊り下げ物は大きく揺れ、食器類は

音を立てる。眠っている人のほとん

どが目を覚まし、歩行者も揺れを感

じる。（震度４） 

80 

屋内にいる人のほとんどが揺れを

感じ、棚にある食器類が音を立てる

ことがある。電線が少し揺れる。（震

度３） 

70 

屋内にいる人の多くが揺れを感じ、

眠っている人の一部が目を覚ます。

電灯等の吊り下げ物がわずかに揺

れる。（震度２） 

60 
屋内にいる人の一部が、わずかな揺

れを感じる。（震度１） 

50 人体に感じない程度。（震度０） 

●騒音の大きさ 

 人間の耳で感じる大きさは、同じ物理的な音でも周波数の高低により、異なった大

きさに聞こえる性質がある。そこで、人間の耳に感じる音の大きさに近似させた量を

測定できる騒音計を用いて数値（騒音レベル）を測る。単位としては「dB」が使われ

る。 

●振動の大きさ 

 振動の大きさは、その振幅や速度等で決まる。人体の感じ方は複雑なので、人体に

合うように補正した振動計が定められており、単位として「dB」を用いる。 

― 19 ―



（１）騒音・振動の規制 

①規制対象施設 

著しい騒音・振動を発生する施設（以下「特定施設」という。）を設置する工場

又は事業場（以下「特定工場等」という。）から発生する騒音・振動については、

騒音規制法及び振動規制法により規制がされている。また、県条例において、法

律を補うために施設の横出しや原動機の定格出力等の上乗せの規制がされている。 

特定工場等の事業者は、敷地境界における騒音・振動の規制基準を遵守する義

務があり、また、工場又は事業場に新たに規制対象施設を設置しようとするなど

の事由が生じた場合には、騒音規制法、振動規制法又は県条例に基づき届出が義

務付けられている。 

なお、特定工場等において発生する騒音又は振動が基準に適合しないことによ

り、周辺の生活が損なわれていると認められる場合には、その事態を除去するた

めに必要な勧告又は命令が発動されることがあり、改善命令に違反した場合にお

いては、罰則が科せられることになっている。 

②規制対象施設届出状況（平成 26 年 3 月 31 日現在） 

・市内で法律に基づく特定工場等及び特定施設の数は、 

     騒音規制法  4,384（特定工場等）  20,906（特定施設） 

     振動規制法  4,191（特定工場等）  20,143（特定施設） となっている。 

このうち、本市の産業形態の特色である織機について、騒音では、3,759 事業所

（85.7％）、18,187 特定施設（87.0％）で全体の 8 割以上を占めている。また、振 

動では、3,769 事業所（89.9％）、18,369 特定施設（91.2％）で 9 割ほどを占め

ている。届出状況は、表５－１、表５－２のとおりである。 

・市内で条例に基づく特定工場等及び特定施設の数は、 

県条例〔騒音〕 576（特定工場等）  2,920（特定施設） 

県条例〔振動〕 597（特定工場等）  4,222（特定施設） となっている。 

届出状況は、表５－３のとおりである。 
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表５－１ 騒音規制法に係る届出状況

特定工場等数 前年度比較増減 特定施設数 前年度比較増減

129 -13 533 -38

293 -19 1,406 -133

3 0 4 0

3,759 -140 18,187 -694

8 -1 10 -1

1 0 1 0

60 -10 120 -34

0 0 0 0

53 -7 160 -24

76 -2 474 -1

2 0 11 0

4,384 -192 20,906 -925

１．金属加工機械

２．空気圧縮機等

３．土石用破砕機等

６．穀物用製粉機

７．木材加工機械

４．織機

５．建設用資材製造機械

９．印刷機械

10．合成樹脂用射出成形機

11．鋳型造型機

合　　計

８．抄紙機

平成 25 年度届出数（種類別内訳） 

設置（使用） 数変更 氏名等変更 使用全廃 承 継 合　計

7 3 12 6 6 34

表５－２ 振動規制法に係る届出状況

特定工場等数 前年度比較増減 特定施設数 前年度比較増減

135 -9 645 -38

166 -15 485 -48

4 0 7 1

3,769 -140 18,369 -587

4 0 8 0

4 0 3 0

21 -3 59 -7

2 0 4 0

83 -1 546 0

3 0 17 0

4,191 -168 20,143 -679

１．金属加工機械

10．鋳型造型機

合　　計

６．木材加工機械

７．印刷機械

８．ロール機

９．合成樹脂用射出成形機

２．圧縮機

３．土石用破砕機等

４．織機

５．コンクリートブロックマシン等

平成 25 年度届出数（種類別内訳）

設置（使用） 数変更 氏名等変更 使用全廃 承 継 合　計

1 6 7 3 3 20

平成26年3月31日現在 

平成26年3月31日現在 
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表５－３ 県民の生活環境の保全等に関する条例に係る届出状況

特定工場等数 前年度比較増減 特定施設数 前年度比較増減

88 -1 305 0

331 5 1,677 29

1 0 2 0

3 0 17 0

2 0 2 0

0 0 0 0

5 0 8 0

0 0 0 0

1 0 101 0

6 0 68 0

1 0 1 0

61 1 99 2

68 -6 586 -10

4 -1 21 -2

0 -1 0 -1

5 -4 33 0

576 -7 2,920 18

特定工場等数 前年度比較増減 特定施設数 前年度比較増減

16 0 167 0

359 7 2,565 205

0 0 0 0

3 0 17 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 0 101 0

0 0 0 0

4 0 41 0

1 0 22 0

1 0 1 0

67 1 127 2

145 -12 1,181 21

597 -4 4,222 228

４．織機

５．建設用資材製造機械

１．金属加工機械

２．空気圧縮機等

３．土石用破砕機等

騒　　　　音

16．真空ポンプ

合　　計

６．穀物用製粉機

７．木材加工機械

８．抄紙機

９．印刷機械

10．合成樹脂用射出成形機

11．鋳型造型機

12．ディーゼルエンジン及びガソリンエンジン

13. 送風機及び排風機

14．走行クレーン

15．洗びん機

振　　　　動

１．金属加工機械

２．圧縮機等

３．土石用破砕機等

４．織機

13．送風機及び排風機

合　　計

５．コンクリートブロックマシン等

６．木材加工機械

７．印刷機械

８．ロール機

11．穀物用製粉機

12．ディーゼルエンジン及びガソリンエンジン

９．合成樹脂用射出成形機

10．鋳型造型機

平成 25 年度届出数（種類別内訳） 〔上段：騒音関係、下段：振動関係〕 

設置（使用） 数変更 氏名等変更 使用全廃 承　継 合　計

19 4 4 2 1 30

25 5 9 4 4 47

平成26年3月31日現在 
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③特定建設作業 

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業（以下

「特定建設作業」という。）を行うときには、騒音規制法、振動規制法又は県条例

による規制が行われている。 

④特定建設作業実施届出状況 

平成 25 年度に市内で行われた建設作業の中で、法律・県条例に該当する特定建

設作業の届出件数は、騒音関係は 5,655 件、振動関係は 476 件であった。 

作業別でみると、騒音関係では、県条例のブルドーザー・バックホウ等を用い

る作業が 1,508 件、次いでロードローラー・てん圧機等を用いる作業が 1,318 件

と多く、合わせると全体の 50.0％を占めた。 

振動関係では、ブレーカーを使用する作業が 405 件と最も多く、全体の 85.1％

を占めた。（表５－４） 

表５－４ 特定建設作業届出件数 

騒  音 

法律 
① ② ③ ④ ⑤ 

⑥ ⑦ ⑧      
合計 

県条例    ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

件数 39 0 510 86 2 447 23 40 121 428 1,133 1,508 1,318 5,655

振  動  

法律 
① ② ③ ④ 合計 

県条例 

件数 56 0 15 405 476 

（注）丸数字は、表５－５の作業の種類 
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表５－５ 規制対象建設作業

騒   音   関   係 
法律 県条例 

種類の番号 

くい打機（もんけんを除く。）くい抜機又はくい打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除く。）

を使用する作業（くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。） 
① ① 

びょう打機を使用する作業 ② ② 

さく岩機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1 日における当該作業

に係る 2 地点間の最大距離が 50m を超えない作業に限る。） 
③ ③ 

空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が 15kW 以上の

ものに限る。）を使用する作業（さく岩機の動力として使用する作業を除く。） 
④ ④ 

コンクリートプラント（混練機の混練容量が 0.45m3 以上のものに限る。）又はアスファルトプラ

ント（混練機の混練重量が 200kg 以上のものに限る。）を設けて行う作業（モルタルを製造する

ためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。） 

⑤ ⑤ 

バックホウ（原動機の定格出力が 80kW 以上のものに限る。）を使用する作業 ⑥  

トラクターショベル（原動機の定格出力が 70ｋＷ以上のものに限る。）を使用する作業 ⑦  

ブルドーザー（原動機の定格出力が 40ｋＷ以上のものに限る。）を使用する作業 ⑧  
鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はブロック造の建造物を動力、火薬

又は鉄球を使用して解体し、又は破壊する作業 
 ⑥ 

コンクリートミキサーを用いる作業及びコンクリートミキサー車を使用してコンクリートを搬

入する作業 
 ⑦ 

コンクリートカッターを使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1 日にお

ける当該作業に係る 2 地点間の最大距離が 50ｍを超えない作業に限る。） 
 ⑧ 

ブルドーザー・パワーショベル・バックホウ・スクレイパ・トラクターショベルその他これら

に類する機械（これらに類する機械については原動機として最高出力 74.6ｋＷ以上のディーゼ

ルエンジンを使用するものに限る。）を用いる作業 

 ⑨ 

ロードローラー・振動ローラー又はてん圧機を用いる作業  ⑩ 

(注) 1  騒音規制法の種類の番号⑥、⑦及び⑧については、当該作業に使用する機械が一定限度を超える大きさの騒

音を発生しないものとして環境大臣が指定するものである場合は、規制対象から除外する。 

   ２ くい打ち機には、ディーゼルハンマ・エアハンマ・スチームハンマ・ドロップハンマ・バイブロハンマ等があ

り、人力により錘を持ち上げ、自然落下によるもんけんは除外される。 

    また圧入式とは、油圧やウォータージェット等により、くいを加圧して行うものである。 

   ３ びょう打ち機は、リベッティングハンマによるリベット打ちを対象とする。 

ただし、インパクトレンチ等は対象外である。 

   ４ さく岩機には、ドリフタ・レッグドリル・ストーパー・ジャックハンマ・ハンドハンマ・シンカー・コンクリ

ートブレーカー・コールピックハンマ等がある。 

振   動   関   係 
法律 県条例 

種類の番号 

くい打機（もんけん及び圧入式くい打機を除く。）くい抜機（油圧式くい抜機を除く。）又はく

い打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除く。）を使用する作業 
① ① 

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 ② ② 

舗装版破砕機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1 日における当

該作業に係る 2 地点間の最大距離が 50ｍを超えない作業に限る。 
③ ③ 

ブレーカー（手持式のものを除く。）を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっ

ては、1 日における当該作業に係る 2 地点間の最大距離が 50ｍを超えない作業に限る。） 
④ ④ 

(注) １ アースオーガーを併用して行うくい打作業は騒音関係では対象外であるが振動関係では対象となる。 

２ 舗装版破砕機は、錘を持ち上げ、それを落下させて舗装版を破砕する専用機である。 
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（２）騒音・振動の調査 

平成 25 年度は、自動車騒音、道路交通振動及び新幹線鉄道騒音についての調査を

実施した。 

①自動車騒音 

経済社会の発展により主要幹線道路が整備され、これに伴い輸送体系も自動車輸

送が中心となり自動車も大型化し、また、市民生活においても乗用車の普及はめ

ざましく、社会的効用をもたらした反面、各地で交通公害問題を惹起した。 

（ア）環境基準達成状況の評価（面的評価） 

騒音規制法第 18 条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視は、法定受

託事務となっている。これは、道路に面する地域において、「騒音に係る環境

基準」の達成状況を把握するものであり、一定地域内の住居等のうち環境基準

を達成する戸数及びその割合により評価するものである。 

平成 25 年度は、表５－６のとおり市内幹線道路沿いの 8 区間で面的評価を

行い、評価区間内の全戸数 4,189 戸のうち 4,099 戸で環境基準を達成し、達成

率 97.9％であった。 

（イ）要請限度 

騒音規制法第 17 条第 1 項には、指定地域内における自動車騒音が環境省令

で定める限度（要請限度）を超えていることにより道路周辺の生活環境が著し

く損なわれていると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法の

規定による措置を執るべきことを要請するものとする旨が規定されている。 

平成 25 年度は、表５－７のとおり市内 8 地点で調査を実施した。 

調査結果は、調査した全地点で要請限度内であった。 
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②道路交通振動 

道路を走行する自動車等により発生する地盤振動であり、大型車を含む交通量

が比較的多い場合の道路交通振動は、不規則かつ大幅に変動する振動となる。 

騒音と並んで、道路沿線住民の生活環境に及ぼす影響が問題となっている。 

要請限度 

振動規制法第 16 条第 1 項には、指定地域内における道路交通振動が環境省令で

定める限度（要請限度）を超えていることにより道路周辺の生活環境が著しく損

なわれていると認めるときは、道路管理者に対し、当該道路の部分につき道路交

通振動の防止のための舗装、維持又は修繕の措置を執るべきことを要請するもの

とするなどの旨が規定されている。 

平成 25 年度は、表５－８のとおり市内 8 地点で調査を実施した。 

調査結果は、全地点で要請限度内であった。 
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表５－７ 自動車騒音調査結果（要請限度） 

（dB）

昼 75 67 ○

夜 70 64 ○

昼 75 65 ○

夜 70 61 ○

昼 75 71 ○

夜 70 66 ○

昼 75 72 ○

夜 70 68 ○

昼 75 68 ○

夜 70 63 ○

昼 75 67 ○

夜 70 62 ○

昼 75 68 ○

夜 70 65 ○

昼 75 67 ○

夜 70 61 ○

要請限度

時間区分 (dB)

7
今伊勢町
新神戸

未指定

準住居

6

騒音レベル
(LAeq)車線

6

準工業

2

道　路　名 調査地点

一般国道22号

県道萩原三条北方線

県道岐阜稲沢線

県道大垣一宮線

適否

2 大和町毛受 4

1

県道岐阜稲沢線

高畑町２丁目

用途地域

準工業

No.

未指定

工業

準工業

大和町北高井 43

4

県道岐阜稲沢線

東出町 4

～ 11/15

～ 11/1

開明 4

森本３丁目

2県道名古屋一宮線 準工業

5
木曽川町
外割田

11/19

8 市道一宮春日井線

11/26

11/12

4 10/29

～ 11/22

10/8

10/22

12/3

12/10 ～ 12/13

～ 10/11

調査期間

～ 10/25

～ 12/6

～ 11/29

表５－８ 道路交通振動調査結果（要請限度） 

（dB）

昼 70 45 ○

夜 65 43 ○

昼 70 43 ○

夜 65 39 ○

昼 70 49 ○

夜 65 42 ○

昼 70 41 ○

夜 65 35 ○

昼 70 42 ○

夜 65 34 ○

昼 70 46 ○

夜 65 41 ○

昼 70 44 ○

夜 65 41 ○

昼 65 41 ○

夜 60 36 ○

準工業

要請限度
No.

工業

準工業

未指定

準工業

振動レベル
(L10)調査地点

10/22 10/23

道　路　名

2 県道岐阜稲沢線 大和町毛受

適否
時間区分 (dB)

1 一般国道22号 高畑町２丁目 6

8

5 県道岐阜稲沢線
木曽川町
外割田

2

4 県道大垣一宮線 東出町 4

6

7 県道名古屋一宮線

調査期間

～ 12/5

～ 12/123 県道岐阜稲沢線

車線

県道萩原三条北方線 開明 4

用途地域

大和町北高井

12/4

12/11

10/30森本３丁目 4

今伊勢町
新神戸

未指定

4準工業

準住居

11/21

～ 10/11

～

市道一宮春日井線

2

4

10/10

11/20

11/28

11/14

～

～ 10/31

～ 11/15

～ 11/29
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図５－１ 自動車騒音・道路交通振動調査地点

①

②

③

④

⑤

⑥ ⑦

⑧

県道大垣一宮線 

一般国道 22 号 

市道一宮春日井線 

県
道
萩
原
三
条
北
方
線

県道名古屋一宮線 

県道岐阜稲沢線 
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③新幹線鉄道騒音 

新幹線鉄道の沿線における騒音について、「新幹線鉄道騒音に係る環境基準に

ついて」（昭和 50 年 7 月 29 日付環境庁告示第 46 号）に定められた調査方法に

より、環境基準の達成状況を把握するために、平成 25 年度は、表５－９のとお

り 4 地区（それぞれ 25ｍ地点及び 50ｍ地点の合計 8 地点）で調査を実施した。 

調査結果は、8 地点のうち、4 地点で環境基準を超過した。

表５－９ 新幹線鉄道騒音調査結果 

図５－２ 新幹線鉄道騒音調査地点 

№ 調査日 調査地点 
用途地域 

（類型） 

軌道 

構造 

環境 

基準

(dB)

調査結果（dB） 

25ｍ 50ｍ 

１ H25.10.15 萩原町築込字野中 
市街化調整 

（Ⅰ） 
盛土 70 71 69 

２ H25.10.17 萩原町戸苅字杉林 
市街化調整 

（Ⅰ） 
高架 70 72 70 

３ H25.10.17 明地字寺浦 
市街化調整 

（Ⅰ） 
高架 70 73 69 

４ H25.10.17 祐久字屋敷裏 
市街化調整 

（Ⅰ） 
高架 70 71 68 
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６．大 気 汚 染 

概  況 

大気汚染の原因物質として代表的なものは、工場、事業場等の固定発生源からばい煙 

として排出される硫黄酸化物、浮遊粉じん、窒素酸化物及び自動車等の移動発生源から

の排出ガスに含まれる窒素酸化物、一酸化炭素、炭化水素等がある。さらに、窒素酸化

物と炭化水素が共存する場合、太陽光線（紫外線）の作用を受けて光化学反応を起こす

ことにより、二次的に生成される光化学オキシダントがある。 

 これらの物質のうち、二酸化硫黄（ＳＯ２）、二酸化窒素（ＮＯ２）、一酸化炭素（ＣＯ）、 

光化学オキシダント（Ｏｘ）、浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）及び微小粒子状物質（ＰＭ２．５） 

の６物質について、大気保全環境行政の目標として環境基準が定められており、維持・ 

達成するために大気汚染防止法、県条例により排出規制が行われている。 

さらに本市では各種調査を行い、市内の大気汚染状況の把握に努めている。 

 また、市内には表６－１のとおり愛知県一般環境大気測定局が設置されており、窒素

酸化物、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質等、市内の大気汚染状況を常時監視して

いる。 

なお、平成 23 年 3 月に発生した福島第一原子力発電所の事故を受け、愛知県では一般

環境中の空間放射線量率（ガンマ線）を測定するため、県内 4 箇所へのモニタリングポ

ストの追加配備を行い平成 24 年度から一宮市木曽川消防署大気測定局での測定を行って

いる。
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表６－１ 愛知県一般環境大気測定局 

二酸化硫黄、浮遊粒子状物質

窒素酸化物(二酸化窒素、一酸化窒素)

オキシダント

微小粒子状物質

炭化水素(メタン、非メタン炭化水素)

風向・風速、温度、湿度

浮遊粒子状物質

窒素酸化物(二酸化窒素、一酸化窒素)

オキシダント

風向・風速

浮遊粒子状物質

窒素酸化物(二酸化窒素、一酸化窒素)

オキシダント

風向・風速

※木曽川消防署測定局ではモニタリングポストによる空間放射線量率（ガンマ線）の測定を
　 行っている。

測

定

機

粉じん自動測定記録計

測

定

機

粉じん自動測定記録計

一宮市木曽川町黒田字北宿二の切２４７－１

　　　　　　　 愛知県一宮市木曽川消防署測定局

測

定

項

目

窒素酸化物自動測定記録計

オキシダント自動測定記録計

気象観測自動測定記録計

測
定
局

測
定
局

　　　　　　　 愛知県一宮市小信中島測定局

一宮市小信中島字川南１２－３

測
定
局

測

定

機

測

定

項

目

オキシダント自動測定記録計

炭化水素自動測定記録計

気象観測自動測定記録計

硫黄酸化物・粉じん自動測定記録計

測

定

項

目

窒素酸化物自動測定記録計

オキシダント自動測定記録計

気象観測自動測定記録計

　　　　　　　 愛知県一宮市松降通測定局

一宮市松降通７－２７－１

窒素酸化物自動測定記録計

微小粒子状物質自動計測器
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大気関係の規制対象となる事業所・施設は次のような現況にある。 

   大気汚染防止法 

     ば い 煙 発 生 施 設   １７６事業所   ４４８施設 

     粉 じ ん 発 生 施 設     ２事業所     ２施設 

     揮発性有機化合物排出施設   ２事業所     ４施設 

   県条例 

     ば い 煙 発 生 施 設    ３７事業所    ５９施設 

     粉 じ ん 発 生 施 設    １８事業所    ３４施設 

     炭化水素系物質発生施設    ２１事業所    ２２施設 

 内容については、表６－２のとおりである。 

また、本市の一般粉じんに係る大気汚染防止法、県条例に基づく平成 25 年度の届出

状況は、表６－３、表６－４のとおりである。事業所への立入調査状況は、表６－５、

表６－６のとおりである。
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表６－２　大気関係施設の届出状況 平成２６年３月３１日現在

事業所数 施設数

  1．ボイラー 340

  5．金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉 3

 11．乾燥炉 7

 13．廃棄物焼却炉 11

 29．ガスタービン 17

 30．ディーゼル機関 62

 31．ガス機関 8

計 176 448

  2．鉱物又は土石の堆積場 1

　3．ベルトコンベア及びバケットコンベア 1

計 2 2

  2．塗装施設

　　　　（吹付塗装を行うものに限る）

  5．印刷の用に供する乾燥施設

　　　　（グラビア印刷に係るものに限る）

計 2 4

   1．ボイラー 42

 14．廃棄物焼却炉 1

 32．金属製品の熱処理施設 1

 33．繊維の表面加工の用に供する蒸絨施設 8

 35のハ．粘着テープ又はフィルムの製造の用に供する

 　　　混合施設、溶解施設、乾燥施設及び焼付施設

 35のホ．油脂又は油脂製品の製造の用に供する

 　　　抽出施設及び蒸溜施設

 35のヘ．金属の表面加工の用に供する脱脂施設 3

 44．ジクロロメタンを使用する脱脂・洗浄施設 1

計 37 59

   2．鉱物、土石又はチップの堆積場 1

 　3．ベルトコンベア及びバケットコンベア 6

 　4．破砕機・粉砕機・摩砕機及び研磨機 21

 　5．ふるい 1

 　6．打綿機及び混打綿機 2

 　7．チッパー及び砕木機 2

 　8．吹付け塗装機 1

計 18 34

 炭化水素系物質発生施設  　2．ガソリンスタンドに設置されるガソリンの貯蔵施設 21 22

 （愛知県環境部資料）

県
民
の
生
活

環
境

の
保

全
等
に
関
す
る
条
例

大

気

汚

染

防

止

法
 揮発性有機化合物
 排出施設

2

施　　　　　設　　　　　名

 粉じん発生施設

2

 ばい煙発生施設

 ばい煙発生施設

 粉じん発生施設

1

2

平成 26 年 3 月 31 日現在 表６－２ 大気関係施設の届出状況 
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表６－３ 大気汚染防止法に係る届出状況

設置（使用） 構造等の変更 氏名等変更 使用廃止 承継 合 計 

０ ０ ０ ０ ０ ０ 

表６－４ 県民の生活環境の保全等に関する条例に係る届出状況 

設置（使用） 構造等の変更 氏名等変更 使用廃止 承継 合 計 

０ ０ １ ３ ０ ４ 

表６－５ 大気汚染防止法に係る立入調査状況 

立 入 調 査 内 容 件 数 

特 定 事 業 場 立 入 調 査 ２ 

行 政 指 導 ０ 

表６－６ 県民の生活環境の保全等に関する条例に係る立入調査状況 

立 入 調 査 内 容 件 数 

特 定 事 業 場 立 入 調 査 １７ 

行 政 指 導 ０ 
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（１）硫黄酸化物（ＳＯｘ） 

  硫黄酸化物は、主として石油などの化石燃料の燃焼に伴い発生するものであり、

硫黄酸化物による大気汚染は、経済成長下における石油系燃料の大量消費により急

速に拡大した。 

  硫黄酸化物の排出規制は、施設単位に排出基準を定める方法（Ｋ値規制）と高汚

染地域に対して更に工場単位に総排出量基準を定める方法（総量規制）とが併用さ

れている。 

  これらの規制に併せて、重油脱硫処理技術、排煙脱硫技術の向上により二酸化硫

黄の環境基準の確保が図られている。 

  表６－７は、平成 25 年度の二酸化硫黄（ＳＯ２）の測定結果である。これによる

と、年平均値は 0.001ppm（前年度 0.001ppm）であった。 

測定結果は、環境基準を達成した。 
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表６－７ 二酸化硫黄（ＳＯ２）測定結果 

10月
年間値

3月2月

平成２６年平成２５年

（愛知県環境部資料）

５月４月 9月８月７月６月 1月12月11月

3643030 31 31 30 283131 3130

662 731712 737 714 737 738 701 736 707 737 737 8,649

0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001

0 0 0 0 0 0 0 0

0.001 0.001 0.0010.001 0.001 0.001

0 0 0 0 0

0.007

0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0.008

0.003

0.009 0.008 0.009

0.0030.004

0.008

0.003 0.003

0.0070.010

0.003 0.003

0.009 0.009

0.004

測

定

局
項 目

（日）

（時間）

有 効 測 定 日 数

0.004 0.004

0.013

0

一
宮
市
松
降
通

（時間）

（日）

（ｐｐｍ）

30 31

0.009

測 定 時 間

月 平 均 値

１ 時 間 値 が ０ ． １ ｐ ｐ ｍ
を 超 え た 時 間 数

0.002

日平均値が０ ．０ ４ｐ ｐｍ
を 超 え た 日 数

1 時 間 値 の 最 高 値

日平均値の最 高値

（ｐｐｍ）

（ｐｐｍ）

0

0.013

0.003 0.004

表６－８ 年度別二酸化硫黄（ＳＯ２）測定結果（１時間値の月平均値）

0.001 0.002

0.001 0.001

（愛知県環境部資料）

0.001 0.001 0.001 0.001

0.0010.002

0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001

0.002

0.002 0.001 0.001 0.001

0.002 0.001 0.001

0.001 0.001

平成２５年度

0.002

年平均値
月

年度

平成２３年度 0.002 0.002

0.001

0.001

0.002 0.002

平成２４年度 0.002 0.002 0.002 0.002

0.001 0.001

4 5 76 2 38 9 10 11 12 1

図６－１ 二酸化硫黄（ＳＯ２）の推移 

ｐｐｍ

月

0.000

0.005

0.010

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年平均値

（ppm） 
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（２）浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

   大気中の粒子状物質は、「降下ばいじん」と「浮遊粉じん」に大別され、更に浮遊

粉じんは環境基準の設定されている粒径 10μｍ以下の「浮遊粒子状物質」とそれ以

外に区別される。これらの粒子状物質の発生源は工場、事業所等事業活動に係るも

のだけではなく、自動車の運行に伴い発生するもの、風による土壌粒子の舞い上が

りや火山の噴煙等の自然現象によるものもある。 

   これらの各種発生源のうち、工場・事業所における事業活動及び自動車の運行に

伴い発生するものについては、各種規制が行われているが、浮遊粒子状物質の原因

としては、土砂のまき上げなど自然現象に起因するものも相当あることから、工場

等固定発生源に対する規制強化とともに検討する必要があると思われる。 

   表６－９は、平成 25 年度の浮遊粒子状物質の測定結果である。これによると、松

降通測定局の年平均値は 0.023mg／ （前年度 0.024mg／ ）、小信中島測定局の年

平均値は 0.022mg／ （前年度 0.019mg／ ）、木曽川消防署測定局の年平均値は

0.018mg／ （前年度 0.019mg／ ）であった。 

   測定結果は、環境基準を達成した。 
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図６－２ ＳＰＭの推移 
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（３）窒素酸化物（ＮＯｘ） 

   窒素酸化物は、燃焼一般により広く発生する。その発生源としては、工場、事業

所等の固定発生源に加えて、移動発生源である自動車のウエートも大きい。 

   また、大気中の窒素酸化物は、光化学大気汚染の原因物質の一つでもある。 

工場、事業所等固定発生源に対しては、施設単位の排出規制と高汚染地域に対し

て、更に、工場単位の総量規制が併用されている。 

また、自動車等移動発生源に対しては、数次にわたる排出ガス規制によりエンジ

ン改良等の対策がとられている。 

窒素酸化物の測定値は、一酸化窒素（ＮＯ）と二酸化窒素（ＮＯ２）の測定値を合

計したものであり、環境基準は二酸化窒素についてのみ設定されている。 

表６－11 は、平成 25 年度の窒素酸化物の測定結果である。 

これによると、松降通測定局の年平均値は 0.017ppm（前年度 0.018ppm）であり、

窒素酸化物と二酸化窒素の割合（ＮＯ２／（ＮＯ＋ＮＯ２））は 80.6％（前年度 80.2％）

であった。小信中島測定局の年平均値は 0.015ppm（前年度 0.016ppm）であり、窒素

酸化物と二酸化窒素の割合（ＮＯ２／（ＮＯ＋ＮＯ２））は 82.6％（前年度 80.9％）

であった。木曽川消防署測定局の年平均値は 0.014ppm（前年度 0.012ppm）であり、

窒素酸化物と二酸化窒素の割合（ＮＯ２／（ＮＯ＋ＮＯ２））は 79.9％（前年度 74.1％）

であった。 

①一酸化窒素 

   松降通測定局の年平均値は 0.003ppm（前年度 0.004ppm）であった。小信中島測定

局の年平均値は 0.003ppm（前年度 0.003ppm）であった。木曽川消防署測定局の年平

均値は 0.00３ppm（前年度 0.003ppm）であった。（表６－12） 

②二酸化窒素 

  松降通測定局の年平均値は 0.014ppm（前年度 0.015ppm）であった。小信中島測定

局の年平均値は 0.013ppm（前年度 0.013ppm）であった。木曽川消防署測定局の年平

均値は 0.011ppm（前年度 0.009ppm）であった。 

  測定結果は、３測定局とも環境基準を達成した。（表６－13）
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表６－１１ 窒素酸化物（ＮＯ＋ＮＯ２）測定結果 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

30 31 30 31 29 30 31 29 31 31 28 31 362

711 738 714 737 701 712 736 692 737 737 665 736 8,616

0.014 0.013 0.014 0.014 0.011 0.014 0.016 0.024 0.023 0.025 0.018 0.017 0.017

0.060 0.053 0.060 0.051 0.031 0.048 0.051 0.098 0.102 0.162 0.123 0.094 0.162

0.028 0.032 0.022 0.028 0.021 0.026 0.028 0.036 0.042 0.070 0.040 0.042 0.070

90.0 89.5 89.9 81.7 87.2 87.1 83.2 72.5 71.0 70.5 79.8 86.3 80.6

30 30 29 31 30 30 31 30 8 31 28 31 339

707 720 697 733 729 707 732 709 198 734 661 731 8,058

0.013 0.012 0.014 0.013 0.011 0.014 0.015 0.021 0.021 0.022 0.016 0.016 0.015

0.063 0.055 0.045 0.048 0.034 0.051 0.057 0.074 0.084 0.130 0.081 0.077 0.130

0.030 0.029 0.020 0.026 0.019 0.025 0.026 0.032 0.033 0.066 0.034 0.039 0.066

88.7 89.1 89.0 85.1 89.0 88.6 85.4 73.9 72.5 71.0 80.6 86.3 82.6

30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365

712 733 715 738 737 712 736 713 737 738 665 736 8,672

0.012 0.011 0.011 0.010 0.009 0.011 0.015 0.020 0.020 0.022 0.016 0.015 0.014

0.048 0.049 0.039 0.039 0.032 0.042 0.054 0.072 0.087 0.119 0.088 0.080 0.119

0.026 0.030 0.017 0.027 0.017 0.023 0.025 0.031 0.043 0.064 0.036 0.038 0.064

89.3 89.8 90.3 83.3 87.5 85.2 81.2 73.3 69.8 68.9 78.5 85.8 79.9

表６－１２　一酸化窒素（ＮＯ）測定結果

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

30 31 30 31 29 30 31 29 31 31 28 31 362

711 738 714 737 701 712 736 692 737 737 665 736 8,616

0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.003 0.007 0.007 0.007 0.004 0.002 0.003

0.027 0.018 0.028 0.021 0.016 0.032 0.031 0.071 0.079 0.124 0.077 0.048 0.124

0.004 0.004 0.006 0.007 0.004 0.010 0.007 0.015 0.017 0.036 0.015 0.011 0.036

30 30 29 31 30 30 31 30 8 31 28 31 339

707 720 697 733 729 707 732 709 198 734 661 731 8,058

0.002 0.001 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 0.006 0.006 0.006 0.003 0.002 0.003

0.017 0.013 0.019 0.032 0.016 0.029 0.025 0.049 0.062 0.091 0.039 0.036 0.091

0.004 0.003 0.004 0.007 0.003 0.011 0.006 0.018 0.014 0.036 0.011 0.009 0.036

30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365

712 733 715 738 737 712 736 713 737 738 665 736 8,672

0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.003 0.005 0.006 0.007 0.003 0.002 0.003

0.016 0.014 0.016 0.020 0.012 0.021 0.035 0.048 0.066 0.085 0.046 0.036 0.085

0.003 0.003 0.004 0.007 0.003 0.008 0.008 0.013 0.018 0.035 0.012 0.010 0.035

一
宮
市
木
曽
川
消
防
署

一
宮
市
小
信
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島

（ｐｐｍ）

有 効 測 定 日 数 （日）

測 定 時 間 （時間）

測 定 時 間 （時間）

（ｐｐｍ）

（日）有 効 測 定 日 数

月 平 均 値 （ｐｐｍ）

1時間値の最高値 （ｐｐｍ）

日平均値の最高値 （ｐｐｍ）

月 平 均 値

ＮＯ２/ （ ＮＯ＋ＮＯ２ ）
（％）

日平均値の最高値 （ｐｐｍ）

1時間値の最高値 （ｐｐｍ）

月 平 均 値

ＮＯ２/ （ ＮＯ＋ＮＯ２ ）

（日）

測 定 時 間 （時間）

月 平 均 値 （ｐｐｍ）

1時間値の最高値 （ｐｐｍ）

一
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消
防
署
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測 定 時 間 （時間）

月 平 均 値 （ｐｐｍ）

（％）

一
宮
市
小
信
中
島

有 効 測 定 日 数

有 効 測 定 日 数 （日）

日平均値の最高値 （ｐｐｍ）

測

定

局
項 目

平成２５年 平成２６年
年間値

一
宮
市
松
降
通

測 定 時 間 （時間）

月 平 均 値 （ｐｐｍ）

1時間値の最高値 （ｐｐｍ）

月 平 均 値

ＮＯ２/ （ ＮＯ＋ＮＯ２ ）
（％）

一
宮
市
松
降
通

有 効 測 定 日 数 （日）

測 定 時 間 （時間）

月 平 均 値 （ｐｐｍ）

1時間値の最高値

（愛知県環境部資料）

年間値
測

定

局
項 目

平成２５年 平成２６年

（愛知県環境部資料）

（ｐｐｍ）

日平均値の最高値 （ｐｐｍ）

（ｐｐｍ）日平均値の最高値

日平均値の最高値

月 平 均 値 （ｐｐｍ）

1時間値の最高値

表６－１２ 一酸化窒素（ＮＯ）測定結果 
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表６－１３ 二酸化窒素（ＮＯ２）測定結果 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

30 31 30 31 29 30 31 29 31 31 28 31 362

711 738 714 737 701 712 736 692 737 737 665 736 8,616

0.013 0.011 0.013 0.011 0.010 0.012 0.014 0.017 0.016 0.018 0.014 0.015 0.014

0.046 0.042 0.049 0.039 0.025 0.035 0.043 0.048 0.049 0.052 0.055 0.055 0.055

0.026 0.028 0.018 0.024 0.019 0.021 0.022 0.025 0.028 0.034 0.030 0.034 0.034

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 30 29 31 30 30 31 30 8 31 28 31 339

707 720 697 733 729 707 732 709 198 734 661 731 8,058

0.012 0.010 0.012 0.011 0.010 0.012 0.013 0.016 0.015 0.016 0.013 0.014 0.013

0.046 0.052 0.030 0.036 0.029 0.031 0.048 0.044 0.043 0.052 0.049 0.066 0.066

0.026 0.025 0.018 0.023 0.018 0.018 0.020 0.024 0.023 0.031 0.028 0.033 0.033

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365

712 733 715 738 737 712 736 713 737 738 665 736 8,672

0.010 0.010 0.010 0.009 0.008 0.010 0.012 0.015 0.014 0.015 0.012 0.013 0.011

0.042 0.048 0.029 0.035 0.025 0.037 0.039 0.040 0.042 0.047 0.050 0.053 0.053

0.024 0.027 0.015 0.020 0.015 0.016 0.020 0.021 0.025 0.029 0.028 0.031 0.031

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表６－１４　年度別ＮＯ２測定結果（１時間値の月平均値）

測定局

0.016 0.014 0.014 0.011 0.012 0.012 0.016 0.019 0.017 0.017 0.016 0.017 0.015

0.015 0.014 0.013 0.013 0.010 0.012 0.015 0.017 0.017 0.017 0.015 0.016 0.015

0.013 0.011 0.013 0.011 0.010 0.012 0.014 0.017 0.016 0.018 0.014 0.015 0.014

0.015 0.015 0.014 0.011 0.011 0.012 0.014 0.016 0.016 0.014 0.015 0.015 0.014

0.013 0.012 0.012 0.012 0.010 0.011 0.013 0.015 0.015 0.014 0.013 0.014 0.013

0.012 0.010 0.012 0.011 0.010 0.012 0.013 0.016 0.015 0.016 0.013 0.014 0.013

0.010 0.009 0.008 0.007 0.007 0.007 0.010 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.009

0.008 0.008 0.006 0.006 0.004 0.006 0.008 0.011 0.014 0.014 0.013 0.014 0.009

0.010 0.010 0.010 0.009 0.008 0.010 0.012 0.015 0.014 0.015 0.012 0.013 0.011

（ｐｐｍ）

1 時間値の最高値

（ｐｐｍ）

（ｐｐｍ）

日平均値の最高値

日平均値が０．０６ｐｐｍ

を 超 え た 日 数
（日）

1時間値が0.１ｐｐｍ以上

０．２ｐｐｍ以下の時間数
（時間）

9 10

月 平 均 値

6
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一
宮
市
小
信
中
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有 効 測 定 日 数 （日）
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日平均値の最高値

1 時 間 値 が 0.2 ｐ ｐ ｍ

を 超 え た 時 間 数
（時間）

日平均値が０．０４ ｐｐｍ以

上０．０６ｐｐｍ以下の日数
（日）

（ｐｐｍ）

（ｐｐｍ）

5

1 時 間 値 が 0.2 ｐ ｐ ｍ

を 超 え た 時 間 数
（時間）

（日）

1 時間値の最高値 （ｐｐｍ）

一
宮
市
木
曽
川
消
防
署

有 効 測 定 日 数 （日）

測 定 時 間 （時間）

月 平 均 値 （ｐｐｍ）

1時間値が0.１ｐｐｍ以上

０．２ｐｐｍ以下の時間数
（時間）

日平均値が０．０６ｐｐｍ

を 超 え た 日 数

一宮市木曽川消防署

4

日平均値が０．０４ ｐｐｍ以

上０．０６ｐｐｍ以下の日数

月

年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２４年度

平成２５年度

（愛知県環境部資料）

平成２３年度

平成２４年度

月 平 均 値

1時間値の最高値

日平均値の最高値

（日）

平成２５年度

一 宮 市 松 降 通

平成２３年度

一宮市小信 中島

年間値
平成２６年平成２５年

（日）

（日）

日平均値が０．０６ｐｐｍ

を 超 え た 日 数

日平均値が０．０４ ｐｐｍ以

上０．０６ｐｐｍ以下の日数

1 時 間 値 が 0.2 ｐ ｐ ｍ

を 超 え た 時 間 数

1時間値が0.１ｐｐｍ以上

０．２ｐｐｍ以下の時間数

一
宮
市
松
降
通

（ｐｐｍ）

（時間）

測

定

局
項 目

（日）

（時間）

有 効 測 定 日 数

（ｐｐｍ）

測 定 時 間

37 8 11 12 21

（愛知県環境部資料）

年平均値

（時間）

表６－１４ 年度別ＮＯ２測定結果（１時間値の月平均値） 
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図６－３ ＮＯ２の推移 
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（４）光化学オキシダント（Ｏｘ） 

光化学大気汚染は、大気中の窒素酸化物と炭化水素の混合系が太陽光線の照射を受

け、オゾンを主体とする光化学オキシダント等の二次汚染物質が生成されることによ

って生ずるものであり、その反応過程は極めて複雑である。 

   しかし、オゾン以外の光化学反応による二次生成物質であるパーオキシアセチル

ナイトレートやアルデヒドについても健康影響の点から重要視されており、オゾン低

減対策のみでは光化学大気汚染の防止対策としては十分ではない。また、広域的光化

学大気汚染の問題に対処するためには、光化学反応系における原因物質の総量を削減

することは必要である。 

   表６－15 は、平成 25 年度の光化学オキシダントの測定結果である。 

   これによると、松降通測定局の昼間 1 時間値が 0.06ppm を超えた時間は 348 時間

（前年度 361 時間）及び日数は 89 日（前年度 75 日）であり、環境基準を達成しなか

った。小信中島測定局の昼間１時間値が 0.06ppm を超えた時間は 424 時間（前年度

375 時間）及び日数は 99 日（前年度 84 日）であり、環境基準を達成しなかった。木

曽川消防署測定局の昼間１時間値が 0.06ppm を超えた時間は 463 時間（前年度 363

時間）及び日数は 101 日（前年度 78 日）であり、環境基準を達成しなかった。 
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（５）微小粒子状物質（ＰＭ２．５） 

大気中に浮遊する粒子状物質のうち特に小さな物質（粒径２．５μｍ以下）のこ

とで、工場や自動車などから出るほか、ガス状で出たものが大気中で反応してでき

ることもある。呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことなどから、人への健康影響

が懸念されている。 

表６－16 は、平成 25 年度の測定結果である。これによると、年平均値は 15.9 

μｇ/ （前年度 15.2μｇ/ ）で、日平均値が 35μｇ/ を超えた日数は 8 日（前

年度 7 日）であった。 

測定結果は、短期基準、長期基準ともに環境基準を達成しなかった。また、名古

屋で黄砂が観測された日を除いて評価した場合でも、同様に環境基準を達成しなか

った。 

表６－１６ 微小粒子状物質（ＰＭ２．５）測定結果 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

30 31 30 31 31 30 31 26 31 29 28 31 359

16.0 15.3 15.3 18.4 20.1 13.6 12.6 15.9 13.4 15.3 14.8 19.7 15.9

0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 2 8

測

定

局
項　　　　　　　　目

平成２５年 平成２６年
年間値

一
宮
市
松
降
通

有 効 測 定 日 数 （日）

（愛知県環境部資料）

月 平 均 値 （μg/ ）

日平均値が３５μｇ /  
を 超 え た 日 数

（日）
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（６）降下ばいじん 

   降下ばいじんは、大気中の粒子状物質のうち自己重量または雨によって降下する

ばいじん、粉じん等である。 

   表６－17 は平成 25 年度の市内 8 地点の降下ばいじんの測定結果である。これによ

ると、年平均値は 1.75t/km2・月（前年度 2.04t/km2・月）であった。 

表６－１７ 降下ばいじん測定結果 

未指定

未指定

1.60

12119 10

1.61

2.02

1.49

1.75

1.14

平　　　　　均

2.79

未指定

商　業

2.72

中 部 中 学 校

一 宮 市 役 所
本 庁 舎

西 成 東 小 学 校

今伊勢西小学校

萩 原 小 学 校

3.68

2.39

3.93

4 5 6

準工業 2.18

1.34

2.22

中部電力 （ 株 ）
一 宮 営 業 所

月

用途地域

平成２５年

1.95 1.07

5.02 2.90

1.060.73

2.38

測定地点

2.05

7 8

2.34

1.12

3.25

1.72 2.04

1.78

0.73

2.40

2.38 1.40 1.83

1.62

2.29

1.37 1.17

2.081.91

1.25

0.89

1.12

1.262.17 0.96

最高値
3

平均
平成２６年

1 2

2.18

1.67

1.22 1.86 1.31 1.961.361.22

2.32 2.65

1.521.030.88

2.01 1.43 1.05 0.84

1.841.67

1.08

2.72

1.46 1.81 1.57 2.39

5.02

1.59

1.47

1.47

1.29 1.65

1.36

1.48 2.06 1.77

1.01 1.53 1.65

1.51

0.87

1.94

2.07

0.66

1.47

1.52

2.71

2.79

工　業

1.36

1.94

1.61

2.89

1.012.38

1.94

2.45

2.80

1.33

1.45

1.25

1.372.28

1.91

0.77
一 宮 市
木 曽 川 庁 舎

商業

未指定 1.82

1.45
一 宮 市
尾 西 庁 舎

2.51

2.80

2.11 1.611.95

1.03

1.04

2.22 1.88

1.76 1.72 2.89

1.82

2.711.75

1.71

表６－１８ 降下ばいじん全地点平均値経年経月変化 

1.80 1.78

32

平成２４年度

2.70 2.76 2.31

2.00

10

1.82 1.51

1.19 1.031.69 2.45

5 76

1.94

8 9 11

1.75

1.18 0.89 1.48

12 1

平成２５年度

年平均値
月

年度

平成２３年度

4

1.59 1.824.32 2.01 1.34 1.57 2.76 2.04

1.751.47 1.882.45 1.95 2.71 2.11

2.00

1.61 2.22 1.36 1.25 0.87 1.12

（t/km2・月） 

（t/km2・月） 
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（７）大気中の重金属 

   工場、事業場並びに自動車の影響による粉じん中の重金属類の汚染状況を把握す

るため、市内 5 地点で測定を行った。 

 表６－19 は、平成 25 年度の測定結果である。これによると、重金属 5 成分とも重

金属に係る環境上の目安及び指針値を満たしていた。 

表６－１９ 大気中の重金属測定結果 

鉛
（Ｐｂ）

ｶﾄﾞﾐｳﾑ
（Ｃｄ）

ﾏﾝｶﾞﾝ
（Ｍｎ）

鉄
（Ｆｅ）

銅
（Ｃｕ）

23 H24.2.7 ～ H24.2.8 0.021 0.010 0.0001 0.019 0.32 0.058

1 24 H25.2.13 ～ H25.2.14 0.026 0.001 0.0001 0.012 0.32 0.039

25 H26.2.6 ～ H26.2.7 0.036 0.008 0.0003 0.015 0.41 0.044

23 H24.2.2 ～ H24.2.3 0.027 0.004 0.0001 0.010 0.29 0.062

2 24 H25.2.6 ～ H25.2.7 0.022 0.005 0.0001 0.012 0.34 0.064

25 H26.2.4 ～ H26.2.5 0.020 0.007 0.0002 0.009 0.23 0.017

23 H24.1.30 ～ H24.1.31 0.003 0.001 <0.0001 0.004 0.037 0.005

3 24 H25.2.4 ～ H25.2.5 0.020 0.006 0.0001 0.008 0.26 0.023

25 H26.1.28 ～ H26.1.29 0.038 0.011 0.0003 0.014 0.38 0.040

23 H24.2.1 ～ H24.2.2 0.019 0.005 <0.0001 0.007 0.19 0.015

4 24 H25.1.31 ～ H25.2.1 0.049 0.014 0.0004 0.025 0.62 0.044

25 H26.2.3 ～ H26.2.4 0.010 0.002 <0.0001 0.003 0.11 0.022

23 H24.2.6 ～ H24.2.7 0.018 0.003 0.0001 0.004 0.093 0.014

5 24 H25.2.12 ～ H25.2.13 0.026 0.009 0.0002 0.012 0.30 0.049

25 H26.1.29 ～ H26.1.30 0.017 0.004 0.0001 0.006 0.18 0.038

0.018 0.005 0.0001 0.009 0.19 0.031

平 均 値 0.029 0.007 0.0002 0.014 0.37 0.044

0.024 0.006 0.0002 0.009 0.26 0.032

環境上の目安 － １～3 0.88 － 100 10

指針値 － － － 0.14 － －

重金属成分（μg/ｍ３）

測定月日年度
浮遊粉じん量

（ｍｇ／ｍ３）

神山としよりの家

（ 近 隣 商 業 ）

Ｎｏ．
測 定 地 点
( 用 途 地 域 ）

奥町東保育園
（ 準 工 業 ）

一 宮 市 役 所
本 庁 舎
（ 商 業 ）

中部電力（株）
一 宮 営 業 所
（ 工 業 ）

丹 陽 保 育 園
（ 準 工 業 ）

平成23年度

平成24年度

平成25年度

（注）平均値は、検出下限値未満の測定値を検出下限値の 1/2 として算出した。 
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（８）炭化水素（ＨＣ） 

   炭化水素とは、炭素原子と水素原子から成り立っている化合物の総称である。 

   発生源として、有機溶剤を使用する工場、事業場や石油類のタンク等固定発生源

から、また自動車等の移動発生源からも排出されるなど、多種多様に及んでいる。 

   固定発生源対策として、非メタン炭化水素の現況濃度の測定体制の充実に努める

とともに、規制手法、発生源の測定方法等の検討が進められている。 

   移動発生源対策として、乗用車、トラック、バス等から排出される炭化水素類に

対しては、排気管から発生される炭化水素の規制が実施され、また軽油を燃料とす

るディーゼル車についても規制が実施されている。 

   表６－20 は、平成 25 年度の測定結果で、６～９時における月平均値は 2.11ppmC

（前年度 2.10ppmC）であった。 

表６－２０ 全炭化水素（Ｔ－ＨＣ）測定結果 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

686 710 651 701 706 688 708 685 711 709 641 709 8,305

2.05 2.02 2.05 2.04 2.05 2.08 2.07 2.14 2.11 2.13 2.06 2.07 2.07

2.07 2.02 2.07 2.07 2.10 2.10 2.08 2.21 2.18 2.19 2.11 2.10 2.11

30 31 27 31 28 30 30 30 31 31 28 31 358

2.52 2.25 2.20 2.31 2.31 2.30 2.39 2.58 3.22 2.54 2.56 2.59 3.22

1.92 1.90 1.92 1.88 1.94 1.98 1.87 2.00 1.93 1.96 1.92 1.90 1.87

平成２５年

（愛知県環境部資料）

年間値
平成２６年

最低値

６ ～ ９ 時

３ 時 間

平 均 値
（ｐｐｍＣ）

測 定 時 間

（ｐｐｍＣ）

月 平 均 値

測

定

局
項　　　　　　　　目

（時間）

（ｐｐｍＣ）

一
宮
市
松
降
通

最高値

６ ～ ９ 時 に お け る
月 平 均 値

６ ～ ９ 時 に お け る
測 定 日 数

（ｐｐｍＣ）

（日）
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（９）空間放射線量率 

   私たちの生活空間には様々な放射性物質があり、地球誕生時から存在していて地

殻構造物となって土壌中に存在するもの、遠く宇宙からやってくる宇宙線が地球に

到来して大気中で作り出したものなど、自然放射性核種とよばれるもの（ウラン、

ラジウム、ラドンなど）と、人類が地球上に作り出した人工放射性核種（セシウム

137、ストロンチウム 90 など）がある。 

   また、平成 24 年度から木曽川消防署測定局にモニタリングポストが設置され空間

放射線量率が測定されている。 

   表６－21 は平成 25 年度の測定結果で、通常測定される範囲内であった。 

表６－２１ モニタリングポストによる空間放射線量率の測定結果

測 定 地 点 
平成 25 年度測定値（ｎＧｙ/ｈ） 

最低値 最高値 平均値 

木曽川消防署大気測定局 48 108 54 

（注）１．Gy(グレイ)は吸収線量の単位で、1Gy は物質の質量 1kg 当たり 1J(ジュール)の 

エネルギーが放射線から付与されることを表す。 

２．平成 25 年度測定値については、原子力規制庁「環境放射線データベース」 

（http://search.kankyo-hoshano.go.jp/servlet/search.top）を参照した。 

（参照日：平成 26 年 12 月 1 日） 
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７．水 質 汚 濁 

概  況 

水質汚濁は、昭和 30 年以降の都市化や工業化の急激な進行により表面化し、昭和 40 

年代には深刻な状況となった。 

そこで、昭和 46 年に水質汚濁防止法が施行され、工場・事業場の排水規制を実施する 

ことにより、当初の危機的状況にあった公共用水域の水質は大幅に改善された。 

しかしながら、現在でも閉鎖性水域における水質環境基準の達成が未だ十分でないこ

とや、地下水の汚染などさまざまな問題が発生している。そのため、水質汚濁防止法に

おいては、水質総量削減制度の導入を始め、新たに規制対象物質を加えるなどの改正が

繰り返され、排水規制の強化が図られてきている。 

愛知県では、閉鎖性水域である伊勢湾の浄化対策として、昭和 53 年 6 月より水質総量

削減制度を導入し、現在では第 7 次水質総量削減計画を策定し、各種施策を推進してい

る。 

さらに、近年では、有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を

取り扱う工場・事業場に対し、種々の義務等が規定されている。 

平成 25年度における市内の水質汚濁防止法に係る届出状況及び事業場への立入調査状

況については、表７－１及び表７－２のとおりである。 

水質に係る環境基準は、水質保全行政の目標として、公共用水域の水質について達成 

し、維持することが望ましい基準を定めたものであり、人の健康の保護に関する基準と

生活環境の保全に関する基準の二つからなっている。 

健康項目についてはカドミウム、全シアン、揮発性有機化合物等が公共用水域一律に 

定められている。 

生活環境項目については、ｐＨ、ＳＳ、ＢＯＤ、ＤＯ等について河川、湖沼、海域ご 

とに利用目的に応じた水域類型を設けてそれぞれ基準値を定め、各公共用水域について

水域類型の指定を行うことにより環境基準が定められている。 

また、有害物質を含む底質の除去に関しては、水銀及びＰＣＢを含む底質について、 

それぞれ暫定除去基準が定められている。 

本市では、公共用水域水質測定計画に基づく日光川北今橋・板倉橋の常時監視による 

水質測定、日光川・五条川等主要河川の水質測定及び地下水質測定計画に基づく地下水

の常時監視を実施している。
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表７－１ 水質汚濁防止法に係る届出状況                    

総量規制対象
事 業 場 数

畜 房 1 － 2 3 1 2 0

2 3 1 2 2

3 2 1 1 1

4 6 3 3 2

5 1 1 0 0

9 1 1 0 0

10 1 1 0 0

12 1 0 1 1

16 3 2 1 0

17 8 7 1 0

18 － 2 2 2 0 0

28 19 9 6

19 54 21 33 9

20 1 0 1 1

55 21 34 10

合 板 製 造 業 21 － 3 1 1 0 0

印 刷 23 － 2 3 2 1 0

53 1 0 1 0

54 2 2 0 0

55 1 1 0 0

4 3 1 0

金 属 機 械 63 7 6 1 0

水 道 業 64 － 2 1 1 0 0

65 6 4 2 1

66 2 0 2 1

8 4 4 2

旅 館 66 － 3 23 14 9 7

66 － 4 2 0 2 2

66 － 5 7 3 4 4

66 － 6 10 9 1 1

66 － 7 1 1 0 0

20 13 7 7

洗 た く 業 67 68 67 1 1

現 像 洗 浄 68 18 15 3 0

病 院 68 － 2 1 1 0 0

地 方 卸 売 業 69 － 3 1 0 1 1

自動車分解整備事業 70 － 2 2 1 1 0

車 両 洗 浄 71 92 92 0 0

科 学 研 究 71 － 2 9 1 8 0

ご み 処 理 71 － 3 1 1 0 0

産 廃 処 理 71 － 4 1 0 1 1
トリクロロエチレン又はテトラクロロ

エ チ レ ン に よ る 洗 浄 施 設 71 － 5 3 0 3 0

し 尿 処 理 72 23 1 22 18

下 水 道 73 2 0 2 2

374 264 110 55

94 81 13 13

468 345 123 68合　　　　　　　　　　　　　　　　計

表 面 処 理 鋼 材

計

飲 食 店 等

計

小　　　　　　　　　　　　　　　　計

指　定　地　域　特　定　施　設

食 料 品 等 製 造 業

計

繊 維 工 業

計

窯 業

計

特　定　施　設　の　種　類　・　番　号 特定事業場数 未規制事業場数 規制事業場数

平成 26 年 3月 31 日現在
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表７－２ 水質汚濁防止法に係る立入調査状況 

立 入 調 査 内 容 件 数 

特 定 事 業 場 立 入 調 査 １９２ 

規 制 対 象 事 業 場 採 水 検 査 ５５ 

行 政 指 導 ７ 

（１）日光川・五条川及び市内主要河川における水質測定 

全流域が生活環境の保全に関する環境基準Ｅ類型の指定を受けている日光川につ

いては、常時監視地点の北今橋（萩原町）と板倉橋（三条）で毎月水質測定を実施

し、測定結果は表７－３のとおりである。生活環境項目、健康項目のいずれも環境

基準に適合していた。 

また、環境基準 E 類型に指定されている日光川上流の田待橋（浅井町）から下流

の萩原橋（萩原町）までの 4 地点及び五条川五六橋（丹陽町）で水質測定を実施し、

測定結果は表７－４のとおりである。生活環境項目について、おおむね環境基準を

満足していた。ＢＯＤ、ＳＳ、ＤＯの年平均値による経年変化は、図７－１のとお

りである。 

その他、大江川、青木川等の市内主要河川について、10 河川 18 地点で 6 月（灌濫

期）及び 12 月（非灌濫期）に水質測定を実施し、各河川別の測定結果は表７－４の

とおりである。このうち、環境基準の適用のある健康項目について 3 河川 3 地点で

カドミウム、全シアン、六価クロム等の測定を実施したがいずれも環境基準に適合

していた。 
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表７－３ 公共用水域水質測定計画に基づく測定結果 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
23 6.9 7.0 6.9 6.8 7.0 6.8 6.9 7.2 7.0 7.0 6.9 6.9
24 7.1 6.9 7.0 6.9 6.9 6.8 6.9 7.0 7.0 7.0 6.7 6.9
25 6.9 6.8 7.0 6.8 6.9 6.9 7.4 6.9 7.1 7.0 7.0 7.1
23 7.1 4.4 5.3 3.1 2.4 3.0 3.9 4.6 4.5 10 8.2 11
24 3.8 3.0 2.2 1.5 2.2 2.8 2.4 2.9 4.7 8.2 8.1 6.5
25 4.0 3.4 6.6 2.0 2.1 3.3 3.1 4.9 14 8.6 5.4 8.6
23 16 9.2 5.7 9.0 6.5 6.7 15 13 18 16 14 12
24 12 5.7 4.4 8.2 4.8 8.2 8.8 10 12 13 12 15
25 12 5.4 4.4 6.4 6.0 5.6 5.7 9.2 16 13 13 11
23 9 8 25 7 2 7 4 4 6 8 7 8
24 7 16 5 6 3 1 3 4 4 6 6 11
25 6 3 24 13 4 6 4 9 38 6 6 8
23 6.1 5.6 6.9 5.6 5.9 5.5 5.6 5.6 5.3 5.9 6.1 4.9
24 5.6 6.8 6.4 5.3 5.8 5.8 4.9 5.3 7.4 6.5 6.7 4.0
25 6.6 7.0 6.2 5.6 5.4 6.0 5.4 4.7 5.2 6.2 6.0 6.9
23 - - ND - - - - - ND - - -
24 - - ND - - - - - ND - - -
25 - - ND - - - - - ND - - -
23 2.6 1.9 2.7 1.4 1.4 1.6 2.6 3.1 3.1 4.2 4.4 3.4
24 3.2 1.8 1.5 2.1 1.5 2.0 3.0 3.4 3.9 5.4 3.6 4.2
25 1.6 1.1 2.5 1.4 1.7 1.3 5.2 3.1 5.4 4.0 4.1 7.5
23 0.68 0.32 0.22 0.21 0.20 0.17 0.38 0.34 0.43 0.49 0.37 0.66
24 0.33 0.22 0.27 0.24 0.20 0.25 0.19 0.29 0.31 0.37 0.38 0.25
25 0.20 0.23 0.42 0.22 0.23 0.19 0.59 0.37 1.4 0.30 0.35 0.43
23 0.078 0.042 0.042 0.022 0.030 0.028 0.045 0.035 0.038 0.044 0.068 0.035

24 0.036 0.025 0.021 0.036 0.015 0.025 0.028 0.029 0.032 0.035 0.042 0.036

25 0.022 0.017 0.020 0.022 0.023 0.025 0.033 0.039 0.040 0.030 0.055 0.037

23 - - - - - - - - - - - -
24 - - - - - - - - - - - -
25 - - 0.00015 - - 0.00019 - - 0.00026 - - 0.00022

カドミウム mg/L 25 - - NF - - NF - - NF - - NF
全シアン mg/L 25 - - ND - - ND - - ND - - ND
鉛 mg/L 25 - - NF - - NF - - NF - - NF
六価クロム mg/L 25 - - NF - - NF - - NF - - NF
砒素 mg/L 25 - - NF - - - - - NF - - -
総水銀 mg/L 25 - - NF - - NF - - NF - - NF
アルキル水銀 mg/L 25 - - - - - - - - ND - - -
ジクロロメタン mg/L 25 - - NF - - NF - - NF - - NF
四塩化炭素 mg/L 25 - - NF - - NF - - NF - - NF
1,2-ジクロロエタン mg/L 25 - - NF - - NF - - NF - - NF
1,1-ジクロロエチレン mg/L 25 - - NF - - NF - - NF - - NF
シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 25 - - NF - - NF - - NF - - NF
1,1,1-トリクロロエタン mg/L 25 - - NF - - NF - - NF - - NF
1,1,2-トリクロロエタン mg/L 25 - - NF - - NF - - NF - - NF
トリクロロエチレン mg/L 25 - - NF - - NF - - NF - - NF
テトラクロロエチレン mg/L 25 - - NF - - NF - - NF - - NF
1,3-ジクロロプロペン mg/L 25 - - NF - - NF - - NF - - NF
チウラム mg/l 25 - - NF - - NF - - NF - - NF
シマジン mg/L 25 - - NF - - NF - - NF - - NF
チオベンカルブ mg/L 25 - - NF - - NF - - NF - - NF
ベンゼン mg/L 25 - - NF - - NF - - NF - - NF
セレン mg/L 25 - - NF - - NF - - NF - - NF
硝酸・亜硝酸性窒素 mg/L 25 - - 0.77 - - - - - 1.8 - - -
ふっ素 mg/L 25 - - 0.18 - - - - - 0.35 - - -
ほう素 mg/L 25 - - 0.06 - - - - - 0.10 - - -
1,4-ジオキサン mg/L 25 - - - - - - - - NF - - -
フェノール類 mg/L 25 - - NF - - - - - NF - - -
銅 mg/L 25 - - NF - - NF - - 0.01 - - NF
電気伝導率 mS/m 25 57 30 35 26 33 32 43 57 91 87 77 54
塩化物イオン mg/L 25 21 12 10 11 12 11 30 21 27 28 28 31
陰イオン界面活性剤 mg/L 25 0.15 - 0.13 - 0.03 - NF - 0.07 - 0.21 -
流量 m3/s 25 2.4 5.0 7.7 8.0 7.1 8.0 1.9 3.9 2.1 1.8 1.5 1.9

透視度 度 25 46 71 36 58 76 63 74 45 9 34 39 42

健

康

項

目

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

ノニルフェノール

全窒素

全亜鉛 mg/L

日光川・北今橋（萩原）

mg/L生

活

環

境

項

目

SS

月

mg/L

項目

DO

単位

地点

年
度

mg/L

全燐 mg/L

そ
の
他
項
目

n-ヘキサン抽出物質

ｐH

BOD

COD



4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
23 6.8 6.9 6.8 6.8 6.9 6.7 6.8 7.0 6.9 6.8 6.8 6.9
24 7.0 6.9 6.9 6.9 6.8 6.8 6.8 6.8 6.9 6.8 6.5 6.9
25 6.8 6.6 7.1 6.6 6.9 7.1 7.3 6.8 7.0 7.1 6.9 7.0
23 4.5 3.9 3.3 3.4 2.5 3.0 1.8 2.1 3.5 6.0 5.8 12
24 4.3 3.2 2.5 1.8 2.4 3.5 2.4 1.7 3.6 5.4 4.0 8.0
25 4.0 3.2 3.0 2.4 1.8 2.2 3.2 4.8 2.4 6.6 4.9 4.7
23 6.7 5.5 4.2 4.4 3.1 3.3 3.5 4.2 5.0 7.0 6.0 7.6
24 5.6 3.2 3.9 4.5 2.9 4.8 4.0 4.5 3.5 6.7 4.9 9.2
25 5.1 3.9 4.4 3.9 3.6 2.6 3.7 5.9 4.5 6.2 6.2 7.2
23 8 5 16 5 4 11 3 6 9 8 6 8
24 10 18 3 9 5 3 3 9 5 7 6 9
25 7 3 17 17 4 8 5 11 7 9 5 9
23 4.9 5.5 7.1 5.6 5.5 5.3 3.9 3.8 3.8 3.5 4.2 3.4
24 4.2 6.8 6.4 4.6 5.7 5.5 3.5 3.8 5.7 4.9 4.8 2.0
25 6.2 6.9 6.2 5.5 5.5 5.6 6.6 4.0 4.1 4.9 4.0 4.6
23 - - - - - - - - - - - -
24 - - - - - - - - - - - -
25 - - - - - - - - - - - -
23 - - - - - - - - - - - -
24 - - - - - - - - - - - -
25 - - - - - - - - - - - -
23 - - - - - - - - - - - -
24 - - - - - - - - - - - -
25 - - - - - - - - - - - -
23 - - - - - - - - - - - -
24 - - - - - - - - - - - -
25 - - - - - - - - - - - -
23 - - - - - - - - - - - -
24 - - - - - - - - - - - -
25 - - - - - - - - - - - -

カドミウム mg/L 25 - - NF - - - - - NF - - -
全シアン mg/L 25 - - ND - - - - - ND - - -
鉛 mg/L 25 - - NF - - - - - NF - - -
六価クロム mg/L 25 - - NF - - - - - NF - - -
砒素 mg/L 25 - - NF - - - - - NF - - -
総水銀 mg/L 25 - - - - - - - - - - - -
アルキル水銀 mg/L 25 - - - - - - - - - - - -
ジクロロメタン mg/L 25 - - - - - - - - - - - -
四塩化炭素 mg/L 25 - - - - - - - - - - - -
1,2-ジクロロエタン mg/L 25 - - - - - - - - - - - -
1,1-ジクロロエチレン mg/L 25 - - - - - - - - - - - -
シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 25 - - - - - - - - - - - -
1,1,1-トリクロロエタン mg/L 25 - - - - - - - - - - - -
1,1,2-トリクロロエタン mg/L 25 - - - - - - - - - - - -
トリクロロエチレン mg/L 25 - - - - - - - - - - - -
テトラクロロエチレン mg/L 25 - - - - - - - - - - - -
1,3-ジクロロプロペン mg/L 25 - - - - - - - - - - - -
チウラム mg/L 25 - - NF - - - - - NF - - -
シマジン mg/L 25 - - NF - - - - - NF - - -
チオベンカルブ mg/L 25 - - NF - - - - - NF - - -
ベンゼン mg/L 25 - - - - - - - - - - - -
セレン mg/L 25 - - NF - - - - - NF - - -
硝酸・亜硝酸性窒素 mg/L 25 - - - - - - - - - - - -
ふっ素 mg/L 25 - - - - - - - - - - - -
ほう素 mg/L 25 - - - - - - - - - - - -
1,4-ジオキサン mg/L 25 - - - - - - - - NF - - -
フェノール類 mg/L 25 - - - - - - - - - - - -
銅 mg/L 25 - - - - - - - - - - - -
電気伝導率 mS/m 25 20 13 12 11 12 11 70 17 28 53 51 51
塩化物イオン mg/L 25 - - - - - - - - - - - -
陰イオン界面活性剤 mg/L 25 - - - - - - - - - - - -
流量 m3/s 25 1.5 4.6 6.6 6.4 6.7 6.4 1.1 2.9 1.2 0.81 0.93 1.1

透視度 度 25 59 83 64 61 87 74 26 48 56 30 29 29

DO mg/L

n-ヘキサン抽出物質

地点 日光川・板倉橋（三条）

mg/L

mg/LSS

月

健

康

項

目

ノニルフェノール

年
度

ｐH

BOD

COD

単位

mg/L

項目

mg/L

生

活

環

境

項

目

mg/L全亜鉛

そ
の
他
項
目

mg/L

全窒素 mg/L

全燐 mg/L
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表７－４ 市内主要河川水質測定結果 

河川

地点

年度 23 24 25 23 24 25 23 24 25 23 24 25 23 24 25 23 24 25

6 7.0 7.5 7.6 6.8 7.0 7.0 6.7 6.9 6.9 6.8 7.0 6.9 6.9 7.3 7.1 7.1 7.5 7.8

12 7.3 7.2 7.4 7.0 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.0 7.0 6.9 7.1 7.2 7.2 7.5 7.0 7.6

6 7.1 5.5 5.7 4.4 3.2 3.8 3.4 2.9 1.5 2.4 2.3 4.0 2.4 2.7 1.5 11 7.0 18

12 6.2 12 8.6 2.6 2.8 3.6 2.3 3.1 3.1 7.9 3.8 16 2.7 2.7 1.4 25 8.2 18

6 6.9 6.9 5.2 5.7 3.9 3.0 4.6 3.4 3.2 5.5 4.3 5.2 4.5 4.5 5.8 9.2 18 31

12 8.9 13 11 3.4 1.7 3.4 2.6 4.8 2.0 11 8.4 12 6.3 5.6 6.5 19 7.4 16

6 9 5 24 22 4 24 21 4 17 20 4 20 17 5 20 11 8 15

12 2 4 1 3 1 4 7 2 9 8 4 26 1 2 4 8 2 4

6 6.9 7.7 7.1 8.1 7.5 7.6 7.4 7.3 7.3 7.0 6.1 5.8 8.0 8.2 8.9 5.4 2.8 7.4

12 4.1 3.8 7.1 6.6 6.5 7.3 4.8 7.1 5.4 4.8 6.2 4.6 8.9 9.9 11.1 4.4 7.5 7.0

6 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 20

12 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 17 30以上 30以上 30以上 28 30以上 30以上

6 0.70 0.43 0.36 - - - - - - - - - 11 8.0 6.9 0.10 0.019 0.0094

12 0.077 0.15 0.092 - - - - - - - - - 1.6 2.1 1.9 0.0090 0.058 0.015

河川

地点

年度 23 24 25 23 24 25 23 24 25 23 24 25 23 24 25 23 24 25

6 6.8 7.3 7.2 6.9 7.7 7.5 7.3 7.5 8.0 6.9 7.2 7.1 6.9 7.2 7.2 7.0 7.3 7.2

12 7.3 7.3 7.2 9.0 7.8 8.2 7.8 7.5 7.8 7.5 7.2 7.5 7.4 7.3 7.5 7.5 7.2 7.6

6 5.2 5.0 2.4 4.8 3.7 3.4 5.4 3.1 6.5 3.2 4.0 2.6 4.4 3.8 2.4 6.9 7.7 5.1

12 4.8 6.1 7.3 4.1 3.1 4.2 8.4 7.2 5.7 6.5 4.4 6.1 5.1 4.3 3.2 22 2.4 7.2

6 4.4 5.2 4.6 4.6 4.4 4.0 7.1 4.4 7.5 5.1 4.7 4.4 6.6 6.9 3.6 12 12 9.3

12 5.4 7.0 8.2 5.4 5.4 10 9.3 6.7 9.5 5.4 5.6 5.3 9.7 5.9 7.6 25 8.2 25

6 19 4 18 23 3 14 6 3 5 15 3 9 24 4 12 13 4 9

12 4 3 4 2 1 4 2 1 3 2 1 8 1 2 4 4 1 5

6 7.7 9.4 9.6 8.1 10.7 11.5 7.8 8.9 11.0 7.5 9.9 9.0 7.3 7.9 7.9 7.2 9.5 9.9

12 8.3 9.6 8.4 20.3 11.5 16.7 6.3 8.7 10.8 10.9 9.6 12.4 6.9 7.5 8.1 11.2 8.8 10.9

6 - - - ND ND ND - - - - - - ND ND ND - - -

12 - - - ND ND ND - - - - - - ND ND ND - - -

6 - - - 2.1 1.4 1.0 - - - - - - 2.2 1.9 2.6 - - -

12 - - - 5.8 3.0 5.7 - - - - - - 4.8 6.8 5.1 - - -

6 - - - 0.35 0.32 0.23 - - - - - - 0.35 0.42 0.26 - - -

12 - - - 0.66 0.31 0.97 - - - - - - 0.49 0.54 0.64 - - -

6 - - - 0.037 0.014 0.006 - - - - - - 0.046 0.025 0.028 - - -

12 - - - 0.014 0.019 0.022 - - - - - - 0.052 0.053 0.072 - - -

6 - - - NF NF NF - - - - - - NF NF NF - - -

12 - - - NF NF NF - - - - - - NF NF NF - - -

6 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上

12 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上

6 - - - 2.7 1.5 2.1 1.1 0.76 0.56 - - - 6.3 4.7 3.8 - - -

12 - - - 0.25 0.013 0.23 0.16 0.19 0.23 - - - 1.5 1.5 1.6 - - -

全亜鉛

n-ﾍｷｻﾝ抽

出物質

生
活
環
境
項
目

項目

DO

ｐH

流量

(m
3
/s)

新般若用水

五条川

天王橋（西成） 吉島橋（丹陽）

青木川

行人橋（丹陽）

瑞穂橋（浅井）

大江川日光川

田待橋（浅井） 萩原橋（萩原） 五六橋（丹陽）大和橋（神山）日光橋（宮西）

BOD

COD

SS

流量

(m3/s)

そ
の
他
項
目

項目

n-ﾍｷｻﾝ抽

出物質

全窒素

ﾌｪﾉｰﾙ類

生
活
環
境
項
目

透視度
　(度)

SS

BOD

全燐

全亜鉛

COD

透視度
　(度)

そ
の
他
項
目

ﾌｪﾉｰﾙ類

五千橋（千秋） 吉根橋（丹陽）森本大橋（丹陽）

ｐH

DO

全燐

全窒素

大江川

単位：mg/L(pH・透視度・流量を除く) 



河川

地点

年度 23 24 25 23 24 25 23 24 25 23 24 25 23 24 25 23 24 25

6 6.9 7.3 7.3 6.9 7.1 7.1 6.9 7.2 7.1 6.9 7.0 6.9 6.9 7.3 7.4 7.0 7.2 7.2

12 7.2 7.1 7.2 7.0 7.0 6.9 7.1 7.1 7.1 6.9 6.8 6.9 7.3 7.4 7.5 7.1 6.9 6.3

6 4.2 3.4 2.5 4.8 4.2 5.9 4.7 3.6 4.5 4.4 2.9 3.6 6.4 5.4 110 5.4 4.7 41

12 3.5 3.4 2.6 490 4.9 59 5.7 5.5 8.5 4.0 3.4 4.1 600 5.4 11 94 4.8 24

6 4.6 3.7 4.3 6.0 4.8 5.6 4.3 4.7 3.6 5.6 4.4 3.8 6.7 3.2 36 5.5 3.9 16

12 6.3 4.8 5.3 72 5.9 20 8.0 6.2 8.2 6.0 4.8 5.8 150 3.7 7.0 21 5.0 11

6 15 3 8 17 4 14 18 3 14 16 4 14 14 3 15 20 5 20

12 1 2 2 18 6 8 7 7 9 8 8 10 5 2 2 4 2 6

6 8.3 8.8 9.2 7.3 6.8 5.6 7.3 6.5 6.4 7.2 6.3 6.2 6.8 6.5 6.1 6.9 5.9 3.3

12 3.7 4.6 3.1 2.1 3.9 2.1 3.9 5.1 3.5 3.3 4.5 4.1 4.2 7.1 5.1 1.6 4.1 2.5

6 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上

12 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上

6 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

河川

地点

年度 23 24 25 23 24 25 23 24 25 23 24 25 23 24 25

6 7.3 7.9 8.0 7.0 7.1 7.1 6.9 7.2 7.3 6.8 7.0 6.8 6.6 6.8 6.7

12 7.9 7.7 7.9 7.5 7.2 7.6 7.9 7.2 7.6 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.9

6 15 6.7 13 3.7 2.6 2.8 3.8 3.1 2.8 2.4 2.4 1.5 2.9 3.0 2.5

12 22 7.8 21 5.6 5.4 9.8 5.8 3.3 3.1 3.6 3.1 3.9 4.7 4.9 3.2

6 18 24 21 5.5 4.4 4.0 5.9 5.8 4.0 4.1 4.9 5.8 5.1 4.5 5.6

12 48 26 65 5.4 4.8 8.5 7.2 4.3 8.0 4.0 3.8 4.6 6.2 5.9 3.6

6 9 4 12 18 4 9 21 6 17 24 12 12 9 6 13

12 1 3 8 2 3 5 2 1 4 39 7 13 11 6 10

6 5.8 9.2 9.5 7.9 7.2 6.9 7.5 6.8 8.1 8.3 6.8 7.5 5.4 6.0 5.3

12 6.9 7.0 8.1 12.3 9.3 13.3 12.8 9.0 11.9 7.1 7.3 4.2 3.0 4.1 6.3

6 - - - - - - - - - ND ND ND - - -

12 - - - - - - - - - ND ND ND - - -

6 - - - - - - - - - 1.1 0.9 0.7 - - -

12 - - - - - - - - - 3.3 3.2 1.5 - - -

6 - - - - - - - - - 0.20 0.28 0.26 - - -

12 - - - - - - - - - 0.57 0.33 0.54 - - -

6 - - - - - - - - - 0.028 0.012 0.006 - - -

12 - - - - - - - - - 0.027 0.017 0.012 - - -

6 - - - - - - - - - NF NF NF - - -

12 - - - - - - - - - NF NF NF - - -

6 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 29 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上

12 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 15 30以上 27 29 30以上 27

6 1.6 0.67 0.99 - - - - - - 2.3 0.75 0.48 0.31 0.21 0.25

12 0.26 0.32 0.35 - - - - - - 0.091 0.083 0.12 0.022 0.062 0.12

般若用水

オリザ下橋（北方）

北古川野府川

そ
の
他
項
目

項目

ｐH

ｐH

BOD

生
活
環
境
項
目

COD

DO

BOD

n-ﾍｷｻﾝ抽

出物質

ﾌｪﾉｰﾙ類

透視度
　(度)

流量

(m3/s)

SS

n-ﾍｷｻﾝ抽

出物質

頼朝橋（木曽川）

COD

SS

全亜鉛

江向橋（三条）内沼橋（開明）

DO

文化橋（木曽川）

全窒素

全燐

川田橋（木曽川）

領内川

上須橋（上祖父江）

千間堀川

外崎橋（丹陽）

縁葉川

小縁葉橋（丹陽）牛洗橋（西成）

光堂川

高木橋（萩原）

全燐

全亜鉛

そ
の
他
項
目

ﾌｪﾉｰﾙ類

透視度
　(度)

流量

(m
3
/s)

生
活
環
境
項
目

項目

全窒素

単位：mg/L(pH・透視度・流量を除く) 
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河川

地点

年度 23 24 25 23 24 25 23 24 25

6 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

12 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

6 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

12 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

6 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

12 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

6 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

12 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

6 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

12 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

6 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

12 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

6 - - - - - - - - -

12 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

6 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

12 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

6 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

12 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

6 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

12 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

6 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

12 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

6 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

12 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

6 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

12 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

6 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

12 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

6 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

12 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

6 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

12 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

6 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

12 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

6 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

12 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

6 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

12 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

6 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

12 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

6 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

12 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

6 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

12 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

6 0.14 0.12 0.09 0.15 0.12 0.13 0.14 0.18 0.13

12 0.18 0.09 NF 0.15 0.17 0.12 0.24 0.13 0.16

6 1.1 1.1 0.85 1.7 1.6 1.4 0.56 0.46 0.31

12 5.1 2.5 4.0 3.6 3.6 3.9 2.5 1.1 0.69

6 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.05 NF NF 0.04

12 0.05 0.04 0.07 0.06 0.06 0.08 0.03 0.03 0.07

6 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

12 NF NF NF NF NF NF NF NF NF
1,4-ジオキサン

ジクロロメタン

1,2-ジクロロエタン

1,1,2-トリクロロエタン

1,1-ジクロロエチレン

1,3-ジクロロプロペン

ベンゼン

セレン

ふっ素

硝酸・亜硝酸性窒素

シス-1,2-ジクロロエチレン

1,1,1-トリクロロエタン

四塩化炭素

カドミウム

全シアン

鉛

六価クロム

砒素

総水銀

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

アルキル水銀

健

康

項

目

ほう素

シマジン

チオベンカルブ

チウラム

高木橋（萩原）森本大橋（丹陽）

光堂川青木川大江川

行人橋（丹陽）

項目

単位：mg/L 
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※１ 「ＮＤ」とは定量限界未満をいい、各物質の値は下表のとおりである。 

　　　　 単位：mg/L

全シアン 0.1未満 n-ヘキサン抽出物質 0.5未満 アルキル水銀 0.0005未満

※２ 「ＮＦ」とは報告下限値未満をいい、各物質の値は下表のとおりである。 

単位：mg/L

ＳＳ 1未満 1,1-ジクロロエチレン 0.01未満 ベンゼン 0.001未満

0.001未満 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.004未満 セレン 0.002未満

カドミウム 0.0005未満 1,1,1-トリクロロエタン 0.1未満 硝酸・亜硝酸性窒素 0.02未満

鉛 0.005未満 1,1,2-トリクロロエタン 0.0006未満 ふっ素 0.08未満

六価クロム 0.01未満 トリクロロエチレン 0.002未満 ほう素 0.02未満

砒素 0.005未満 テトラクロロエチレン 0.0005未満 1,4-ジオキサン 0.005未満

総水銀 0.0005未満 1,3-ジクロロプロペン 0.0002未満 フェノール類 0.01未満

ジクロロメタン 0.002未満 チウラム 0.0006未満 銅 0.01未満

四塩化炭素 0.0002未満 シマジン 0.0003未満

1,2-ジクロロエタン 0.0004未満 チオベンカルブ 0.002未満

全亜鉛
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図７－１ 日光川・五条川水質経年変化(年平均値)
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環境基準 （ 10mg/L 以下）

２５
年
度

２４
年
度

２３
年
度

BOD
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図７－１ 日光川・五条川水質経年変化(年平均値) 
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図７－２ 河川水質測定地点 

1 北今橋（日光川） 2 板倉橋（日光川） 3 田待橋（日光川）

4 日光橋（日光川） 5 大和橋（日光川） 6 萩原橋（日光川）

7 五六橋（五条川） 8 瑞穂橋（大江川） 9 天王橋（大江川）

10 森本大橋（大江川） 11 五千橋（青木川） 12 吉根橋（青木川）

13 行人橋（青木川） 14 吉島橋（新般若用水） 15 文化橋（野府川）

16 川田橋（野府川） 17 内沼橋（野府川） 18 江向橋（野府川）

19 オリザ下橋（北古川） 20 頼朝橋（北古川） 21 牛洗橋（般若用水）

22 小縁葉橋（縁葉川） 23 外崎橋（千間堀川） 24 高木橋（光堂川）

25 上須橋（領内川）
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（２）地下水質測定 

地下水質測定計画に基づいて、地下水の水質汚濁の常時監視を行い、環境基準項

目等について測定を実施した。 

測定結果は、表７－５、表７－６のとおりであり、いずれの項目も基準を満足し

ていた。 

表７－５ 地下水質測定結果(メッシュ調査) 

（注）その他とは水道水源、一般飲用、生活用、工業用以外の用途を指す。 

　　　　設置場所 明地字社宮地

　　　　使用用途 その他（注）

　　　　不圧／被圧帯水層の別 不明

　　　　採水年月日 平成25年8月8日

カドミウム (mg/L) <0.0005

全シアン 検出されず

鉛 (mg/L) <0.005

六価クロム (mg/L) <0.01

砒素 (mg/L) <0.005

総水銀 (mg/L) <0.0005

ＰＣＢ 検出されず

ジクロロメタン (mg/L) <0.002

四塩化炭素 (mg/L) <0.0002

塩化ビニルモノマー (mg/L) <0.0002

1,2-ジクロロエタン (mg/L) <0.0004

1,1-ジクロロエチレン (mg/L) <0.01

1,2-ジクロロエチレン (mg/L) <0.004

1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) <0.0005

1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) <0.0006

トリクロロエチレン (mg/L) <0.002

テトラクロロエチレン (mg/L) <0.0005

1,3-ジクロロプロペン (mg/L) <0.0002

チウラム (mg/L) <0.0006

シマジン (mg/L) <0.0003

チオベンカルブ (mg/L) <0.002

ベンゼン (mg/L) <0.001

セレン (mg/L) <0.002

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) <0.1

ふっ素 (mg/L) 0.12

ほう素 (mg/L) <0.02

1,4-ジオキサン (mg/L) <0.005

気温 （℃） 31

水温 （℃） 17

外観 無色透明

臭気 無し

pH 7.8

電気伝導率 (mS/m) 10

そ
の
他
項
目

測

定

項

目

環

境

基

準

項

目
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表
７
－
６
 
地
下
水
質
測
定
結
果
(定
期
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
) 

　
　

　
　

設
置

場
所

小
信

中
島

字
南

平
口

起
字

与
三

ケ
巻

東
五

城
字

備
前

三
条

字
野

間

　
　

　
　

使
用

用
途

生
活

用
水

工
業

用
水

生
活

用
水

生
活

用
水

　
　

　
　

不
圧

／
被

圧
帯

水
層

の
別

不
明

不
明

不
明

不
明

　
　

　
　

採
水

年
月

日
平

成
2
5
年

9
月

1
1
日

平
成

2
5
年

9
月

1
1
日

平
成

2
5
年

9
月

1
1
日

平
成

2
5
年

9
月

1
1
日

1
,
1
-
ジ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
(
m
g
/
L
)

<
0
.
0
1

<
0
.
0
1

<
0
.
0
1

<
0
.
0
1

1
,
2
-
ジ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
(
m
g
/
L
)

<
0
.
0
0
4

<
0
.
0
0
4

<
0
.
0
0
4

<
0
.
0
0
4

ト
リ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
(
m
g
/
L
)

<
0
.
0
0
2

<
0
.
0
0
2

<
0
.
0
0
2

<
0
.
0
0
2

テ
ト

ラ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

(
m
g
/
L
)

<
0
.
0
0
0
5

<
0
.
0
0
0
5

<
0
.
0
0
0
5

<
0
.
0
0
0
5

水
温

（
℃

）
1
7

1
9

2
2

1
7

p
H

7
.
0

7
.
0

7
.
9

7
.
2

電
気

伝
導

率
(
m
S
/
m
)

1
3

4
7

1
2

3
6

　
　

　
　

設
置

場
所

今
伊

勢
町

新
神

戸
字

乾
今

伊
勢

町
本

神
戸

字
立

切
今

伊
勢

町
本

神
戸

字
宮

山
今

伊
勢

町
本

神
戸

字
河

原

　
　

　
　

使
用

用
途

そ
の

他
（

注
）

生
活

用
水

生
活

用
水

水
道

水
源

　
　

　
　

不
圧

／
被

圧
帯

水
層

の
別

不
明

不
明

不
明

不
明

　
　

　
　

採
水

年
月

日
平

成
2
5
年

9
月

1
1
日

平
成

2
5
年

9
月

1
1
日

平
成

2
5
年

9
月

1
1
日

平
成

2
5
年

9
月

1
1
日

1
,
1
-
ジ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
(
m
g
/
L
)

<
0
.
0
1
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。
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（３）河川底質測定 

河川の水質汚濁の現況把握として、川底に堆積された泥に含まれる物質について

も監視する必要があり、表７－７のとおり一般項目、健康項目等について測定を実

施した。 

このうち、総水銀については「水銀を含む底質の暫定除去基準」に定められた基

準（25ppm 以上）を超えていなかった。 

表７－７ 河川底質測定結果

平成23年10月 平成24年10月 平成25年10月

含 水 率 ( ％ ) 25.8 26.7 25.6

強 熱減 量(％) 1.6 1.1 1.4

硫 化 物 (mg/g) 0.008 0.013 0.012

過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ
消費量(mg/g)

2.0 1.9 1.9

総水 銀(mg/kg) 0.008 0.018 0.035

砒 素 (mg/kg) 3.5 5.9 3.8

カドミウム(mg/kg) 0.11 0.04 0.05

六価クロム(mg/kg) 0.5未満 0.5未満 0.5未満

全 シ ア ン
(mg/kg)

1未満 1未満 1未満

全 窒 素 (mg/g) 0.23 0.22 0.26

全 燐 (mg/g) 0.78 0.90 0.85

測 定 年 月

河川の中央、右岸、左岸の各地点で１回採取
し、混合して試料分析を実施した。

大 和 橋 ( 日 光 川 )

一
般
項
目

健
康
項
目

特
殊
項
目

測 定 地 点

測 定 方 法

測 定 結 果



（４）生活排水対策 

川や海などの水の汚れは、かつては産業排水が主な原因であったが、工場などに

対する規制が強化され、排水処理対策の進んだ今日では、生活排水が汚れの大きな

要因となっている。その対策として、市民一人ひとりの理解と協力が不可欠である

ことから、地域住民による実践活動を計画的に、広域的に進めていくことが必要で

ある。 

そこで、平成 3 年度から一宮市生活排水クリーン推進員を設置し、地域住民に対

して啓発活動を実施するとともに、リーフレットや水切りネット等啓発資材の配布

を行ったりして、市民に生活排水対策への協力を呼び掛けている。 

平成 26 年 1 月 25 日・26 日に、尾張一宮駅前ビルにおいて開催された消費生活フ

ェアに参加し、パネル展示や、生活排水対策用品を配布するなど、生活排水対策の

必要性を市民に訴えた。 
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８．悪   臭 

概  況 

臭気が悪臭苦情となって現れる要因は、その臭気の感知回数と継続時間が引きがねと 

なり、臭気強度の変化や人間の感情という内的条件、時には利害などが関与して表面化

する場合が多い。 

そして、一度表面化すると解決するまでに長時間を要し、防止対策に苦慮するものが 

多い。 

昭和 40 年代に環境汚染が社会の重大な関心を呼び、悪臭も生活環境阻害の因子として

受止められた。このため、悪臭防止法が公布（昭和 46 年 6 月 1 日）され、特定悪臭物質

の濃度にもとづく規制、発生源に対する防除技術の開発も行われている。しかし、悪臭

はほとんどが低濃度の物質の複合臭気であり、悪臭物質の 90％以上を除去しても人の感

覚では無臭とならず、完全な対策となると困難な面もある。 

悪臭の規制方法としては、特定悪臭物質の濃度を規制する方法（物質濃度規制）と人

の嗅覚を用いて悪臭の程度を数値化する方法（臭気指数規制）が定められている。一宮

市では、これまで物質濃度規制を用いていたが、平成 25 年 4 月 1 日より臭気指数規制に

変更した。臭気指数規制は、人の嗅覚を用いて悪臭を測定するため、住民の悪臭に対す

る被害感覚と一致しやすい規制といえる。 

本市における平成 25 年度の悪臭苦情は 45 件であり、発生源の内訳は製造業 8 件、建 

設業 4 件、飲食店、宿泊業 3 件などであった。 

県条例に基づく本市における業種別届出状況は、表８－１のとおりである。
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表８－１ 悪臭関係工場等届出状況

  　　　　　　　　　　　年　　　度

　悪 臭 関 係 業 種

3 2 2

2 2 2

5 3 2

4 4 3

1 2 2

2 2 2

5 5 5

3 2 2

25 22 20計

ゴム製品製造業（加硫施設を有するものに限る。）

し尿処理場

ごみ処理場

終末処理場

豚房施設（豚房の総面積が50㎡未満を除く。）

牛房施設（牛房の総面積が200㎡未満を除く。）

鶏を3,000羽以上飼育するもの

飼料又は有機質肥料の製造業（乾燥施設を有するものに限る。）

平成25年度平成23年度 平成24年度

表８－２ 悪臭関係業種 

１．畜産農業のうち次に掲げるもの

　イ　豚房施設（豚房の総面積が50平方メートル未満のものを除く。）を有するもの

　ロ　牛房施設（牛房の総面積が200平方メートル未満のものを除く。）を有するもの

　ハ　鶏を3,000羽以上飼育するもの

　ニ　うずらを20,000羽以上飼育するもの

２．飼料又は有機質肥料の製造業（乾燥施設を有するものに限る。）

３．コーンスターチ製造業

４．レーヨン製造業（紡糸施設を有するものに限る。）

５．クラフトパルプ製造業

６．セロファン製造業（製膜施設を有するものに限る。）

７．ゴム製品製造業（加硫施設を有するものに限る。）

８．石油化学工業（カプロラクタムの製造施設を有するものに限る。）

９．石油精製業

10．製鉄業（溶鉱炉を有するものに限る。）

11．鋳物製造業（シェルモールド法によるものに限る。）

12．化製場（化製場等に関する法律（昭和23年法律第140号）第１条第２項の化製場を

　いう。）

13．し尿処理場（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第８条

　第１項の規定による許可又は第９条の３第１項の規定による届出がなされたし尿処理

　施設（浄化槽法（昭和58年法律第43号）第２条第１号に規定する浄化槽を除く。）を

　有するものに限る。）

14．ごみ処理場（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条第１項の規定による許可

　又は第９条の３第１項の規定による届出がなされたごみ処理施設を有するものに限る。）

15．終末処理場（下水道法（昭和33年法律第79号）第２条第６号の終末処理場をいう。）

(単位：件) 







９．土 壌 汚 染 

概  況 

土壌汚染は、大気汚染や水質汚濁等と異なり、発生源を断てば汚染が解消する汚染で 

はなく、一旦汚染されると除去しない限り、その影響が長期にわたり持続する蓄積性の

汚染といわれている。 

そのため、土壌汚染の状況を把握して、人への健康被害を防止するために対策を行う

ことにより、人の健康を保護する目的とする土壌汚染対策法が平成 14 年 5 月に制定され、

平成 15 年 2 月 15 日から施行された。この法律では、揮発性有機化合物、重金属、農薬

等の 25 物質を特定有害物質と定め、これらを取り扱っていた工場を廃止する場合や、工

場跡地などで土壌汚染のおそれが高く人の健康へ被害を及ぼすおそれのある場合には、

土地の所有者等がその汚染の状況を調査することになる。この調査で土に含まれている

特定有害物質が基準を超えていることがわかった場合は、本市がその土地を要措置区域

又は形質変更時要届出区域に指定する。指定された区域では、汚染原因者（汚染原因者

などが不明の場合は土地所有者）が汚染された土をきれいな土で覆ったり、封じ込めた

り、浄化するなどの対策をとる必要がある。 

 また、平成 21 年 4 月に公布された土壌汚染対策法の改正により汚染土壌の適正管理の

観点から、汚染土壌の処理を業として行う者は、許可が必要となった。 

県条例においても土壌・地下水汚染の未然防止から、調査義務、汚染土壌の拡散防止 

や土地改変時の義務について規定されている。 

本市における土壌汚染対策法、県条例の届出状況は、表９－１と表９－２のとおりで、 

平成 25 年度に指定された区域は無く、指定解除された区域は 3 件となっている。 
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表９－１ 土壌汚染対策法に係る届出状況 （単位：件） 

項       目 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

法第 3 条第 1 項     

有害物質使用特定施設の廃止 3 5 4 

土壌汚染状況調査の結果報告 3 5 3 

土壌汚染状況調査の調査実施中 2 0 0 

法第 3 条第 1 項ただし書き 

土壌汚染状況調査の調査猶予 1 6 3 

土壌汚染状況調査の調査猶予取消 0 1 1 

土壌汚染状況調査の調査猶予の手続中 1 0 0 

法第 4 条※1

一定の規模以上の土地の形質の変更 14 5 11 

土壌汚染状況調査の調査命令 0 0 0 

法第 5 条※2

土壌汚染状況調査の調査命令 0 0 0 

法第 6 条※1

要措置区域の指定 0 1 0 

要措置区域の指定解除 0 1 1 

法第 11 条※1

形質変更時要届出区域の指定※3 0 0 0 

形質変更時要届出区域の指定解除 0 0 2 

※１ 法改正(平成 22 年 4 月 1 日施行)により新たに追加された条項 
※２ 旧法の法第 4 条と同じ 
※３ 旧法第 5 条の規定により指定されている土地は形質変更時要届出区域と 

みなす 

表９－２ 県民の生活環境の保全等に関する条例に係る届出状況     （単位：件）

項       目 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

条例第 39 条※1

土壌汚染等調査の結果報告 1 2 2 

条例第 39 条の 2※2

過去の有害物質取扱事業所の設置状況調査 
結果 

14 5 11 

土壌汚染等調査の結果報告 1 1 0 

条例第 40 条 

汚染拡散防止の応急措置等 0 0 1 

条例第 45 条※1

土壌又は地下水の汚染の状況等報告 0 0 0 

※１ 条例改正(平成 22 年 10 月 1 日施行)により新たに追加された条項 
※２ 旧条例の条例第 42 条と同じ 
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１０．地 盤 沈 下 

概  況 

 地盤沈下とは、地表面が徐々に低下していく現象のことであり、沈下地域が非常に広

く、進行が人体に感知できない程度であることが特徴である。 

 この原因については、古くから調査研究がなされており、一般には地下水の過剰揚水

が主因とされ、地下水の過剰揚水→地下水位の低下→地層の圧密収縮→地盤沈下という

理論が定説となっている。 

 地盤沈下により、多くの地域で建造物、治水施設、港湾施設、農地及び農業用施設に 

被害が生じている。さらに、地形、地質、土地利用等の状況の差異によって、また地域 

によって沈下の程度及び被害の状況が大きく異なるという極めて地域的特性の強い公害 

となっている。 

 愛知県では、地盤沈下に対処するため、表 10－１のとおり昭和 49 年から県条例により 

地下水揚水規制を実施し、本市も昭和 51 年より規制対象地域となった。さらに、規制対 

象用途のうち工業用については、昭和 59 年 7 月から工業用水法による地下水揚水規制が 

実施された。 

 また、地下水位の変動と地盤の変動は相関関係にあるといわれ、地盤沈下の予測手段 

として地下水位の把握が重要である。表 10－３は、平成 25 年度の地下水位の測定結果 

である。 

 本市における地盤沈下状況は、表 10－４のとおりである。 
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表１０－１ 地下水揚水規制 

適用業種

・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・

適用 業種

・・・・・・・・

・・・・・・・・

県民の生活環境の保全等に関する条例

S４９．９．３０  揚水規制

S５１．４．１　  地域拡大
経　　　　　　　　　過

吐 出 口 の 断 面 積

規制内容

一般家庭用を除く全用途

規　　制　　地　　域

  （工業用水法の指定
   地域を除く）

第１規制区域　　（稲沢市以南）

第２　　〃　　　 　（一宮市等）

第３　　〃　　　 　（春日井市等）

既 設 の
経過措置

１０ｍ以浅であること

１９ｃ㎡以下であること

吐出口の断面積１９ｃ㎡をこえるものは、水量測定器設置、揚水量報告義務そ　　　の　　　他

工業用水法（昭和３１年法律第１４６号）

一 日 の 総 揚 水 量 ３５０ 以下であること

揚水設備の
許可基準

みなし許可。ただし、１日当たり350 をこえるもので工業用、建築物用、温泉
用、鉱業用、工業用水道事業用は、第１規制区域ではS５１．１．１以後、第２
規制区域ではS５２．４．１以後総揚水量を２０％削減

ス ト レ ー ナ ー の 位 置

原 動 機 の 定 格 出 力 ２．２ｋＷ以下であること

規　制　地　域

井 戸 の
許可基準

規制内容 ス ト レ ー ナ ー の 位 置 10ｍ以浅又は2,000ｍ以深であること

吐 出 口 の 断 面 積 19ｃ㎡以下であること

工業用途

S５９．７．５  地域指定

名古屋市の一部及び尾張西部11市町村（一宮市含む）

経　　　　　　過

表１０－２ 井戸・揚水設備の届出状況    

工 場 等

64

揚 水 設 備

606

工 場 等

348

工 業 用 水 法

区　　　　分

許可工場・設備数

井 戸

79

県 民 の 生 活 環 境 の
保全等に関す る 条例

（愛知県環境部資料） 

平成 26 年 3 月 31 日現在 
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表１０－３ 地下水位測定結果 

4月 5月

A1801 176 ～ 196 11.04 6.04 5.96

A1802 76 ～ 96 11.05 5.98 5.90

A1803 28 ～ 38 11.04 2.78 2.64

A1201 184 ～ 194 7.01 4.45 4.43

A1202 135 ～ 155 7.01 5.29 5.42

A1203 28 ～ 38 7.00 4.65 4.47

A1601 125 ～ 147 8.83 4.59 4.83

A1602 78 ～ 88 8.83 4.62 4.85

203001 一宮市千秋町穂積塚本字宮西２２３番 千秋北部水源地
29
51
～
～
45
62

12.60 4.99 4.34

203003 一宮市浅井町尾関字長田３番1 尾関水源所
72
110

～
～
84
126

13.19 7.47 7.33

203009 一宮市浅井町極楽寺字池６２４番 極楽寺水源所３号
114
147

～
～
126
153

14.50 7.98 7.92

203010 一宮市島村字西山１０５番４ 葉栗南部水源地
55
78
～
～
69
83

11.07 4.79 4.30

203011 一宮市佐千原字椿１９番１ 佐千原浄水場１号
41
56
～
～
47
67

11.33 6.72 6.19

203012 一宮市本町２丁目５番１ 一宮市役所本庁舎 113 ～ 135 9.10 6.60 6.61

203017 一宮市大和町馬引字郷未申２２３６番１ 馬引簡易水道水源 167 ～ 178 8.40 4.90 4.90

203018 一宮市住吉１丁目３番６ 西部水源地
186
213

～
～
192
259

10.62 9.33 9.21

203019 一宮市大和町戸塚字西浦１０９番２ 大和南部水源地
83
122

～
～
91
130

5.34 4.37 4.21

203022 一宮市せんい３丁目１番１ 丹陽西部水源地 111 ～ 126 9.10 6.06 6.07

203042 一宮市浅井町西浅井字郷裏２０番 浅井南部水源地 58 ～ 85 11.52 4.78 4.44

203230 一宮市萩原町花井方字宮前通８５５番１ 萩原西部水源地
147
187
206

～
～
～

161
195
230

5.67 3.65 3.51

218001 一宮市開明字西屋敷３８番 開明水源地 137 ～ 154 6.17 3.97 3.92

218002 一宮市東五城字若宮７番１ 起水源地
140
162

～
～
146
178

6.75 3.67 3.87

218004 一宮市冨田字渡所１１８番１ 旧通産省観測井戸
292
343

～
～
304
352

6.80 4.13 4.08

218006 一宮市上祖父江字江北１１６番 旧本郷西水源 116 ～ 129 4.20 2.26 2.37

218053 一宮市萩原町西御堂字虫祭２番 西御堂水源地
145
182

～
～
154
189

3.99 - -

381001 一宮市木曽川町黒田字北野黒１６５番 木曽川市民病院 32 ～ 40 9.80 4.74 4.88

381023 一宮市光明寺字番場１８番 葉栗北部水源地
40
57
～
～
48
68

9.97 - -

一宮市千秋町浮野字西望戸６番１

一宮市三条字芦山１０番１

一宮市木曽川町里小牧字南青木３９番

一宮地盤沈下観測所

尾西地盤沈下観測所

木曽川地盤沈下観測所

ストレーナー
位　置（ｍ）

固定点
標高(m)

観測所
記号

所　　　在　　　地 観測所名



6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 変動幅

5.84 5.77 5.57 5.36 5.71 5.65 5.80 5.91 5.96 5.90 5.79 0.68

5.77 5.72 5.51 5.27 5.66 5.59 5.75 5.86 5.90 5.82 5.73 0.71

2.26 2.22 2.15 1.83 2.71 2.57 2.75 2.86 2.60 2.81 2.52 1.03

4.56 4.39 4.19 4.07 4.20 4.15 4.23 4.31 4.39 4.41 4.32 0.49

5.49 5.38 4.92 4.97 5.06 5.07 5.11 5.08 5.15 5.61 5.21 0.69

4.31 4.11 4.17 3.63 4.42 4.37 4.57 4.62 4.54 4.55 4.37 1.02

5.17 4.89 4.55 4.05 4.43 4.46 4.40 4.49 4.48 4.60 4.58 1.12

5.20 4.91 4.58 4.08 4.46 4.49 4.43 4.51 4.51 4.62 4.61 1.12

4.26 4.06 3.89 3.64 3.95 3.80 4.20 4.23 4.38 4.34 4.17 1.35

7.36 7.19 6.48 6.14 6.71 6.52 6.81 6.94 7.06 7.13 6.93 1.33

8.01 7.74 7.66 7.52 7.72 7.85 8.06 8.17 8.37 8.52 7.96 1.00

4.17 3.99 3.52 3.03 3.73 3.62 3.92 4.09 4.19 4.13 3.96 1.76

6.15 5.96 5.63 5.29 5.82 5.59 6.10 6.20 6.17 6.28 6.01 1.43

6.63 6.55 6.27 6.15 6.36 6.29 6.37 6.46 6.53 6.53 6.45 0.48

5.00 4.60 4.40 4.60 4.60 4.60 4.60 4.80 4.70 4.90 4.72 0.60

9.15 9.11 8.84 8.64 8.80 8.84 8.81 8.72 8.74 8.83 8.92 0.69

4.36 4.26 4.16 3.97 4.06 3.78 4.01 3.98 4.19 4.29 4.14 0.59

6.11 6.15 6.18 6.08 6.08 6.03 5.82 5.79 5.78 6.01 6.01 0.40

4.14 3.78 3.48 3.13 3.79 3.70 3.90 4.21 4.35 4.27 4.00 1.65

3.73 3.80 3.58 3.41 3.34 3.45 3.49 3.34 3.51 3.50 3.53 0.46

4.20 3.98 3.62 3.74 3.61 3.64 3.75 3.57 3.65 3.90 3.80 0.63

4.13 3.93 3.85 3.58 3.70 3.53 3.63 3.70 3.64 3.78 3.75 0.60

4.19 4.08 3.94 3.83 3.95 3.83 3.93 3.98 4.07 4.07 4.01 0.36

2.82 2.61 2.45 2.17 2.19 2.16 2.10 2.13 2.25 2.28 2.32 0.72

- - - - - - - 3.73 3.81 3.89 3.81 0.16

5.10 4.82 4.50 3.98 4.49 4.50 4.50 4.61 4.61 4.70 4.62 1.12

- - - - - - - 4.05 3.95 3.91 3.97 0.14

地下水位（静水位）　         　　　〔単位：ｍ〕
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表１０－４ 一宮市における地盤沈下状況 

平成24年標高 平成25年標高 年間変動量 平成25年累積

（m） （m） （cm） （cm）

1 A47 愛知県 中島通5丁目86-1地先 昭和38年 9.6265 9.6224 -0.41 -4.94

2 A49 愛知県 島村字岩畑55-1地先 昭和38年 11.1261 11.1219 -0.42 -5.56

3 A102 愛知県 今伊勢町馬寄字六地蔵46-1 昭和46年 8.1702 8.1675 -0.27 -5.66

4 A103 愛知県 木曽川町黒田九ノ通り51 昭和46年 8.9032 8.8995 -0.37 -8.67

5 A104 愛知県 浅井町東浅井 昭和46年
平成24年

移設
平成24年

移設
平成24年

移設
平成24年

移設

6 A105 愛知県 千秋町町屋字端畑 昭和46年 11.6756 11.6706 -0.50 -3.66

7 A110 愛知県 萩原町萩原字河原崎1544 昭和46年 4.7465 4.7431 -0.34 -7.68

8 A111 愛知県 木曽川町玉ノ井字寺東27-1 昭和46年 7.4923 7.4882 -0.41 -10.55

9 A114 愛知県 大和町苅安賀字川田46-2 昭和46年 6.0011 6.0001 -0.10 -9.13

10 A281 愛知県 木曽川町玉ノ井字穴太部 昭和47年 7.5735 7.5690 -0.45 -9.05

11 A282 愛知県 小信中島字南平口96-2 昭和47年 6.1034 6.0990 -0.44 -6.48

12 A283 愛知県 三条字宮西12-1 昭和47年 5.2698 5.2671 -0.27 -5.73

13 A284 愛知県 西萩原字中道26 昭和47年 5.6984 5.6944 -0.40 -5.58

14 A285 愛知県 明地字江端23 昭和47年 4.0853 4.0813 -0.40 -3.25

15 A286 愛知県 上祖父江字道福辺30-1 昭和47年 4.0430 4.0400 -0.30 -5.00

16 A289 愛知県 花池2丁目9番 昭和47年 7.1868 7.1844 -0.24 -3.43

17 A290 愛知県 大和町南高井字宮腰751 昭和47年 4.4933 4.4926 -0.07 -7.00

18 A303 愛知県 春明字裏山15 昭和50年 12.9456 12.9417 -0.39 -2.60

19 A367 愛知県 三条字芦山10-1 昭和53年 5.5709 5.5657 -0.52 -7.13

20 A369 愛知県 木曽川町里小牧字北青木25 昭和54年 8.2682 8.2636 -0.46 -5.59

21 A373(BM5) 愛知県 木曽川町里小牧字新田207 昭和51年 9.0855 9.0811 -0.44 -10.40

22 A408 愛知県 浅井町黒岩字石刀塚46地先 昭和62年 16.5576 16.5540 -0.36 -2.28

23
一宮市気象
水象観測所

愛知県 高田字郷廻り59-2 昭和52年 10.2539 10.2499 -0.40 -3.76

24 木庄流11 愛知県 木曽川町外割田字西郷東63 昭和51年 7.5557 7.5523 -0.34 -4.44

25 180-1 国土地理院 牛野通3丁目25-2 昭和36年 7.9577 7.9570 -0.07 -16.31

26 181 国土地理院 本町1丁目3番 昭和36年 8.6915 8.6904 -0.11 -5.76

27 181-1 国土地理院 今伊勢町新神戸字新開915 昭和38年 8.0328 8.0305 -0.23 -7.35

28 182 国土地理院 木曽川町黒田四ノ通り65地先 昭和38年 7.7721 7.7697 -0.24 -7.74

№
水 準 点
番 号

管 理
機 関

所 在 地 累積開始年
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平成24年標高 平成25年標高 年間変動量 平成25年累積

（m） （m） （cm） （cm）

29 182-1 国土地理院 木曽川町黒田字西針口北切10 昭和38年
平成24年

移設
平成24年

移設
平成24年

移設
平成24年

移設

30 182-2 国土地理院 北方町北方字倉骨16地先 昭和38年 16.0037 15.9964 -0.73 -15.75

31 1035 国土地理院 開明字東沼48-1 昭和38年 5.8575 5.8527 -0.48 -15.49

32 1036 国土地理院 三条字古川44-1 昭和38年 5.3981 5.3942 -0.39 -19.16

33 3411 国土地理院 笹野字宮西北 昭和49年 11.7220 11.7181 -0.39 -3.84

34 4377 国土地理院 千秋町加納馬場字清水17地先 昭和46年
平成24年

移設
平成24年

移設
平成24年

移設
平成24年

移設

35 4391 国土地理院 春明字河戸 昭和46年 13.7671 13.7629 -0.42 -17.89

36 4411 国土地理院 大和町苅安賀2224 昭和47年 5.8836 5.8802 -0.34 -1.72

37 4687 国土地理院 小信中島字郷南3121-1 昭和47年 5.8581 5.8545 -0.36 -5.07

38 上流KL5
中部地方
整備局

東加賀井字江西 昭和48年 12.4474 12.4421 -0.53 -14.23

39 上流KL6
中部地方
整備局

祐久字東川田 昭和48年 8.5616 8.5567 -0.49 -5.90

40 上流KL7
中部地方
整備局

冨田字砂入 昭和48年 15.1232 15.1178 -0.54 -6.61

41 上流KL8
中部地方
整備局

冨田字上町 昭和48年 13.9699 13.9641 -0.58 -10.72

42 上流KL24
中部地方
整備局

光明寺字石原 昭和48年 16.4397 16.4333 -0.64 -7.37

43 上流KL25
中部地方
整備局

浅井町極楽寺 昭和48年 17.0655 17.0610 -0.45 -9.83

44 上流KL26
中部地方
整備局

浅井町極楽寺 昭和48年 19.1539 19.1493 -0.46 -7.18

45 上流KL27
中部地方
整備局

浅井町大野 昭和48年 19.1198 19.1155 -0.43 -6.93

累積開始年№
水 準 点
番 号

設 置
機 関

所 在 地

(東海三県地盤沈下調査会 提供) 

※移設した水準点については、移設後３年間は評価対象外としています。 
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１１．ダイオキシン類 

概  況 

 ダイオキシン類による環境汚染の防止及びその除去等を図るため、「ダイオキシン類対 

策特別措置法」が平成 11 年 7 月に制定、平成 12 年 1 月に施行された。 

 この法律は、ダイオキシン類に関する施策の基本となる基準、排出ガス及び排出水に 

関する規制、廃棄物処理に関する規制、汚染状況の調査等を定めている。この法律によ 

り、ダイオキシン類を発生し大気中に排出する施設やダイオキシン類を含む汚水又は廃 

液を排出する施設として特定施設が定められ、特定施設を設置している者又は設置しよ 

うとしている者は届出が義務づけられた。 

平成 26 年 3 月 31 日現在の届出数は次のとおりであり、内容については、表 11－１の

とおりである。 

   大気関係特定施設  11 事業所 15 施設 

   水質関係特定施設   7 事業所  9 施設 

表１１－１ ダイオキシン類対策特別措置法対象施設の届出状況 

平成 26 年 3 月 31 日現在 

施  設  名 事業所数 施設数 

大
気

5. 廃棄物焼却炉 15 

計 11 15 

水
質

15. 廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設等 7 

18. 水質基準対象施設からの汚水等を処理する下水道 

終末処理施設 

2 

計 7 9 

（愛知県環境部資料） 
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（１）水環境調査 

   表 11－２は、平成 25 年度の水環境（公共用水域・水質）におけるダイオキシン類

調査結果である。 

これによると日光川北今橋でダイオキシン類の年平均値は、0.66pg‐TEQ/ であり、

環境基準（1pg-TEQ/ ：年平均値）を達成した。 

   表 11－３は、平成 25 年度の水環境（公共用水域・底質）におけるダイオキシン類

調査結果である。 

これによると日光川北今橋でダイオキシン類は、2.3pg-TEQ/g であり、環境基準

（150pg-TEQ/g）を達成した。 

表１１－２ 水環境（公共用水域・水質）におけるダイオキシン類調査結果 

調査地点 調査結果 

（pg-TEQ/ ） 
調査年月日 

環境基準 

（pg-TEQ/ ） 河川名 地点名 

日光川 北今橋 0.66 

1.2 平成 25 年 9 月 12 日 

1 

0.11 平成 26 年 1 月 16 日 

※調査結果は年平均値に併せて右に各測定結果を記載した。   （愛知県環境部資料）

表１１－３ 水環境（公共用水域・底質）におけるダイオキシン類調査結果 

調査地点 調査結果 

（pg-TEQ/g） 
調査年月日 

環境基準 

（pg-TEQ/g） 
河川名 地点名 

日光川 北今橋 2.3 平成 25 年 9 月 12 日 150 

（愛知県環境部資料） 
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１２．地球温暖化対策 

概  況 

地球温暖化とは、温室効果ガス（二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素など）の大気中 

の濃度が高まることにより、大気中や地表にとどまる熱が多くなり、地表面の温度が上

昇する現象である。地球温暖化が進行すると、海面上昇に伴う陸域の減少、豪雨や干ば

つなどの異常現象の増加、生態系への影響や砂漠化の進行等の悪影響をもたらしている。 

この地球規模の問題に対し、1992 年 5 月に国連気候変動枠組条約が採択され、同年 

6 月の国連環境開発会議(地球サミット)では、日本を含む 155 カ国が署名を行い、1994

年に発効した。 

 1997 年 12 月に京都市において開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議（COP3） 

では、将来の地球温暖化防止について先進国における温室効果ガスの排出削減目標など 

を定めた法的拘束力をもつ「京都議定書」が採択され、日本は「2008 年から 2012 年まで 

の期間中に 1990 年の水準より 6％削減する」ことを世界に約束している。 

 それを受け、国は 1998 年 10 月に国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれの責 

務と取組を定めた「地球温暖化対策の推進に関する法律（地球温暖化対策推進法）」を公 

布し、1999 年 4 月に全面施行した。現在、気候変動枠組条約締約国会議（COP）では、2013

年 3 月 31 日に第一約束期間が終了した京都議定書に代わる 2020 年以降の新たな枠組み

づくりに向けた議論を行っている。 

（１）エコアクション一宮 

   一宮市では、地球温暖化対策推進法第 20 条の 3 に基づき、自らが率先して事務事

業を見直し、地球温暖化の原因となる温室効果ガス排出の削減を行うことを目的と

した、地球温暖化対策実行計画「エコアクション一宮」を策定し、平成 13 年 4 月よ

り実施している。現在は平成 23 年度から平成 27 年度を対象期間とする「第 3 次エ

コアクション一宮」に取り組んでいる。 

「第 3 次エコアクション一宮」では、平成 27 年度までに温室効果ガスの排出量を

平成 17 年度実績より 15％削減することを目標としている。公の施設を除く各庁舎等

市の関連施設を対象とし、具体的な取り組みとして、電気、ガス、水道使用量の削

減を目標にした「一宮エコオフィス運動」、環境負荷の少ない製品の購入等を勧める

「一宮グリーン購入推進運動」、経済運転等を勧める「一宮エコドライブ運動」、夏

期期間中にノ－ネクタイを励行する「さわやかエコスタイルキャンペーン」などを

実施している。 

また、毎月第 2 水曜日を「ノーカーデー」と定め、車通勤の職員等に対し、徒歩、

自転車、公共交通機関で通勤することを呼びかけている。 
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①温室効果ガスの排出状況 

    平成 25 年度中の市関連施設における温室効果ガスの排出量は、約 105,076.7ｔ

（二酸化炭素換算値）、基準年度比 12.4％減少した。そのうち二酸化炭素は、     

約 101,102.2ｔ、全体の 96.2％を占めている。資源やエネルギー使用量は、       

表 12－１及び表 12－２のとおりであった。 

表１２－１ 資源及びエネルギーの使用状況

項  目 （単位） 基準年度（H17） 平成 25 年度 
基準年度比 

増減(％) 

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量

電気 （ｋＷｈ） 65,834,711 63,708,568 △ 3.2 

ガソリン （ ） 240,854 225,797 △ 6.3 

灯油 （ ） 439,709 172,227 △ 60.8 

軽油 （ ） 174,899 141,389 △ 19.2 

Ａ重油 （ ） 1,523,731 982,648 △ 35.5 

液化石油ガス（ＬＰＧ） （ｋｇ） 81,260 83,835 3.2 

液化天然ガス（ＬＮＧ） （ｋｇ） 2,838 5,590 97.0 

都市ガス （ ） 4,113,578 3,506,983 △ 14.7 

廃プラスチック類 （ｔ） 23,756 20,111 △ 15.3

水道水使用量 （ ） 1,294,218 1,180,380 △ 8.8 

コピー用紙 （枚） 13,263,065 18,879,501 42.3 

表１２－２ 温室効果ガス排出状況 （トンＣＯ２）

温室効果ガスの種類 基準年度（H17） 平成 25 年度 
基準年度比

増減(％) 

二
酸
化
炭
素

電気   36,538.3 35,358.3 △ 3.2 

ガソリン   559.2 524.2 △ 6.3 

灯油   1,094.6 428.8 △ 60.8 

軽油   458.1 370.3 △ 19.2 

Ａ重油   4,128.7 2,662.6 △ 35.5

液化石油ガス（ＬＰＧ）   243.8 251.5 3.2 

液化天然ガス（ＬＮＧ）  7.7 15.1 96.1

都市ガス   8,058.9 7,293.3 △ 9.5 

廃プラスチック類  64,022.4 54,198.1 △ 15.3

（ＣＯ２） 115,111.7 101,102.2 △ 12.2

メタン （ＣＨ４） 693.7 637.2 △ 8.1

一酸化二窒素 （Ｎ２Ｏ） 4,128.1 3,324.7 △ 19.5

ハイドロフルオロカーボン （ＨＦＣ） 6.4 8.1 26.6

六ふっ化硫黄 （ＳＦ６） 4.5 4.5 0.0 

合計 119,944.5 105,076.7 △ 12.4
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②グリーン購入の実施状況 

平成 25 年度中の調達対象品目総購入額に占める特定調達物品購入額の割合であ

るグリーン購入率は、表 12－３のとおり全体で 91.1％であった。 

表１２－３ 品目別グリーン購入状況 

評価区分 分   類 グリーン購入率（％）

紙類 紙類 情報用紙 
    印刷用紙 
    衛生用紙 92.7 
文具・オフィス
家具類 

文具類 筆記用具 

    印章・スタンプ台 
    図案・製図用具 
    一般事務用品 
    絵画用品等 
    事務用のり 
    ファイル・バインダー類 
    紙製品 
    その他 95.9 

オ フ ィ ス 家 具
等 

いす 

    机 
    棚 
    収納用什器（棚以外） 
    ローパーティション 
    コートハンガー 
    傘立て 
    掲示板 
    黒板 
    ホワイトボード 96.5 96.2 
家電製品等 ＯＡ機器 コピー機等 
    電子計算機 
    プリンタ等 
    ファクシミリ 
    スキャナ 
    磁気ディスク装置 
    ディスプレイ 87.2 
  家電製品 電気冷蔵庫等 
    エアコンディショナー 
    テレビジョン受信機 
    ビデオテープレコーダー 95.7 
  照明 蛍光灯照明器具 
    ランプ 94.6 89.5 
繊維製品 制服･作業服 58.1 
  インテリア・ カーテン 
  寝装 カーペット 
    毛布等 
    ベッド 98.6 
  作業手袋 89.4 65.3 
役務 印刷 95.5 

合  計 91.1 
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（２）一宮市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

地球温暖化対策推進法第 20 条の 3 第 3 項に基づき、市域内で排出される温室効果

ガスの削減を推進するため、平成 24 年 4 月に「一宮市地球温暖化対策実行計画（区

域施策編）」を策定した。この計画の中で、中期目標である平成 32 年度には基準年

（平成 2 年度）比 15％削減を目指し、長期目標である平成 62 年度には基準年比 80％

を削減目標としており、市民・事業者・市の各主体が温室効果ガス削減のため積極

的な行動に取り組むよう推進している。 

①温室効果ガスの排出状況 

平成 23 年度中の市全域における温室効果ガス排出量は、表 12－４のとおり基 

準年比で 2.0％の減少となった。 

表１２－４ 一宮市域内の温室効果ガス排出量（推計量） （トンＣＯ２） 

部  門 
基準年度 

(平成 2 年度) 
平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

前年比

（％） 

基準年比

（％） 

産業 1,305,059 855,893 995,819 934,801 93.9 71.6

民生業務 261,716 282,429 301,821 305,668 101.3 116.8

民生家庭 328,021 472,837 499,106 516,975 103.6 157.6

運輸 471,169 543,983 544,533 550,829 101.2 116.9

廃棄物分野 55,593 66,870 70,174 68,939 98.2 124.0

農業分野 9,162 5,976 5,871 5,665 96.5 61.8

合計 2,430,720 2,227,988 2,417,324 2,382,877 98.6 98.0
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１３．一宮市環境基本計画 

概  況 

環境審議会において、環境基本計画の進行管理等について審議した。庁内の関係各課 

の課長で構成する環境基本計画連絡会議により、市の関連施策について、円滑な推進を

図った。 

アサガオやゴーヤなどのつる性植物で建物の窓辺に緑のカーテンを作り、室温の上昇 

を抑える「緑のカーテン」事業に引き続き取り組んでおり、18 年度に 2 小学校で始まっ

た「緑のカーテン」作りに、小学校 42 校、中学校 19 校、公立保育園 50 園、公立施設 50

か所の参加・協力を得た。また、環境教育を推進していくため、園児等を対象とした幼

児環境教育を 5 園で実施した。 

第１次環境基本計画の計画期間が平成 25 年度で満了するため、それに続く、第 2 次計

画の策定に向け、前年度に引き続き、協議を行った。計画案の検討にあたっては、公募

と無作為選出による市民参加制度で選出された市民委員 20人で構成する環境基本計画市

民会議、環境基本計画策定会議などにおいて検討、調整を行い、パブリックコメントを

実施し、1 月に環境審議会より答申がなされ、平成 26 年 3 月に策定した。会議の開催状

況は、表 13－１のとおりである。 

表１３－１ 会議開催状況 

会議名 開催回数（回） 

環境審議会 ３ 

環境基本計画連絡会議 １ 

環境基本計画市民会議 

全体会 １ 

部会長・副部会長会 ２ 

生活環境作業部会 ２ 

自然共生作業部会 ２ 

循環社会作業部会 ２ 

温暖化対策作業部会 ２ 

環境基本計画策定会議 ３ 

環境基本計画策定検討部会 １ 
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１４．こどもエコクラブ 

こどもエコクラブは子どもが誰でも参加できる環境活動クラブで、環境省から引き継

いだ公益財団法人日本環境協会が地域における子どもたちの自主的な環境学習や実践活

動を支援している。 

一宮市は事務局として、市内のこどもエコクラブへ情報提供等の支援をした。 

 平成 25 年度に一宮市で登録したクラブは、表 14－１のとおりである。 

表１４－１ こどもエコクラブ登録状況

ク ラ ブ 名 クラブ員数（人）

今 伊 勢 中 ク ラ ブ 808 

剱 正 エ コ ク ラ ブ 232 

中 田 剱 正 幼 稚 園 211 

奥 小 エ コ キ ッ ズ 171 

龍 明 寺 エ コ ク ラ ブ 150 

エ コ 調 査 隊 113 

く ほ ん じ エ コ ク ラ ブ 85 

一 宮 市 立 浅 井 中 学 校 18 

合  計 ８団体 1,788 
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１５．公害防除施設整備資金利子補給制度 

 一宮市では、中小企業者に対する助成措置として利子補給制度を設けている。 

この制度は、公害を防止し、良好な生活環境を保全するため、市が公害防除施設と

して適当と認めたものに対し、利子の 10 分の 9 を助成する制度である。 

この助成を受けるためには、小規模企業等振興資金又は㈱日本政策金融公庫の融資

を受けることが、前提となっている。 

この利子補給実績は、表 15－１のとおりである。 

表１５－１ 利子補給実績

年 度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

件 数 1 件 0 件 0 件 

金 額 5,914 円 0 円 0 円 
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一宮市公害防除施設整備資金利子補給補助金交付要綱 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、公害防除施設の整備に必要な資金として、小規模企業等振興資金

又は株式会社日本政策金融公庫の融資を受けて公害防除施設の整備を行うものが、金

融機関等に支払う利子の一部を当該年度の予算の範囲内で補助する利子補給に関して、

必要な事項を定めるものとする。 

（補助の対象） 

第２条 この要綱の補助の対象となるものは、市内の工場又は事業場から発生する公害

（環境基本法（平成 5 年法律第 91 号）第 2 条第 3 項に規定する公害をいう。以下同じ。）

を防除するために必要な機械、装置又は工作物の整備その他市長が必要と認める施設

の整備（以下「機械の整備」という。）に要する経費を、自己資本によって行うことが

困難なため融資を受けたものとする。この場合において、補助対象の適否を審査する

ため、市長が特に必要があると認めるときは、一宮市公害防止施設整備資金利子補給

審査会を設置し、同審査会において審査することができる。 

なお、暴力団員（暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（以下、「暴対法」

という。）第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者又は暴力団

（暴対法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員と緊密な関

係を有する者、暴力団、暴力団員が役員となっている団体、暴力団又は暴力団員と緊

密な関係を有する団体を除く。 

（補助に伴う条件） 

第３条 利子補給対象額の限度は、小規模企業等振興資金融資制度に定める融資限度額

の範囲内とする。 

（補助の申込み） 

第４条 補助の申込みを希望するものは、あらかじめ公害防除施設整備計画書（様式第

１）に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 公害防除の具体的な内容を記載した書面（1 通） 

(2) 公害防除施設整備工事見積書、仕様書、カタログ、平面図及び配置図（1 通） 

(3) 法人については、最近 1 期分の決算書（1 通） 

(4) 前 3 号のほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の補助の申込みをしたものは、公害防除の整備が完了した後 7 日以内に公害防

除施設整備完了届（様式第２）を市長に提出しなければならない。 
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（補助の額） 

第５条 補助金の額は、借受人が当該年度中に支払った当該融資（機械等の整備に要す

る費用に係る部分に限る。以下同じ。）に係る利子（以下「支払利子」という。）の額

（借受人と取扱金融機関との間の約定により計算した当該融資に係る利子の額で当該

年度中に支払わなければならない額を限度とする。）に 10 分の 9 を乗じて得た額（円

未満切捨て）とする。 

２ 当該工場又は事業所を市外へ移転する場合は、補助対象融資に係る利子の総額（借

受人と取扱金融機関との間の約定により計算した当該融資に係る利子の額をいう。）に

10 分の 9 を乗じて得た額（円未満切捨て）を一括して補助することができる。 

（補助金の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとするものは、公害防除施設整備資金利子補給補助金

交付申請書（様式第３）に補助金計算書（様式第４）及び支払利子実績報告書（様式

第５）（当該工場又は事業所を市外へ移転する場合は、当該融資に係る償還表）を添え

て 3 月 31 日までに市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認め

たときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書（様式第６）により、申請

者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第８条 補助金の交付の決定を受けたものは、当該補助金の請求書（様式第７）を市長

が指定する期日までに提出しなければならない。 

（補助金の決定の取り消し等） 

第９条 市長は、補助金の交付の決定を受けたものが、次の各号のいずれかに該当する

場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、既に補助金が交付されて

いるときは、その補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。 

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 融資金の返還を命ぜられたとき。 

(3) この要綱の規定又は補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。 

(4) 一宮警察署からの通報又は一宮警察署への照会等により、暴力団員又は暴力団若

しくは暴力団員と緊密な関係を有する者、暴力団、暴力団員が役員となっている団

体、暴力団又は暴力団員と緊密な関係を有する団体であることが判明したとき。 
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（準用規定） 

第 10 条 この要綱に定めのない事項については、一宮市補助金等交付規則（昭和 37 年

一宮市規則第 18 条）の規定を準用する。 

（雑 則） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に必要な事項については別に定める。 

付 則

１ この要綱は、平成 8 年 1 月 1 日から施行する。 

  （一宮市公害防除施設整備資金利子補給審査会要領の廃止） 

２ 改正前の一宮市公害防除施設整備資金利子補給補助交付要綱の規定によりなされた

利子補給は、この要綱の相当規定によりなされた利子補給とみなして、この要綱の規

定を適用する。 

付 則 

１ この要綱は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 

２ 改正後の第 5 条の規定の適用については、平成 16 年 4 月 1 日以後に補助金の交付決

定がなされたものについて適用し、同日前に補助金の交付決定がなされたものについ

ては、なお従前の例による。 

付 則 

１ この要綱は、平成 20 年 10 月 1 日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

２ 改正後の第 5 条の規定の適用については、平成 23 年 4 月 1 日以後に補助金の交付決

定がなされたものについて適用し、同日前に補助金の交付決定がなされたものについ

ては、なお従前の例による。 

付 則 

１ この要綱は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、平成 25 年 12 月 1 日から施行する。 
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１６．公害防止管理者等 

概  況 

特定工場（表 16－１）を設置している者（以下「特定事業者」という。）は、特定工場

における公害防止組織の整備に関する法律(昭和 46年 6月 10 日法律第 107 号)に基づき、

公害防止管理者等を選任し、届出が義務付けられている。 

本市における公害防止管理者等選任状況は、表 16－２のとおりである。 

（１）選任 

○ 公害防止統括者(法第３条) 

当該特定工場に係る公害防止に関する業務を統括管理する者である。ただし、

常時使用する従業員の数が 20 人以下である特定工場は選任する必要はない。工場

長等の職責にある者が適任で、資格は不要である。 

○ 公害防止管理者(法第４条) 

当該特定工場において技術的事項に関する業務（騒音･振動関係においては施設

の配置の改善、施設の点検等。水質関係においては使用する原材料の検査、施設

の点検、測定及び記録、事故時における応急の措置の実施等）を担う。施設の直

接の責任者が想定され、公害発生施設の区分ごとに選任し、資格を必要とする。 

○ 代理者(法第６条) 

公害防止統括者、公害防止管理者等が旅行、疾病その他の事故によってその職

務を行うことができない場合にその職務を行う。 

○ 公害防止統括者及びその代理者の選任は、選任すべき事由が発生した日から 30

日以内にしなければならない。（規則第２条・第 10 条第１項） 

○ 公害防止管理者及びその代理者の選任は、選任すべき事由が発生した日から 60

日以内にしなければならない。（規則第５条第１項・第 10 条第２項） 

（２）届出（法第３条第３項・第４条第３項・第６条第２項） 

○ 特定事業者は、公害防止統括者、公害防止管理者等を選任したときは、その日

から 30 日以内に届け出なければならない。
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表１６－１ 騒音・振動・水質・一般粉じん関係の公害防止管理者を選任しなければならない特定工場

製造業（物品の加工業を含む）、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業に属する事業

の用に供する工場 

１ 騒 音 関 係 

  騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号）第３条第１項の規定により指定された地域

内にあって、次の施設が設置されている工場 

 金属加工機械のうち 

（１）機械プレス（呼び加圧能力が 980 キロニュートン以上のものに限る。） 

（２）鍛 造 機（落下部分の重量が１トン以上のハンマーに限る。） 

２ 振 動 関 係 

  振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）第３条第１項の規定により指定された地域

内にあって、次の施設が設置されている工場 

 金属加工機械のうち 

（１）液圧プレス（矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が 2,941 キロニュー

トン以上のものに限る。） 

（２）機械プレス（呼び加圧能力が 980 キロニュートン以上のものに限る。） 

（３）鍛 造 機（落下部分の重量が１トン以上のハンマーに限る。） 

３ 水 質 関 係 

  水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）第２条第２項の規定による特定施設

のうち汚水等排出施設（汚水又は廃液を排出する施設）が設置されている工場の中

で、次の施設が設置されている工場 

水質関係 

第１種 

水質関係有害物質発生施設（令別表第１）で、排出水量が 10,000

 ／日以上の工場に設置されるもの

水質関係 

第２種 

水質関係有害物質発生施設（令別表第１）で、排出水量が 10,000

 ／日未満の工場、又は特定地下浸透水を浸透させている工場に

設置されるもの 

水質関係 

第３種 

水質関係有害物質発生施設以外の汚水等排出施設で、排出水量が 

10,000  ／日以上の工場に設置されるもの

水質関係 

第４種 

水質関係有害物質発生施設以外の汚水等排出施設で、排出水量が 

1,000  ／日以上 10,000  ／日未満の工場に設置されるもの

４ 一般粉じん関係 

  大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）第 2 条第 10 項に規定する「一般粉じ

ん発生施設」が設置されている工場
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１７．住宅用太陽光発電システム等設置補助 

（１）住宅用太陽光発電システム設置補助 

住宅用太陽光発電システム設置補助は、温室効果ガスの排出を抑制し、地球温暖化

防止に寄与するため、平成 19 年度から、自ら居住する住宅にシステムを設置する者に

対し、経費の一部を補助するものである。 

平成 25 年度の補助金額は、対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大 

出力の合計値（上限 4kW）に２万円を乗じた額である。 

表１７－１ 補助実績 

年 度 23 年度 24 年度 25 年度 

件 数 937 件 912 件 902 件 

補助額 68,924,000 円 67,417,000 円 67,571,000 円 

（２）家庭用燃料電池コージェネレーションシステム設置補助 

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム設置補助は、温室効果ガスの排出を

抑制し、地球温暖化防止に寄与するため、平成 23 年度から、自ら居住する住宅にシス

テムを設置する者に対し、経費の一部を補助するものである。 

平成 25 年度の補助金額は、１件あたり定額７万円である。 

表１７－２ 補助実績 

年 度 23 年度 24 年度 25 年度 

件 数 20 件 35 件 54 件 

補助額 1,400,000 円 2,450,000 円 3,780,000 円 
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一宮市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、一宮市補助金等交付規則（昭和 37 年一宮市規則第 18 号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、温室効果ガスの排出を抑制し、地球温暖化防止に寄与する

ため、住宅用太陽光発電システムを設置する者に対し、予算の範囲内において一宮市住宅

用太陽光発電システム設置補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し必要な

事項を定めるものとする。 

（補助対象システム） 

第２条 補助金の交付の対象となる住宅用太陽光発電システム（以下「補助対象システム」

という。）は、次に掲げるすべての条件を満たすものとする。 

(1) 電力会社と電力受給契約を締結していること。 

(2) 住宅の屋根等への設置に適した、低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池

の最大出力（補助対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力をいう。）

の合計値（キロワット表示で小数点以下 2 桁未満を四捨五入した値とする。）が 10 キロ

ワット未満であること。 

 (3) 設置前において使用に供されたものでないこと。 

 (4) 太陽電池の出力を監視する等により、起動及び停止等に関して全自動運転（自動起

動・自動停止）を行う機能を有するものであること。 

 (5) 別表に定める技術要件に適合するものであること。 

 （補助金の交付対象者等） 

第３条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。ただし、暴

力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下、「暴対法」という。）第

2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者又は暴力団（暴対法第 2 条第

2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員と緊密な関係を有する者を除

く。 

(1) 自ら居住し、又は居住予定である市内の住宅（店舗、事務所等との併用住宅を含む。） 

に補助対象システムを新たに設置する者 

(2) 市内において自ら居住するため、建売住宅供給者から補助対象システム付き新築住

宅（以下「建売住宅」という。）を購入しようとする者 

２ 補助対象システムに対する補助金の交付は、1 世帯につき 1 回限りとする。 
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 （補助対象経費） 

第４条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象システ

ムの設置に要する費用のうち別表に掲げる費用とする。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、1 キロワット当たり 2 万円に、補助対象システムを構成する太陽光

発電モジュールの公称最大出力の合計値（キロワット表示で小数点以下 2 桁未満を四捨五

入した値（その値が 4 キロワットを超える場合にあっては、4 キロワット）とする。）を乗

じて得た額（当該額に 1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第 4 条第 2 項の規定により、補助対象シ

ステムに係る設置工事の着手前（建売住宅を購入する場合は当該住宅の引渡し前）に、住

宅用太陽光発電システム設置補助金交付申請書（様式第１）に次に掲げる書類を添付し、

市長に提出しなければならない。 

(1)  住宅用太陽光発電システム設置計画書（様式第２） 

(2) 経費の内訳が明記されている工事請負契約書又は売買契約書の写し 

(3) 補助対象システムを設置しようとする住宅の所在地を示した地図 

(4) 補助対象システム設置予定場所の工事着手前（建売住宅の場合は引渡し前）の現況が 

確認できるカラー写真 

(5)  建売住宅の場合は建築確認済証の写し 

(6) その他市長が必要と認めたもの 

 （補助金の交付決定等） 

第７条 市長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて現

地調査を行い、適当と認めたときは、住宅用太陽光発電システム設置補助金交付決定通知

書（様式第３）により、申請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により補助金交付決定の通知を受けた者（以下「補助対象者」という。）は、

補助金交付決定日以後に新築及び既築の場合は補助対象システムの工事に着手することが、

又は建売住宅の場合は補助対象システムを設置された建物の引渡しを受けることができる。 

第８条 削除 
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（計画変更等の承認） 

第９条 補助対象者は、補助金の交付の決定を受けた後において、当該補助金に係る申請内

容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに住宅用

太陽光発電システム設置補助金計画変更承認申請書（様式第５）を市長に提出し、その承

認を受けなければならない。この場合においては、計画変更により補助金の交付申請額を

増額することはできない。 

２ 市長は、住宅用太陽光発電システム設置補助金計画変更承認申請書の提出があった場合

には、補助金の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を

変更することができる。 

３ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若しく

はこれに付した条件を変更したときは、住宅用太陽光発電システム設置補助金変更決定通

知書（様式第６）により補助対象者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第 10 条 補助対象者は、補助対象システムの設置を完了したときは、完了日から起算し 30 

日以内又は当該年度の 3 月 31 日のいずれか早い日までに、住宅用太陽光発電システム設

置補助事業実績報告書（様式第７）に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、補助対象システム設置の完了日から起算して 30 日目が閉庁日の場

合はそれ以降直近の開庁日までに報告しなければならない。また 3 月 31 日が閉庁日の場

合は、当該年度の最後に到来する開庁日までに報告しなければならない。 

(1) 住宅用太陽光発電システム概要書（様式第８） 

(2) 補助対象システムの設置費に係る領収書の写し 

(3) 申請時の補助対象システム設置費と金額が異なる場合は内訳書の写し 

(4) 電力会社との電力受給契約の締結に関する通知の写し 

(5) 製造者または製造者を代行できる業者の発行する設置枚数分の製造番号と太陽電池

モジュール出力が明記された未使用品であることが確認できる、出力対比表の写し 

(6) 補助対象システムの設置場所と設置状態が確認できるカラー写真（設置した太陽電池

モジュールすべてが確認出来るものを含めること） 

(7) システム配置図 

(8) 住民票の写し 

(9) その他市長が必要と認めたもの 

２ 前項の完了日とは、次に掲げる日のうちで、いずれか遅い日とする。 

 (1) 電力会社との系統連系・受給開始日 

 (2) 発電システム設置工事に係る支払が完了した日 
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（交付金額の確定） 

第 11 条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、 

又は必要に応じ現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定

の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、

住宅用太陽光発電システム設置補助金交付額確定通知書（様式第９）により速やかに補助

対象者に通知する。 

（補助金の請求及び交付） 

第 12 条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の交付金額が確定した後にこれを行うも 

のとする。 

２ 補助対象者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、住宅用太陽光

発電システム設置補助金交付請求書（様式第 10）を市長に提出しなければならない。 

 （取得財産の管理及び処分） 

第 13 条 補助対象者は、補助金の交付を受けて取得した財産（以下「取得財産」という。） 

を善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図らなければならない。 

２ 規則第 17 条第１項の規定により、補助対象者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省

令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に規定する期間を経過するまでは、市長の承認を受けな

いで、取得財産を補助金の交付目的に反して、使用し、譲渡し、交換し、取り壊し、又は

貸し付けてはならない。 

３ 補助対象者は、前項の承認を受けようとするときは、あらかじめ住宅用太陽光発電シス

テム設置補助金処分承認申請書（様式第 11）を市長に提出しなければならない。この場合

において、市長は、必要があると認めるときは、その管理及び運用の状況を調査すること

ができるものとする。ただし、天災等による破損等、自己の責めに帰すべき事由以外の事

由で補助対象システムを処分する場合は、事後の提出でよいものとする。 

４ 補助対象者は、取得財産の処分により収入があったときは、市長の承認を得た場合を除

き、補助金の全部又は一部を市に返還しなければならない。 

（補助金の決定の取消し等） 

第 14 条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、 

補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、

その補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。 

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。 
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(3) 第 10 条第 1 項に規定する住宅用太陽光発電システム設置補助事業実績報告書（様式 

第７）を同項に規定する期限までに提出しないとき。 

(4) この要綱の規定又は補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。 

(5) 一宮警察署からの通報又は一宮警察署への照会等により、暴力団員又は暴力団若しく 

は暴力団員と緊密な関係を有するものであることが判明したとき。 

（協 力） 

第 15 条 市長は、補助対象者に対し、必要に応じて売電量及び買電量データの提供その他の 

協力を求めることができる。この場合において、補助対象者は、これに協力するよう努め

なければならない。 

（その他） 

第 16 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定め 

る。 

付 則 

１ この要綱は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 
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別 表（第２条、第４条関係） 

補助対象経費 技  術  要  件 

太陽電池モジュール 一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているもの又

はそれに準ずる製品であることを製造事業者が証明したもの 

架台 住宅に設置される場合には、架台だけでなく太陽電池モジュー

ルも含めた太陽電池アレイとして据え、当該建築物においては

太陽電池アレイを含めて建築基準法に準拠した設計がなされ

ているもの 

接続箱、直流側開閉

器、交流側開閉器 

電気設備の技術基準及び内線規程（ＪＥＡＣ8001）に準拠して

いるもの 

インバーター・保護装

置 

系統連系技術要件ガイドラインに基づく任意認証制度の技術

基準に準拠しているもの又はその地域を電力供給区域とする

電力会社が個別に認めるもの 

発生電力量計 太陽光発電システムが発電し、負荷及び商用系統に逆潮流した

太陽光発電システムの全発電電力量を測定できるもの 

余剰電力販売用電力

量計 

太陽光発電システムを設置した地域を電力供給区域とする電

力会社の仕様に適合するもの 

配線・配線器具の購

入・据付 

工事に関する費用 工事・施工については、電気設備の技術基準及び内線規程（Ｊ

ＥＡＣ8001）に準拠していること 
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一宮市家庭用燃料電池コージェネレーションシステム設置補助金交付要綱 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、一宮市補助金等交付規則（昭和 37 年一宮市規則第 18 号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、温室効果ガスの排出を抑制し、地球温暖化防止に寄与する

ため、家庭用燃料電池コージェネレーションシステムを設置する者に対し、予算の範囲内

において一宮市家庭用燃料電池コージェネレーションシステム設置補助金（以下「補助金」

という。）を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象システム） 

第２条 補助金の交付の対象となる家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（以下「補

助対象システム」という。）は、次に掲げるすべての条件を満たすものとする。 

(1) 設置予定の補助対象システムが、一般社団法人燃料電池普及促進協会が指定した補 

助対象システムであること。 

(2) 設置前において使用に供されたものでないこと。 

 （補助金の交付対象者等） 

第３条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。ただし、暴

力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下、「暴対法」という。）第

2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者又は暴力団（暴対法第 2 条第

2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員と緊密な関係を有する者を除

く。 

(1) 自ら居住し、又は居住予定である市内の住宅（店舗、事務所等との併用住宅を含む。）

に補助対象システムを新たに設置する者 

(2) 市内において自ら居住するため、建売住宅供給者から補助対象システム付き新築住

宅（以下「建売住宅」という。）を購入しようとする者 

２ 補助対象システムに対する補助金の交付は、1 世帯につき 1 回限りとする。 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、1 基につき定額 7 万円とする。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第 4 条第 2 項の規定により、補助対象シ

ステムに係る設置工事の着手前（建売住宅を購入する場合は当該住宅の引渡し前）に、家

庭用燃料電池コージェネレーションシステム設置補助金交付申請書（様式第１）に次に掲
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げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

(1) 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム設置計画書（様式第２） 

(2) 経費の内訳が明記されている工事請負契約書又は売買契約書の写し 

(3) 補助対象システムを設置しようとする住宅の所在地を示した地図 

(4) 補助対象システム設置予定場所の工事着手前（建売住宅の場合は引渡し前）の現況が 

確認できるカラー写真 

(5) 新築建売住宅に設置する場合は建築確認済証の写し 

(6) その他市長が必要と認めたもの 

 （補助金の交付決定等） 

第６条 市長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて現

地調査を行い、適当と認めたときは、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム設置

補助金交付決定通知書（様式第３）により、申請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により補助金交付決定の通知を受けた者（以下「補助対象者」という。）は、

補助金交付決定日以後に新築及び既築の場合は補助対象システムの工事に着手することが、

又は建売住宅の場合は補助対象システムを設置された建物の引渡しを受けることができる。 

（計画変更等の承認） 

第７条 補助対象者は、補助金の交付の決定を受けた後において、当該補助金に係る申請内

容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに家庭用

燃料電池コージェネレーションシステム設置補助金計画変更承認申請書（様式第４）を市

長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム設置補助金計画変更承認申請書

の提出があった場合には、補助金の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若しくは

これに付した条件を変更することができる。 

３ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若しく

はこれに付した条件を変更したときは、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム設

置補助金変更決定通知書（様式第５）により補助対象者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第８条 補助対象者は、補助対象システムの設置を完了したときは、完了日から起算して 30

日以内又は当該年度の 3 月 31 日のいずれか早い日までに、家庭用燃料電池コージェネレー

ションシステム設置補助事業実績報告書（様式第６）に、次に掲げる書類を添付して、市

長に提出しなければならない。ただし、補助対象システム設置の完了日から起算して 30

日目が閉庁日の場合はそれ以降直近の開庁日までに報告しなければならない。また 3 月 31

日が閉庁日の場合は、当該年度の最後に到来する開庁日までに報告しなければならない。 
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(1) 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム概要書（様式第７） 

(2) 補助対象システムの設置費に係る領収書の写し

(3) 申請時の補助対象システム設置費と金額が異なる場合は内訳書の写し 

(4) 補助対象システムの保証書の写し 

(5) 次に挙げるカラー写真 

・設置場所と設置状態が確認できるシステムの全景 

・燃料電池ユニットの品名番号と製造番号（銘板）の拡大写真

・貯湯ユニットの品名番号と製造番号（銘板）の拡大写真 

(6) 住民票の写し 

(7) その他市長が必要と認めたもの 

２ 前項の完了日とは、次に掲げる日のうちで、いずれか遅い日とする。 

(1) 補助対象システム設置工事に係る支払が完了した日 

 (2) 補助対象システムの保証書に記載される保証の開始日 

（交付金額の確定） 

第９条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、

又は必要に応じ現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定

の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム設置補助金交付額確定通知書（様式第８）

により速やかに補助対象者に通知する。 

（補助金の請求及び交付） 

第 10 条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の交付金額が確定した後にこれを行うも 

のとする。 

２ 補助対象者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、家庭用燃料電

池コージェネレーションシステム設置補助金交付請求書（様式第９）を市長に提出しなけ

ればならない。 

 （取得財産の管理及び処分） 

第 11 条 補助対象者は、補助金の交付を受けて取得した財産（以下「取得財産」という。） 

を善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図らなければならない。 

２ 補助事業の完了日から 6 年間を経過するまでは、市長の承認を受けないで、取得財産を

補助金の交付目的に反して、使用し、譲渡し、交換し、取り壊し、又は貸し付けてはなら

ない。 

３ 補助対象者は、前項の承認を受けようとするときは、あらかじめ家庭用燃料電池コージ

ェネレーションシステム設置補助金処分承認申請書（様式第 10）を市長に提出しなければ
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ならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、その管理及び運用の

状況を調査することができるものとする。ただし、天災等による破損等、自己の責めに帰

すべき事由以外の事由で補助対象システムを処分する場合は、事後の提出でよいものとす

る。 

４ 補助対象者は、取得財産の処分により収入があったときは、市長の承認を得た場合を除

き、補助金の全部又は一部を市に返還しなければならない。 

（補助金の決定の取消し等） 

第 12 条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、 

補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、

その補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。 

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(3)  第 8 条第 1 項に規定する家庭用燃料電池コージェネレーションシステム設置補助事 

業実績報告書（様式第６）を同項に規定する期限までに提出しないとき。 

(4) この要綱の規定又は補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。 

(5) 一宮警察署からの通報又は一宮警察署への照会等により、暴力団員又は暴力団若しく 

は暴力団員と緊密な関係を有するものであることが判明したとき。 

（協 力） 

第 13 条 市長は、補助対象者に対し、必要に応じて電気使用量及びガス使用量の提供その他 

の協力を求めることができる。この場合において、補助対象者は、これに協力するよう努

めなければならない。 

（その他） 

第 14 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定め 

る。 

付 則 

１ この要綱は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
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１８．専用水道、貯水槽水道及び飲用井戸 

概  況 

 水道事業等に関する認可、指導監督等に係る事務については、水道事業等の規模等に

応じて厚生労働大臣または都道府県知事が行うこととされている。 

 一方、専用水道の確認や指導監督、簡易専用水道の指導監督等の事務については、市

においては市長、町村においては都道府県知事が行うこととされている。 

 本市における平成 25 年度の専用水道・貯水槽水道・飲用井戸の状況及び専用水道の届

出・立入状況については、表 18－１及び表 18－２のとおりである。 

表１８－１ 専用水道・貯水槽水道・飲用井戸の状況 

種類 設置数 

専用水道 11 

貯水槽水道 854 

簡易専用水道 213 

小規模貯水槽水道 641 

飲用井戸 372 

表１８－２ 専用水道の届出・立入状況 

届出・立入内容 件数 

確認申請書 4 

水道技術管理者設置・変更届 3 

給水開始届 3 

記載事項変更届 1 

立入調査 9 

給水開始前現地確認 3 
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一宮市環境基本条例 

平成16年3月24日   

条 例 第 1 9 号 

目次 

前文 

第1章 総則（第1条－第6条） 

第2章 環境の保全等に関する基本的施策（第7条－第21条） 

第3章 地球環境保全の推進のための施策(第22条・第23条) 

第4章 一宮市環境審議会(第24条－第29条) 

付則 

私たちのまち一宮市は、本州のほぼ中央の濃尾平野中央部に位置し、木曽川をはじめ

とする幾筋もの河川が織り成す豊かな自然といにしえからの歴史に恵まれ、先人たちの

長年の努力により、産業を興し、文化をはぐくみ、暮らしやすいまちを築いてきた。 

しかしながら、今日の都市化の進展や生活様式の変化は、資源やエネルギーを大量に

消費し、様々な環境への負荷を与えてきた。その結果、環境問題は、ますます複雑化、

多様化し、環境への影響は、地域にとどまらず、地球的規模に広がり、将来の世代にわ

たる問題として認識されるに至った。 

もとより、私たちは、良好な環境のもとで、安心、安全かつ快適な生活を営む権利を

有するとともに、この恵み豊かな環境を守り育て、健全な状態で将来の世代に引き継い

でいく大きな責務を有している。 

このような認識のもとに、市、事業者及び市民がそれぞれの自覚と責任において、相

互の協力により、持続的発展が可能な社会を目指すとともに、安全で快適な魅力あふれ

る環境都市を実現するため、ここにこの条例を制定する。 
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第１章 総  則 

（目 的） 

第１条 この条例は、環境の保全及び創造（以下「環境の保全等」という。）について、

基本理念を定め、並びに一宮市（以下「市」という。）、事業者及び市民の責務を明らか

にするとともに、環境の保全等に関する施策の基本的な事項を定めることにより、その

施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の健康で安全かつ快適な生活が将来にわ

たって確保されることを目的とする。 

（定 義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の

支障の原因となるおそれのあるものをいう。 

(2) 環境の保全等 安全で快適な生活環境や良好な自然環境を維持するとともに、適

切に環境の向上を図るため、環境にやさしい快適な生活空間を作り出すことをいう。 

(3) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行その

他の地球全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であ

って、人類の福祉に貢献するとともに、市民の健康で文化的な生括の確保に寄与する

ものをいう。 

(4) 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、

水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の採掘のための土地の掘削

によるものを除く。）及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずる

ことをいう。 

（基本理念） 

第３条 環境の保全等は、次に掲げることを基本埋念として行われなければならない。 

(1) 市民が安全で健康かつ快適な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保し、こ

れを将来の世代へ継承していくこと。 

(2) 人と自然が共生し、環境への十分な配慮を行うことにより、環境への負荷が少な

く、持続的に発展することができる社会を構築すること。 

(3) 市、事業者及び市民のすべてがそれぞれの責務を自覚し、相互に協力・連携して

推進すること。 

(4) 市、事業者及び市民が地球環境保全を自らの問題としてとらえ、それぞれの事業

活動及び日常生活において積極的に推進すること。 

（市の責務） 

第４条 市は、環境の保全等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する

ものとする。 
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２ 前項に定めるもののほか、市は、施策の策定及び実施に当たっては、環境の保全等

について配慮するものとする。 

３ 市は、率先してその活動に伴う資源及びエネルギーの利用等による環境への負荷を

低減するように努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、その事業活動に伴う資源及びエネルギーの利用等による環境への負

荷を低減するように努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、事業者は、環境の保全等に自ら積極的に努めるとともに、

市が実施する環境の保全等に関する施策に協力しなければならない。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、その日常生活に伴う資源及びエネルギーの利用等による環境への負荷

を低減するように努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、市民は、環境の保全等に自ら積極的に努めるとともに、

市が実施する環境の保全等に関する施策に協力しなければならない。 

第２章 環境の保全等に関する基本的施策 

（施策の策定等に係る基本方針） 

第７条 環境の保全等に関する施策の策定及び実施は、第3条に定める基本理念にのっと

り、次に掲げる事項を基本として、各種の施策相互の連携を図りつつ、市、事業者及び

市民が協働して総合的かつ計画的に行うものとする。 

(1) 市民の健康が保持され、及び生活環境が保全されるよう、大気、水、土壌その他

の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持すること。 

(2) 緑地、水辺等における自然環境を地域の自然的及び社会的条件に応じて体系的に

保全すること。 

(3) 自然との豊かな触れ合いを確保するとともに、潤いのある都市景観の創出及び保

全並びに歴史的文化遺産の保護及び活用を図ること。 

(4) 環境に配慮した生活様式の定着を図ること。 

(5) エネルギーの有効利用、資源の循環的利用及び廃棄物の減量を促進すること。 

(6) 地球環境保全に資する施策を積極的に推進すること。 

（環境基本計画の策定及び変更） 

第８条 市長は、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、一宮

市環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 環境基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 環境の保全等に関する長期的な目標 

(2) 環境の保全等に関する施策 
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(3) 環境の保全等に関する行動指針 

(4) 前3号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する重要事項 

３ 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市民、事業者又はこれらの者の組

織する民間の団体（以下「市民等」という。）の意見を反映することができるよう必要

な措置を講じなければならない。 

４ 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ一宮市環境審議会の意

見を聴かなければならない。 

５ 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。 

６ 前3項の規定は、環境基本計画を変更する場合について準用する。 

（環境基本計画の推進） 

第９条 市長は、環境基本計画の推進に当たっては、十分な進行管理のもと、継続的な

計画の見直しや改善を図りながら、実効性を確保するとともに、その内容を総合的かつ

計画的に推進し、掲げられた各施策の目標の実現を図らなければならない。 

（規制の措置） 

第10条 市は、公害の原因となる行為及び自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがある

行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、市は、環境の保全等を図るため必要があると認めるとき

は、必要な規制の措置を講ずるものとする。 

（環境の保全等に資する施設の整備等） 

第11条 市は、環境の保全等に資する施設の整備を推進するものとする。 

２ 市は、公園、緑地その他の環境の保全等に資する公共的施設の整備を積極的に推進

するとともに、これらの施設の利用の促進及び適正な管理に努めるものとする。 

（エネルギーの有効利用等の促進） 

第12条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民等によるエネルギーの有効利用、

資源の循環的利用及び廃棄物の減量が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業

の実施に当たって、エネルギーの有効利用、資源の循環的利用及び廃棄物の減量に努め

るものとする。 

（環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進） 

第13条 市は、環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進を図るため、必要な措

置を講ずるよう努めるものとする。 

（市民等の参加の機会の確保） 

第14条 市は、環境の保全等に関する施策を推進するに当たっては、市民等の参加の機

会を確保するよう努めるものとする。 

２ 前項の場合において、市は、児童及び生徒の参加についても配慮するものとする。 
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（環境の保全等に関する教育及び学習の推進） 

第15条 市は、市民等が環境の保全等についての理解を深めるとともに、それに関する

活動が促進されるよう、環境の保全等に関する教育及び学習の推進を図るものとする。 

２ 前項の場合において、市は、特に児童及び生徒の教育及び学習を積極的に推進する

よう努めるものとする。 

（市民等の自発的な活動の支援） 

第16条 前条に定めるもののほか、市は、市民等による環境の保全等に関する自発的な

活動が促進されるよう必要な支援の措置を講ずるものとする。 

（情報の収集及び提供） 

第17条 市は、環境の保全等に関する必要な情報を収集するとともに、その情報を市民

等に適切に提供するよう努めるものとする。 

（調査及び研究の実施等） 

第18条 市は、環境の保全等に資するため、必要な調査及び研究を実施するとともに、

その成果の普及に努めるものとする。 

（監視等の体制の整備） 

第19条 市は、環境の状況を的確に把握するため、環境に係る監視、測定等の体制の整

備に努めるものとする。 

（国及び他の地方公共団体との協力等） 

第20条 市は、市の区域外へ及ぼす環境への負荷の低減に努めるとともに、環境の保全

等のため広域的な取組を必要とする施策については、国及び他の地方公共団体と協力し

てその推進に努めるものとする。 

（施策の推進体制の整備） 

第21条 市は、環境政策を総合的かつ計画的に推進するため、体制の整備その他必要な

措置を講ずるものとする。 

第３章 地球環境保全の推進のための施策 

（地球環境保全に資する施策の推進） 

第22条 市は、地球環境保全に資するため、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等に

関する施策を積極的に推進するものとする。 

（地球環境保全に関する国際協力の推進） 

第23条 市は、国等と連携し、環境の保全等に関する技術及び情報の提供等により、地

球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。 

第４章 一宮市環境審議会 

（一宮市環境審議会の設置） 

― 132 ―



第24条 環境の保全等に関する基本的事項を調査審議するため、環境基本法（平成5年法

律第91号）第44条の規定に基づき、一宮市環境審議会（以下「審議会」という。）を置

く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

(1) 環境基本計画に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する基本的事項 

３ 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。 

（審議会の組織） 

第25条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する18人以内の委員で組織する。 

(1) 市議会議員 

(2) 学識経験者 

(3) 市民 

(4) 事業者 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

（委員の任期等） 

第26条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、

前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第27条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選により選出する。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（審議会の会議） 

第28条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、これを開くことができな

い。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決す

るところによる。 

４ 審議会は、議事に関係のある者の出席を求めて、その意見を聞くことができる。 

（審議会の運営に関する事項） 

第29条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

付 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4章並びに次項及び付則第3項の規
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定は、平成16年4月1日から施行する。 

２ 平成16年4月1日（以下「施行日」という。）以後最初に策定される環境基本計画に対

する第8条第4項の規定の適用については、同項中「一宮市環境審議会」とあるのは、「一

宮市環境基本計画策定審議会の設置に関する条例（平成14年一宮市条例第26号）に規定

する一宮市環境基本計画策定審議会」と読み替えるものとする。 

３ 第28条第1項の規定にかかわらず、施行日以後最初に招集される審議会の会議は、市

長が招集する。 

付 則（平成18年9月29日条例第49号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の一宮市環境基本条例（以下「新条例」という。）第25条の規定により新たに

選任される委員の任期は、新条例第26条の規定にかかわらず、この条例の施行の際、

現に改正前の一宮市環境基本条例の規定により選任されている委員の任期の残忍期間

と同一の期間とする。 

付 則（平成22年3月26日条例第17号）抄 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成22年4月1日から施行する。 

付 則（平成23年6月29日条例第21号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成23年8月1日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第25条の規定により新たに委嘱される委員（当該委員の欠員による後任者

を含む。）の任期の終期については、改正後の第26条の規定にかかわらず、平成24年3

月31日とする。 
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一宮市環境審議会の運営に関する規則 

平成 18 年 9 月 29 日 

 規 則 第 6 7 号 

（趣 旨） 

第１条 この規則は、一宮市環境基本条例（平成 16 年一宮市条例第 19 号）第 29 条の規

定に基づき、一宮市環境審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し必要な事項

を定めるものとする。 

 （部会の設置） 

第２条 審議会には、専門的な見地から審議事項を検討させるため、必要に応じて、部

会を置くことができる。 

（部会長及び副部会長） 

第３条 部会に部会長及び副部会長それぞれ 1 人を置き、委員の互選により選出する。 

２ 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。 

３ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（部会の会議） 

第４条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が会議の議長となる。 

２ 部会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、これを開くことができない。 

３ 部会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

４ 部会は、議事に関係のある者の出席を求めて、その意見を聞くことができる。 

 （報 告） 

第５条 部会長は、部会での検討結果を審議会に報告しなければならない。 

 （雑 則） 

第６条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

付 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 第 4 条第 1 項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後最初に招集される部会

の会議は、会長が招集する。 
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一宮市公害対策協議会設置規程 

昭和 45 年 9 月 28 日 

規 程 第 9 号

（目 的） 

第１条 市民の健康と快適な生活環境の保全を考慮して、その対策を協議するため、一宮市

公害対策協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（職 務） 

第２条 協議会は、公害防止及びその対策に関して前条の目的達成のために次の事項を協議

する。 

(1) 公害防止の対策、指導に関すること。 

(2) 公害防止の調査、研究に関すること。 

(3) 公害防止の思想の高揚に関すること。 

(4) その他公害に関して必要と認めたこと。 

（組 織） 

第３条 協議会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員をもって組織する。 

(1) 市議会議員 

(2) 関係業界の代表者 

(3) 学識経験者 

(4) 関係官公署の代表者 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長は、市長をもってあてる。 

３ 副会長は、副市長をもってあてる。 

４ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。 

（会 議） 

第５条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。 

（専門部会） 

第６条 会長は、公害に関する専門の事項を調査協議するため、必要があるときは協議会に

専門部会（以下「部会」という。）を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指定する委員をもって組織する。 

３ 部会には、前項の委員のほか、必要に応じて専門知識を有する者のうちから会長が委嘱

する。 
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（庶 務） 

第７条 協議会の事務は、環境部環境保全課において処理する。 

２ 協議会の事務処理をさせるために主事を置く。 

 （運営その他必要事項） 

第８条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定

める。 

付 則 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

２ この規程は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の 4 に基づく公害に関する

委員会または付属機関を設立するときは効力を失なう。 

付 則（昭和 45 年 11 月 9 日規程第 12 号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和 48 年 9 月 27 日規程第 2 号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

付 則（平成 14 年 3 月 27 日訓令第 4 号） 

この訓令は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則（平成 19 年 3 月 28 日訓令第 1 号） 

この訓令は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 
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一宮市公害対策協議会委員名簿 

（H26.12.1 現在） 

（順不同）

会  長  谷   一 夫  一宮市長 

副 会 長  山 口 善 司  一宮市副市長 

（市議会議員） 

委 員   浅 井 俊 彦 

〃    花 谷 昌 章 

〃    水 谷 千恵子 

〃    尾 関 宗 夫 

〃    髙 木 宏 昌 

〃    浅 野 清 二 

〃    横 井 忠 史 

〃    渡 辺 宣 之 

〃    西 脇 保 廣 

〃    服 部 修 寛 

〃    山 田 弘 光 

〃    松 井 哲 朗 

〃    小 澤 達 弥 

（関係業界の代表者） 

委 員   早 川 隆 雄  尾西毛織工業協同組合理事長 

〃    梶 田 廣 英  一宮金属工業会会長 

〃    吉 田 達 弘  尾西建設協同組合理事長 

〃    岩 田 金 利  一宮市農業委員会会長 

〃    牛 田 幸 夫  愛知西農業協同組合代表理事組合長 

〃    赤 尾 剛 正  木曽川漁業協同組合代表理事組合長 
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（学識経験者） 

委 員   豊 島 半 七  一宮商工会議所会頭 

〃    二 俣 勝 美  一宮市町会長連区代表者連絡協議会会長 

〃    森 川 昌 樹  一宮市公民館長連絡協議会会長 

〃    野 村 直 孝  一宮市医師会会長 

〃    杉 本 重 雄  一宮地区薬剤師会会長 

〃    佐々木 澄 和  連合愛知尾張西地域協議会代表 

〃    堀 部 恵美子  一宮市地域女性団体連絡会会長 

  （関係官公署の代表者） 

委 員   夏 目 佳 明  一宮警察署長 

〃    向 井 克 之  一宮建設事務所長 

〃    大 竹 克 則  一宮労働基準監督署長 

〃    木 村 幸 夫  尾張農林水産事務所一宮支所長 

〃    酒 井 秀 雄  尾張県民事務所環境保全課長 
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一宮市公害対策会議要綱 

（設 置） 

第１条 公害に関する連絡、協議及び調査研究を行い、その対策を樹立し、もって公害

処理の円滑な推進を図るため、一宮市公害対策会議（以下「会議」という。）を設置す

る。 

 （所掌事務） 

第２条 会議は、次に掲げる事項の実施について協議する。 

(1) 公害の発生防止対策に関すること。 

(2) 公害対策に関する連絡調整及びその推進に関すること。 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、公害対策に関し必要なこと。 

 （組 織） 

第３条 会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長には副市長、副会長には環境部長をもって充てる。 

３ 委員には、別表第 1 に掲げる者をもって充てる。 

 （幹 事） 

第４条 会議に幹事を置き、第 2 条に規定する事務の予備的調査研究及び資料の収集を

行う。 

２ 幹事には、別表第 2 に掲げる者をもって充てる。 

（招 集） 

第５条 会議及び幹事の招集は、必要に応じて随時会長が行う。 

２ 会長は、必要に応じて、別表第 2 の幹事以外の者を招集することができる。 

（庶 務） 

第６条 会議の庶務は、環境部環境保全課において処理する。 

付 則 

この要綱は、平成 7 年 12 月 1 日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成 9 年 10 月 1 日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 
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別表第１（第 3 条関係） 

総務部長 市民健康部長 経済部長 建設部長 教育長 水道事業等管理者 

別表第２（第 4 条、第 5 条関係） 

健康づくり課長 清掃対策課長 施設管理課長 浄化課長 経済振興課長 

農業振興課長 まちづくり課長 公園緑地課長 維持課長 建築指導課長 

教育委員会総務課長 下水道建設１課長 施設保全課長 
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環境法の体系

循環型社会形成推進基本法、廃棄物の処理及び清掃に関する法
律、資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別
収集及び再商品化の促進等に関する法律、特定家庭用機器再商品
化法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、食品循環
資源の再生利用等の促進に関する法律、使用済自動車の再資源化
等に関する法律、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関す
る法律　等

国土利用計画法、都市計画法、建築基準法　等

自然環境保全法、自然公園法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存
に関する法律、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に
関する法律、自然再生推進法、温泉法、エコツーリズム推進法、
生物多様性基本法、地域における多様な主体の連携による生物の
多様性の保全のための活動の促進等に関する法律　等

下水道法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

事業者等の責務

環境基準の設定

ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適
正な処理の推進に関する特別措置法、特定化学物質の環境への排
出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律、放射性物質汚
染対処特措法

土壌汚染

騒　　音

環境影響評価法

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律、環境情報の
提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促
進に関する法律

大気汚染防止法、道路交通法、電気事業法、ガス事業法、自動車
から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総
量の削減等に関する特別措置法　等

水質汚濁防止法、浄化槽法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関
する法律、瀬戸内海環境保全特別措置法　等

大気汚染

水質汚濁

騒音規制法、道路交通法　等

振動規制法、道路交通法　等

工業用水法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律

悪臭防止法、化製場等に関する法律

環境保全の
基本的政策

環境の保全に関する
施設の整備等

化学物質

環境保全上の支障を
防止するための枠組
み・規制

環境保全上の支障を
防止するための経済
的措置

振　　動

地盤沈下

悪　　臭

廃棄物・
リサイクル

地球環境保全・国際
協力等

紛争処理・被害者救
済

環境省　中央環境審議会

土地利用

自然環境

環境負荷の低減に関
する製品等の利用の
促進

環境省　公害対策会議

公害等の定義・環境の保全に関する理念

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律、土壌汚染対策法

環

境

基

本

法

環境審議会等

総　　則

費用負担
財政措置

環境基本計画・公害
防止計画の策定等

環境影響評価の推進

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律、国等におけ
る温室効果ガスの排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律、環境情報
の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の
促進に関する法律

公害紛争処理法、公害健康被害の補償等に関する法律、石綿によ
る健康被害の救済に関する法律　等

地球温暖化対策の推進に関する法律、特定製品に係るフロン類の
回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、海岸漂着物処理推進
法

公害防止事業費事業者負担法、公害の防止に関する事業に係る国
の財政上の特別措置に関する法律

都道府県・市町村　環境審議会

環境教育・情報提供
等
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騒音・振動に係る基準
　工場・事業所に係る規制基準

　騒音の規制基準

時　間　区　分　 昼　　間 夜　　間

　地　域　区　分

第 １ 種 低 層 住 居 専 用 地 域 デシベル デシベル

第 ２ 種 低 層 住 居 専 用 地 域

第 １ 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域

第 ２ 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域

第 １ 種 住 居 地 域

第 ２ 種 住 居 地 域

準 住 居 地 域
都市計画区域で用途地域の定められていない地域 ６０ ５０

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

工 業 地 域 ７０ ６０

工 業 専 用 地 域 ７５ ７０

　振動の規制基準

時　間　区　分　

　地　域　区　分

第 １ 種 低 層 住 居 専 用 地 域

第 ２ 種 低 層 住 居 専 用 地 域

第 １ 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域

第 ２ 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域

第 １ 種 住 居 地 域

第 ２ 種 住 居 地 域

準 住 居 地 域
都市計画区域で用途地域の定められていない地域

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

工 業 地 域

工 業 専 用 地 域

　Ⅰ　騒音関係では、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域及び都市

　　計画区域で用途地域の定められていない地域内、振動関係では、工業地域及び工業専用地域

　　内の学校、病院、診療所、図書館及び保育所等の敷地の周囲50ｍの範囲内の基準は上の表の

　　値から5デシベルを減じた値とする。

　Ⅱ　第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第２種

　　中高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域及び準住居地域に接する工業地域及

　　び工業専用地域の境界線から内側50ｍ範囲内の基準は上の表の値から5デシベルを減じた値

　　とする。

７５

公害関係の主な基準について

昼　　間

7：00～20：00
デシベル

６０

夜　　間

20：00～7：00
デシベル

５５

朝　・　夕

７５

６５

６５

６５

６５

６５

７０

５０

 6：00～ 8：00

19：00～22：00
デシベル

４０

４５

５５

６０

8：00～19：00 22：00～6：00

４５ ４０

５０ ４０

６０

６０

６５

７０

５５
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　建設作業に係る規制基準

騒　　　　　音 振　　　　　動

１．くい打機等を使用する作業 １．くい打機等を使用する作業

２．びょう打機を使用する作業

３．さく岩機を使用する作業 ２．鋼球を使用して構築物等を

４．空気圧縮機を使用する作業 　破壊する作業

５．コンクリートプラント等を

　設けて行う作業 ３．舗装版破砕機を使用する作業

６．バックホウを使用する作業

７．トラクターショベルを使用 ４．ブレーカーを使用する作業

　する作業

８．ブルドーザーを使用する作業

９．鉄筋コンクリート造等の

　建造物を解体・破壊する作業

10．コンクリートミキサー等を

　用いる作業

11．コンクリートカッターを使

　用する作業

12．ブルドーザー・バックホウ

　の種別　　　の区分 　等を用いる作業

13．ロードローラー等を用いる

　作業

基 準 値 ①②③ ８５デシベル ７５デシベル

①

②

＊1日あたり ①

の作業時間 ②

作 業 期 間 ①②③

作 業 日 ①②③

　Ⅰ　基準値は、騒音特定建設作業及び振動特定建設作業の場所の敷地の境界線での値

　Ⅱ　基準値を超えている場合、騒音及び振動の防止の方法の改善のみならず、1日の作業時間

　　を＊欄に定める時間未満4時間以上の間において短縮させることを勧告・命令することがで

　　きる。

　Ⅲ　①地域とは第１種低層住居専用地域・第２種低層住居専用地域・第１種中高層住居専用

　　地域・第２種中高層住居専用地域・第１種住居地域・第２種住居地域・準住居地域・近隣

　　商業地域・商業地域及び準工業地域並びに工業地域・工業専用地域内の学校・病院・診療

　　所・保育所・図書館・特別養護老人ホームの敷地周囲80ｍの区域と都市計画区域で用途地

　　域の定められていない地域及び都市計画区域外の地域である。

　　②地域とは工業地域（①地域の区域を除く）である。

　　③地域とは工業専用地域（①地域の区域を除く）である。

10 時 間 を 超 え な い こ と

14 時 間 を 超 え な い こ と

連 続 6 日 を 超 え な い こ と

日 曜 日 そ の 他 の 休 日 で な い こ と

　　特定建設作業

　規制　　　　地域

作 業 時 間
午 後 7 時 ～ 午 前 7 時 の 時 間 内 で な い こ と

午後 10 時～午 前 6 時の 時間 内で ない こと
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　一般騒音に係る環境基準

特例

　７０デシベル以下

＊４５デシベル以下

　６５デシベル以下

＊４０デシベル以下

近隣商業地域、
商業地域、準
工業地域及び
工業地域

よう努めるものとする。

ては、10年を超える期間で可及的速やかに達成される
ように努めるものとする。

ず当該道路の供用後直ちに達成され又は維持されるよ

１　地域の類型
　　ＡＡ：療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域
　　　Ａ：専ら住居の用に供される地域
　　　Ｂ：主として住居の用に供される地域
　　　Ｃ：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域
２　時間の区分
　　昼間：午前6時から午後10時まで
　　夜間：午後10時から翌日の午前6時まで
３　＊は屋内へ透過する騒音に係る基準（個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活
　が営まれていると認められるときは、この基準によることができる。）
４　この環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しない。
５　「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいう。
　　・高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（市町村道は４車線以上の区間）
　　・一般自動車道であって都市計画法施行規則第７条第１項第１号に定める自動車専用道路

〔新たな環境基準について〕

　　平成10年9月に騒音に係る新たな環境基準が環境庁から告示され、平成11年4月に施行された。

　新たな環境基準の主なポイントは次のとおりである。

　①　騒音の評価手法が、これまでの騒音レベルの中央値（Ｌ50）から、等価騒音レベル（ＬAeq）

　　に変更された。
　　　等価騒音レベル（ＬAeq）は変動する騒音のレベルのエネルギー的な平均値のことで、住民

　　反応との対応が良好で、国際的にも広く採用されている。

　②　環境基準の達成状況の地域としての評価は、次の方法により行うこととされた。

　　・　道路に面する地域以外の地域

　　　　原則として、一定の地域ごとに当該地域の騒音を代表すると思われる地点を選定して評価

　　・　道路に面する地域

　　　　原則として、一定の地域ごとに当該地域内の全ての住居等のうち基準値を超過する戸数及

　　　び超過する割合を把握することにより評価

　③　道路に面する地域のうち、幹線交通を担う道路に近接する空間については、特例として別に

　　基準値が定められるとともに、屋内へ透過する騒音に係る基準値が示された。

Ｂ Ｃ

Ａ地域のうち2車
線以上の車線を
有する道路に面
する地域

Ｂ地域のうち2車
線以上の車線を
有する道路に面
する地域及びＣ
地域のうち車線
を有する道路に
面する地域

６０デシベル以下

幹線交通を担う道
路に近接する空間

基
準
値

昼間 ５０デシベル以下５５デシベル以下５５デシベル以下６０デシベル以下 ６０デシベル以下 ６５デシベル以下

夜間

地域の
区分及
び類型

道路に面する地域以外の地域 道路に面する地域

ＡＡ Ａ

４０デシベル以下４５デシベル以下４５デシベル以下５０デシベル以下 ５５デシベル以下

道路交通量が多くその達成が著しく困難な地域につい

該当地域 該当なし

第１種低層住
居専用地域、
第２種低層住
居専用地域、
第１種中高層
住居専用地域
及び第２種中
高層住居専用
地域

第１種住居地
域、第２種住
居地域、準住
居地域及び都
市計画区域で
用途地域の定
められていな
い地域

備　　考

　道路に面する地域以外の地域が、環境基準が施行さ
　 れた日以降計画された道路の設置によって新たに道路
　 に面することとなった場合にあっては上記にかかわら

　 う努めるものとする。

達成期間

　環境基準の施行後直ちに達成され、又は維持されるよう努め 　既設の道路に面する地域については、環境基準の施
るものとする。 行後10年以内を目途として達成され、又は維持される

　ただし、幹線交通を担う道路に面する地域であって、
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航空機騒音に係る環境基準 

（昭和 48 年 12 月 27 日環境庁告示第 154 号） 

 環境基本法（平成 5 年法律第 91 号）第 16 条第 1 項の規定に基づく騒音に係る環境上

の条件につき、生活環境を保全し、人の健康に資するうえで維持することが望ましい航

空機騒音に係る基準（以下「環境基準」という。）及びその達成期間は、次のとおりとす

る。 

環境基準 

 環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型をあて

はめる地域は、都道府県が指定する。Ⅰをあてはめる地域は専ら住居の用に供される地

域とし、Ⅱをあてはめる地域はⅠ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある

地域とする。 

1 県営名古屋空港・岐阜飛行場の航空機騒音に係る環境基準 

（昭和 52 年 4 月 30 日 県告示第 483 号） 

地域の類型 
基準値 
(Lden) 

該 当 地 域 

Ⅰ 57dB 以下 

第 1 種低層住居専

用地域、第 2 種低

層住居専用地域、

第 1 種中高層住居

専用地域、第 2 種

中高層住居専用地

域、第 1 種住居地

域、第 2 種住居地

域、準住居地域及

び都市計画区域で

用途地域の定めら

れていない地域 

1 県営名古屋空港（愛知県西春日井

郡豊山町豊場）の位置を示す標点（北

緯 35 度 15 分 06 秒、東経 136 度 55 分

39 秒）から滑走路延長方向に延ばした

直線（以下「名古屋中心線」という。）

と直角方向に東方 5km、西方 4km の点

を通る名古屋中心線との平行線、標点

から名古屋中心線上に南方へ 18km の

点を通る名古屋中心線との垂線及び

愛知、岐阜両県の県境によって囲まれ

る地域。ただし、県営名古屋空港の敷

地並びに河川区域及び工業専用地域

を除く。 

2 岐阜飛行場（岐阜県各務原市那加

町）の位置を示す標点（北緯 35 度 23

分 28 秒、東経 136 度 52 分 21 秒）か

ら滑走路延長方向に延ばした直線（以

下「岐阜中心線」という。）と直角方

向に南方 6km、北方 1km の点を通る岐

阜中心線との平行線、標点から岐阜中

心線上に東方へ 13km の点を通る岐阜

中心線との垂線及び名古屋中心線と

直角方向に東方へ 5km の点を通る名古

屋中心線との平行線によって囲まれ

る愛知県内の地域。ただし、河川区域

及び工業専用地域を除く。 

Ⅱ 62dB 以下 

近隣商業地域、商

業地域、準工業地

域及び工業地域 
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2 中部国際空港の航空機騒音に係る環境基準 （平成 18 年 3 月 31 日 県告示第 305 号） 

地域の類型 
基 準 値 

(Lden) 
該 当 地 域 

Ⅰ 57dB 以下 
常滑市、弥富市、飛島村、南知多町及び美浜町の区域。 

ただし、空港島の区域、河川区域及び工業専用地域を除く。

達成期間 

 環境基準は、公共用飛行場等の周辺地域においては、飛行場の区分ごとに次表の達成

期間の欄に掲げる期間で達成され、又は維持されるものとする。 

 この場合において、達成期間が５年を超える地域においては、中間的に同表の改善目

標の欄に掲げる目標を達成しつつ、段階的に環境基準が達成されるようにするものとす

る。 

飛行場の区分 達成期間 改善目標 

新設飛行場 

直ちに 

既

設

飛

行

場

第３種空港及びこれに準ず

るもの 

第２種空港 

（福岡空港

は除く。） 

Ａ 5 年以内  

Ｂ 

名古屋空港は

ここに該当 
10 年以内 

5 年以内に 70dB 未満とすること又は

70dB 以上の地域において屋内で 50dB 以

下とすること。 
成田国際空港 

第１種空港（成田国際空港

を除く。）及び福岡空港 

10 年を超

え る 期 間

内 に 可 及

的 速 や か

に 

１．5 年以内に 70dB 未満とすること又は

70dB 以上の地域において屋内で 50dB

以下とすること。 

２．10 年以内に 62dB 未満とすること又

は 62dB 以上の地域において屋内で

47dB 以下とすること。 

 備 考 

１．既設飛行場の区分は、環境基準が定められた日における区分とする。 

２．第２種空港のうち、Ｂとはターボジェット発動機を有する航空機が定期航空運送 

事業として離着陸するものをいい、ＡとはＢを除くものをいう。 

 ３．達成期間の欄に掲げる期間及び各改善目標を達成するための期間は、環境基準が 

定められた日から起算する。 
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自動車騒音の限度 

１ 要請限度 

時間の区分

区域の区分 

昼  間 夜  間 

6：00～22：00 22：00～6：00 

１ 
ａ区域及びｂ区域のうち 1 車線以上の車線を有す

る道路に面する区域 
６５デシベル ５５デシベル 

２ 
ａ区域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面

する区域 
７０デシベル ６５デシベル 

３ 

ｂ区域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面

する区域及びｃ区域のうち車線を有する道路に面

する区域 

７５デシベル ７０デシベル 

備考 区域の区分 

   第ａ区域 第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住居 

        専用地域、第２種中高層住居専用地域 

   第ｂ区域 第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域、都市計画区域で用途地 

        域の定められていない地域 

   第ｃ区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 

幹線交通を担う道路に近接する区域に係る限度の特例 

昼間（6：00～22：00） 夜間（22：00～6：00） 

７５デシベル ７０デシベル 

注１ 幹線交通を担う道路とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道 

（市町村道は 4 車線以上の区間） 

  ２ 近接する区域とは、2 車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地境界線 

   から 15 メートル、2 車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地境界線か 

   ら 20 メートル 

２ 測定方法等 

（１）騒音の測定は、計量法第 71 条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。 

（２）騒音の測定は、道路に接して住居、病院、学校等の用に供される建築物（以下「住 

居等」という。）が存している場合には道路の敷地の境界線において行い、道路に沿 

って住居等以外の用途の土地利用が行われているため道路から距離をおいて住居等 

が存している場合には住居等に到達する騒音の大きさを測定できる地点において行 

うものとする。これらの場合において、測定を行う高さは、当該地点の鉛直方向に 

おいて生活環境の保全上騒音が最も問題となる位置とする。 
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（３）騒音の測定は、当該道路のうち原則として交差点を除く部分に係る自動車騒音を

対象とし、連続する 7 日間のうち当該自動車騒音の状況を代表すると認められる 3

日間について行うものとする。 

（４）騒音の評価手法は、等価騒音（ＬAeq）レベルによるものとする。 

（５）騒音の測定方法は、原則として、日本工業規格 Z8731 に定める騒音レベルの測定

方法によるものとし、建築物による無視できない反射の影響を避けうる位置で測定

するものとする。ただし、建築物と道路との間（道路の敷地の境界線を含む。）の地

点において測定を行い、当該建築物による無視できない反射の影響を避けることが

できない場合において、当該影響を勘案し実測値を補正するなど適切な措置を講ず

るときは、この限りでない。 

（６）自動車騒音以外の騒音又は当該道路以外の道路に係る自動車騒音による影響があ

ると認められる場合は、これらの影響を勘案し実測値を補正するものとする。 

（７）騒音の大きさは、測定した値を時間の区分ごとに 3 日間の原則として全時間を通

じてエネルギー平均した値とする。 

道路交通振動の限度 

１ 要請限度 

時間の区分 昼  間 夜  間 

区域の区分 7：00～20：00 20：00～7:00 

１ 第 １ 種 区 域 ６５デシベル ６０デシベル 

２ 第 ２ 種 区 域 ７０デシベル ６５デシベル 

備考 区域の区分 

   第１種区域 第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住居 

専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地 

域、準住居地域 

   第２種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、都市計画区域で用途 

地域の定められていない地域 
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２ 測定方法等 

（１）振動の測定は、計量法第 71 条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向

について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性

を用いることとする。 

（２）振動の測定場所は、道路の敷地の境界線とする。 

（３）振動の測定は、当該道路に係る道路交通振動を対象とし、当該道路交通振動の

状況を代表すると認められる 1 日について、昼間及び夜間の区分ごとに 1 時間当

たり 1 回以上の測定を 4 時間以上行うものとする。 

（４）振動の測定方法は、次のとおりとする。 

① 振動ピックアップの設置場所は次のとおりとする。  

イ 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所 

ロ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所 

ハ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所 

② 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。 

測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動（当該測定場所において発生

する振動で、当該測定の対象とする振動以外のものをいう。）の指示値の差

が 10 デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の

表の上欄に掲げる指示値の差ごとに、同表の下欄に掲げる補正値を減ずるも

のとする。 

指
示
値
の
差

三
デ
シ
ベ
ル

四
デ
シ
ベ
ル

五
デ
シ
ベ
ル

六
デ
シ
ベ
ル

七
デ
シ
ベ
ル

八
デ
シ
ベ
ル

九
デ
シ
ベ
ル

補

正

値

三
デ
シ
ベ
ル

二
デ
シ
ベ
ル

一
デ
シ
ベ
ル

（５）振動レベルは、5 秒間隔・100 個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の 80％レ

ンジの上端の数値（Ｌ10）を、昼間及び夜間の区分ごとにすべてについて平均し

た数値とする。 
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新幹線鉄道騒音に係る環境基準 

「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」 

（昭和 50 年 7 月 29 日環境庁告示第 46 号） 

（１） 地域の類型ごとの基準値 

地域の類型 用途地域 基準値 

Ⅰ 

・第１種低層住居専用地域 

・第２種低層住居専用地域 

・第１種中高層住居専用地域 

・第２種中高層住居専用地域 

・第１種住居地域 

・第２種住居地域 

・準住居地域 

・都市計画区域で用途地域の定められていない地域

７０デシベル以下 

Ⅱ 

・近隣商業地域 

・商業地域 

・準工業地域 

・工業地域 

７５デシベル以下 

（２） 基準値の測定・評価方法 

ア 測定は、新幹線鉄道の上り及び下りの列車を合わせて、原則として連続して

通過する 20 本の列車について、当該通過列車ごとの騒音のピークレベルを読み

取って行うものとする。 

イ 測定は、屋外において原則として地上 1.2ｍの高さで行うものとし、その測定

点としては、当該地域の新幹線鉄道騒音を代表すると認められる地点のほか新

幹線鉄道騒音が問題となる地点を選定するものとする。 

ウ 評価は、アのピークレベルのうちレベルの大きさが上位半数のものをパワー

平均して行うものとする。 
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大気汚染に係る基準 

大気汚染に係る環境基準 

備考 

１．浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が 10μm 以 

下のものをいう。 

２．光化学オキシダントとは、オゾン（Ｏ3）、パーオキシアセチルナイトレート（ＰＡＮ）

その他の光化学反応により生成される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ

素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。 

３．微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5μm の粒子

を 50％の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に

採取される粒子をいう。

物 質 名 環境上の条件 達成期間 適用除外

二酸化硫黄

（ＳＯ２）

1 時間値の 1 日平均値が

0.04ppm以下であり、かつ、1

時間値が 0.1ppm 以下である

こと。

維持されまたは原則として 5 年以内（昭和

53年度当初）において達成されるよう努め

るものとする。

工業専用地

域、車道そ

の他一般公

衆が通常生

活していな

い地域また

は場所につ

いては、適

用しない。 
二酸化窒素

（ＮＯ２）

1 時間値の 1 日平均値が

0.04ppm から 0.06ppm までの

ゾーン内又はそれ以下であ

ること。

1 時間値の 1 日平均値が 0.06ppm を超える

地域にあっては、1 時間値の 1 日平均値

0.06ppmが達成されるよう努めるものとし、

その達成期間は原則として 7 年以内（昭和

60年度当初）とする。 

1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から

0.06ppm までのゾーン内にある地域にあっ

ては、原則として、このゾーン内において、

現状程度の水準を維持し、又はこれを大き

く上回ることとならないよう努めるものと

する。

一酸化炭素

（ＣＯ）

1 時間値の 1 日平均値が

10ppm 以下であり、かつ、1

時間値の 8 時間平均値が

20ppm以下であること。

維持されまたは早期に達成されるよう努め

るものとする。

浮 遊 粒 子

状 物 質

（ＳＰＭ） 

1 時間値の 1 日平均値が

0.10mg/ 以下であり、かつ、

1 時間値が 0.20mg/ 以下で

あること。 

光 化 学

オキシダン

ト 

（Ｏx）

1 時間値が 0.06ppm 以下であ

ること。

微 小 粒 子

状 物 質

(ＰＭ２．５) 

1 年平均値が15μg/ 以下で

あり、かつ、1日平均値が35

μg/  以下であること。 
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環境基準の評価方法

１．二酸化硫黄（ＳＯ2） ［長期的評価］ 

  年間にわたる1日平均値である測定値につき、測定値の高い方から2％の範囲内にあ

るものを除外した値が0.04ppm以下であること。ただし、1日平均値が0.04ppmを超えた

日が2日以上連続しないこと。 

２．二酸化窒素（ＮＯ2） ［長期的評価］ 

  年間における1日平均値のうち、低い方から98％に相当する値が0.06ppm以下である

こと。 

３．一酸化炭素（ＣＯ） ［長期的評価］ 

  年間にわたる1日平均値である測定値につき、測定値の高い方から2％の範囲内にあ

るものを除外した値が10ppm以下であること。ただし、1日平均値が10ppmを超えた日が

2日以上連続しないこと。 

４．浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） ［長期的評価］ 

年間にわたる1日平均値である測定値につき、測定値の高い方から2％の範囲内にあ

るものを除外した値が0.10㎎/ 以下であること。ただし、1日平均値が0.10㎎/ を超

えた日が2日以上連続しないこと。 

５．光化学オキシダント（Ｏx） ［短期的評価］ 

年間を通じて、1時間値が0.06ppm以下であること。ただし、5時から20時の昼間時間

帯について評価する。 

６．微小粒子状物質（ＰＭ２．５） 

「平成21年9月9日付け環水大総発第090909001号環境省水・大気環境局長通知」一部抜粋 

(1)環境基準による大気環境濃度の評価 

微小粒子状物質の環境基準について、微小粒子状物質の曝露から人の健康の保護を

図る観点から、曝露濃度分布全体を平均的に低減する意味での長期基準と曝露濃度分

布のうち高濃度領域の濃度出現を減少させる意味での短期基準の両者を設定するこ

ととした。このため、長期基準及び短期基準に対応した環境基準達成状況の評価を行

うものとする。  

長期基準に対応した環境基準達成状況は、長期的評価として測定結果の1 年平均値

について評価を行うものとする。 

短期基準に対応した環境基準達成状況は、短期基準が健康リスクの上昇や統計学的

な安定性を考慮して年間98 パーセンタイル値を超える高濃度領域の濃度出現を減少

させるために設定されることを踏まえ、長期的評価としての測定結果の年間98 パー

センタイル値を日平均値の代表値として選択し、評価を行うものとする。 

測定局における測定結果(1 年平均値及び98 パーセンタイル値)を踏まえた環境基
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準達成状況については、長期基準及び短期基準の達成若しくは非達成の評価を各々行

い、その上で両者の基準を達成することによって評価するものとする。 

(2) 黄砂時等の特異的現象に関する評価への考慮 

黄砂期間の健康影響を曝露期間全般の健康影響から特定することは現時点では困

難であり、大気環境濃度の評価の対象期間から黄砂期間を除いて評価することは適切

ではなく、黄砂期間も評価の対象期間に含めることが適当とされている。その一方、

長期的評価は施策の効果を見る観点も含むことから、長期基準による評価が非達成の

ときに、非黄砂期間中の測定結果の平均値を算定し、その数値が長期基準を達成して

いる場合にあっては、黄砂の影響で非達成と注釈を付して評価し、同様に、短期基準

による評価が非達成のときに、非黄砂期間中の測定結果の中から年間98 パーセンタ

イル値を選定し、その数値が短期基準を達成している場合にあっては、黄砂の影響で

非達成と注釈を付して評価するものとする。 

また、黄砂以外にも火山の噴火や山火事等、微小粒子状物質の濃度の上昇の原因と

なる特異的現象が特定される場合で、環境基準達成の評価に特異的現象が影響を与え

ると判断できる場合においては、黄砂期間の評価方法を準用して評価を実施する。
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水質汚濁に係る基準

生活環境の保全に関する環境基準（河川）

ア

類
型

水道１級、自然環境保
全及びＡ以下の欄に掲
げるもの

6.5以上
8.5以下

1mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上
50MPN/

100mL以下

水道２級、水産１級、
水浴及びＢ以下の欄に
掲げるもの

6.5以上
8.5以下

2mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上
1,000MPN/
100mL以下

水道３級、水産２級及
びＣ以下の欄に掲げる
もの

6.5以上
8.5以下

3mg/L以下 25mg/L以下 5mg/L以上
5,000MPN/
100mL以下

水産３級、工業用水１
級及びＤ以下の欄に掲
げるもの

6.5以上
8.5以下

5mg/L以下 50mg/L以下 5mg/L以上 －

工業用水２級、農業用
水及びＥの欄に掲げる
もの

6.0以上
8.5以下

8mg/L以下 100mg/L以下 2mg/L以上 －

工業用水３級
環境保全

6.0以上
8.5以下

10mg/L以下
ごみ等の浮遊が認
められないこと。

2mg/L以上 －

　る。）

浮遊物質量
(ＳＳ)

備考

２　農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。（湖沼もこれに準ず

３　省略

４　省略

利用目的の
適応性

項
目

基準値

水素イオン濃度
(ｐＨ)

生物化学的
酸素要求量
(ＢＯＤ)

１　基準値は、日間平均値とする。（湖沼、海域もこれに準ずる。）

溶存酸素量
(ＤＯ)

大腸菌群数

（注）
１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
２　水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
　　水道２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
　　水道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
３　水産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用
　　水産２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用
　　水産３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用
４　工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
　　工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
　　工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの
５　環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

AA

A

B

C

D

E

イ

項目

類型 全亜鉛 ノニルフェノール LAS

イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生
生物及びこれらの餌生物が生息する水域

0.03mg/L以下 0.001mg/L以下 0.03mg/L以下

生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水
生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育
場として特に保全が必要な水域

0.03mg/L以下 0.0006mg/L以下 0.02mg/L以下

コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及
びこれらの餌生物が生息する水域

0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.05mg/L以下

生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄
に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼
稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.04mg/L以下

備考
１　基準値は、年間平均値とする。（湖沼、海域もこれに準ずる。）

生物A

生物特A

生物B

生物特B

水生生物の生息状況の適応性
基準値
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人の健康の保護に関する環境基準

項 目 基 準 値

カドミウム 0.003mg/L 以下

全シアン 検出されないこと。

鉛 0.01mg/L 以下

六価クロム 0.05mg/L 以下

砒素 0.01mg/L 以下

総水銀 0.0005mg/L以下

アルキル水銀 検出されないこと。

ＰＣＢ 検出されないこと。

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下

四塩化炭素 0.002mg/L以下

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L以下

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L以下

チウラム 0.006mg/L以下

シマジン 0.003mg/L以下

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下

ベンゼン 0.01mg/L 以下

セレン 0.01mg/L 以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下

ふっ素 0.8mg/L 以下

ほう素 1mg/L 以下

1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下

備考
１ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値につ
  いては、最高値とする｡
２「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測
  定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回るこ
  とをいう。
３ 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
４ 省略
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底質の暫定除去基準（河川および湖沼）

物質の種類 基 準 値

水  銀  25ppm 以上

Ｐ Ｃ Ｂ 10ppm 以上
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環境省令で定める一律排水基準 

健 康 項 目 

有 害 物 質 の 種 類 許 容 限 度 

カドミウム及びその化合物 0.03mg/L 

シアン化合物 1mg/L 

有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及

び EPN に限る。） 
1mg/L 

鉛及びその化合物 0.1mg/L 

六価クロム化合物 0.5mg/L 

砒素及びその化合物 0.1mg/L 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005mg/L 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 

ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/L 

トリクロロエチレン 0.3mg/L 

テトラクロロエチレン 0.1mg/L 

ジクロロメタン 0.2mg/L 

四塩化炭素 0.02mg/L 

1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L 

1,1-ジクロロエチレン 1mg/L 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L 

1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L 

1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L 

1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L 

チウラム 0.06mg/L 

シマジン 0.03mg/L 

チオベンカルブ 0.2mg/L 

ベンゼン 0.1mg/L 

セレン及びその化合物 0.1mg/L 

ほう素及びその化合物 
海域以外 10mg/L 

海域 230mg/L 

ふっ素及びその化合物 
海域以外 8mg/L 

海域 15mg/L 

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 100mg/L（注） 

1,4-ジオキサン 0.5mg/L 

備 考 

「検出されないこと。」とは、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した

場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 

（注）アンモニア性窒素に 0.4 を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。 
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生活環境項目 

生 活 環 境 項 目 許 容 限 度 

水素イオン濃度（pH） 
海域以外 5.8～8.6 

海域 5.0～9.0 

生物化学的酸素要求量（BOD） 160mg/L（日間平均 120mg/L） 

化学的酸素要求量（COD） 160mg/L（日間平均 120mg/L） 

浮遊物質量（SS） 200mg/L（日間平均 150mg/L） 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量） 5mg/L 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有

量） 
30mg/L 

フェノール類含有量 5mg/L 

銅含有量 3mg/L 

亜鉛含有量 2mg/L 

溶解性鉄含有量 10mg/L 

溶解性マンガン含有量 10mg/L 

クロム含有量 2mg/L 

大腸菌群数 日間平均 3000 個/cm3

窒素含有量 120mg/L（日間平均 60mg/L） 

燐含有量 16mg/L（日間平均 8mg/L） 

備 考 

1 この表に掲げる排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が 50  以上である工

場又は事業場に係る排出水について適用する。 

2 生物化学的酸素要求量（BOD）についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水

域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量（COD）についての排水基

準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。 

3 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をも

たらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著し

い増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入

する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 

4 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたら

すおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増

殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する

公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 
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土壌汚染に係る基準

土壌の汚染に係る環境基準

項     目 環 境 上 の 条 件 

カドミウム 
検液 1 につき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地にお

いては、米 1kg につき 0.4mg 以下であること 

全シアン 検液中に検出されないこと 

有機燐 検液中に検出されないこと 

鉛 検液 1 につき 0.01mg 以下であること 

六価クロム 検液 1 につき 0.05mg 以下であること 

砒素 

検液 1 につき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地（田

に限る。）においては、土壌米 1kg につき 15mg 未満で

あること 

総水銀 検液 1 につき 0.0005mg 以下であること 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと 

ＰＣＢ 検液中に検出されないこと 

銅 
農用地（田に限る。）において、土壌米 1kg につき 125mg

未満であること 

ジクロロメタン 検液 1 につき 0.02mg 以下であること 

四塩化炭素 検液 1 につき 0.002mg 以下であること 

1,2-ジクロロエタン 検液 1 につき 0.004mg 以下であること 

1,1-ジクロロエチレン 検液 1 につき 0.1mg 以下であること 

シス-1,2-ジクロロエチレン 検液 1 につき 0.04mg 以下であること 

1,1,1-トリクロロエタン 検液 1 につき 1mg 以下であること 

1,1,2-トリクロロエタン 検液 1 につき 0.006mg 以下であること 

トリクロロエチレン 検液 1 につき 0.03mg 以下であること 

テトラクロロエチレン 検液 1 につき 0.01mg 以下であること 

1,3-ジクロロプロペン 検液 1 につき 0.002mg 以下であること 

チウラム 検液 1 につき 0.006mg 以下であること 

シマジン 検液 1 につき 0.003mg 以下であること 

チオベンカルブ 検液 1 につき 0.02mg 以下であること 

ベンゼン 検液 1 につき 0.01mg 以下であること 

セレン 検液 1 につき 0.01mg 以下であること 

ふっ素 検液 1 につき 0.8mg 以下であること 

ほう素 検液 1 につき 1mg 以下であること 
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備 考 

 １ 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により 

検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。 

 ２ カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係 

  る環境上の条件のうち検疫中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から 

  離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ 

  地下水 1 につき 0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg、 

  及び 1mg を超えていない場合には、それぞれ検液 1 につき 0.03mg、0.03mg、 

  0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg 及び 3mg とする。 

 ３ 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定し 

  た場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

 ４ 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをい 

  う。 
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指定基準

特定有害物質の種類 土壌溶出量基準 土壌含有量基準 

四塩化炭素 検液 1 につき 0.002mg 以下であること。   

1,2-ジクロロエタン 検液 1 につき 0.004mg 以下であること。   

1,1-ジクロロエチレン 検液 1 につき 0.1mg 以下であること。   

シス-1,2-ジクロロエチレン 検液 1 につき 0.04mg 以下であること。   

1,3-ジクロロプロペン 検液 1 につき 0.002mg 以下であること。   

ジクロロメタン 検液 1 につき 0.02mg 以下であること。   

テトラクロロエチレン 検液 1 につき 0.01mg 以下であること。   

1,1,1-トリクロロエタン 検液 1 につき 1mg 以下であること。   

1,1,2-トリクロロエタン 検液 1 につき 0.006mg 以下であること。   

トリクロロエチレン 検液 1 につき 0.03mg 以下であること。   

ベンゼン 検液 1 につき 0.01mg 以下であること。   

カドミウム及びその化合物 
検液 1 につきカドミウム 0.01mg 以下で

あること。 

土壌 1kg につきカドミウ

ム 150mg 以下であること。 

六価クロム化合物 
検液 1 につき六価クロム 0.05mg 以下で

あること。 

土壌 1kg につき六価クロ

ム 250mg 以下であること。 

シアン化合物 検液中にシアンが検出されないこと。 
土壌 1kg につき遊離シア

ン 50mg 以下であること。 

水銀及びその化合物 

検液 1 につき水銀 0.0005mg 以下であり、 

かつ、検液中にアルキル水銀が検出され

ないこと。 

土壌 1kg につき水銀 15mg

以下であること。 

セレン及びその化合物 
検液 1 につきセレン 0.01mg 以下である

こと。 

土 壌 1kg に つ き セ レ ン

150mg 以下であること。 

鉛及びその化合物 検液 1 につき鉛 0.01mg 以下であること。 
土壌 1kg につき鉛 150mg

以下であること。 

砒素及びその化合物 
検液 1 につき砒素 0.01mg 以下であるこ

と。 

土壌 1kgにつき砒素 150mg

以下であること。 

ふっ素及びその化合物 
検液 1 につきふっ素 0.8mg 以下であるこ

と。 

土 壌 1kg に つ き ふ っ 素

4000mg 以下であること。 

ほう素及びその化合物 
検液 1 につきほう素 1mg 以下であるこ

と。 

土 壌 1kg に つ き ほ う 素

4000mg 以下であること。 

シマジン 検液 1 につき 0.003mg 以下であること。   

チオベンカルブ 検液 1 につき 0.02mg 以下であること。   

チウラム 検液 1 につき 0.006mg 以下であること。   

ポリ塩化ビフェニル 検液中に検出されないこと。 

有機りん化合物 検液中に検出されないこと。 

― 162 ―



悪臭に係る基準

規制基準（臭気指数） 第 1 種地域 第 2 種地域 第 3 種地域 

1 号基準（敷地境界線上の規制基準） 12 15 18 

2 号基準（気体排出口の規制基準） 
悪臭防止法施行規則第 6 条の 2 に 

定める方法により算出 

3 号基準（排出水の規制基準） 28 31 34 

備考 地域の区分 

第１種地域 第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層

住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、第２

種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び商業地域 

第２種地域 準工業地域 

第３種地域 工業地域、工業専用地域及び都市計画区域で用途地域の定められて

いない地域 

臭気指数とは、人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を数値化したものであり、具体的には、

試料を臭気が感じられなくなるまで無臭空気（水の場合は無臭水）で希釈したときの希

釈倍率（臭気濃度）の対数値に10を乗じた値である。 

臭気指数＝10×Log(臭気濃度)
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公 害 関 係 の 用 語 

○アルキル水銀(R-Hg) ： 天然にはほとんど存在せず、水銀、触媒を使用する有機化学工

場などの排水に含まれる。人体へは下痢、けいれん等を起こし、

慢性中毒では視野が狭くなったり運動失調を起こす。 

○硫黄酸化物(ＳＯx) ： 石油系などの硫黄分を含む燃料が燃えた際に生じる二酸化硫

黄、三酸化硫黄のことを言う。亜硫酸ガスは無色の刺激性ガス

で、大気汚染の主役と考えられる。人体に対する作用としては、

粘膜刺激、呼吸器障害を引き起こす。 

○一酸化炭素(ＣＯ) ： 有機物が不完全燃焼した際に発生する炭素の酸化物。主に自動 

車の排気ガス等から排出され、交通の頻繁な道路や交差点近く 

で高濃度の汚染がみられる。人体に対する作用としては、血液 

中のヘモグロビンと結合して体内の酸素運搬作用を阻害し、急 

性毒性としてはまず頭痛、めまい、耳鳴り等をおこし、更にひ 

どくなると意識障害を招き、麻痺状態に陥り、遂には死に至る 

と言われている。 

○オ ゾ ン 層 の 破 壊 ： 「フロン」という人工的な化学物質は、使用後大気中に放出さ 

れると、化学的に安定であるため、長い間分解されず、成層圏 

にまで達し、オゾン層を破壊する。オゾン層は、太陽からの有 

害な紫外線を吸収し、地上の生物を守る役割を果たしているた 

め、オゾン層が破壊されると、皮膚ガンや白内障が増えるとい 

った人の健康への悪影響が生ずると指摘されている。 

○外 因 性 内 分 泌

攪 乱 化 学 物 質

（環境ホルモン） 

： 人や生物の正常なホルモンの働きに影響を与え、生殖機能の阻 

害や悪性腫瘍を引き起こす可能性があるとされる化学物質で、 

代表的なものとしてＰＣＢ、ＤＤＴ、ノニルフェノール、ビス 

フェノールＡ等がある。 

○カドミウム(Ｃｄ) ： 銀白色のやわらかい金属で主に金属精錬、メッキ工場、化学工 

場等から排出される。少量でも体内に蓄積され、吐気、下痢を 

起こし、腎症状のほか貧血、肝臓障害を起こす。 

○環境アセスメント制度 ： 環境に著しい影響を及ぼすおそれのある相当規模以上の開発事 

業を実施する場合、それによる環境の汚染や破壊などを未然に 

防止するため、事業者が事前に地域住民、知事及び市町村長の 

意見などを十分聴き調査予測及び評価を行う手続をする制度。 
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○環 境 管 理 ： 企業等の事業組織が法令等の規制基準を遵守することにとどま 

らず、自主的・積極的に環境保全のために取る行動を計画・実 

行・評価することを指し、そのために①環境保全に関する方針、 

目標、計画等の策定（Plan）、②これらの実行・記録（Do）、 

③実施状況の点検（Check）、④方針等の見直し（Action）とい 

う一連の手続きを環境マネジメントシステム（環境管理システ 

ム）と呼ぶ。 

○環 境 基 準 ： 典型７公害のうち大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音 

に係る環境上の条件について人の健康を保護し、生活環境を保 

全するうえで維持することが望ましい基準をいう。 

○規 制 基 準 ： 公害を防止するため事業者が守るべき基準をいう。 

○グ リ ー ン 購 入 ： 環境への負担が少ない製品や部材を優先的に購入する行動 

○公 害 ： 環境基本法において「公害」とは、事業活動その他の人の活動 

に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土 

壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健 

康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。同法でいう「生 

活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生 

活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとす 

る。 

○光 化 学 ス モ ッ グ ： 大気中に共存する窒素酸化物と炭化水素が太陽の紫外線の作用 

を受けて二次的に生成された汚染物質（光化学反応生成物）を 

言う。この物質は大部分がオゾン（Ｏ3）で､ほかにパーオキシ 

アセチルナイトレート（ＰＡＮ）､二酸化窒素等の酸化性物質､ 

ホルムアルデヒド及びアクロレイン等の還元性物質がある｡こ 

のうち､二酸化窒素を除く酸化性物質を光化学オキシダントと 

言い、環境基準が設けられている。夏の日射しが強くて風の弱 

い日に発生しやすいと言われている。光化学スモッグは目や呼 

吸器の粘膜を刺激してクシャミや涙を誘発するほか、植物の葉 

を白く枯らしたりゴムの損傷を早めたりする。 

○降 下 ば い じ ん ： 大気中の粒子状物質のうち、自己重量や雨の作用によって地表 

面に降下する比較的粗大な粒子を言う。発生源は、石炭、コー 

クス、重油等の燃料の燃焼に伴い大気中に放出されたもの、風 

により土砂が舞い上げられたものや火山の噴煙などがある。気 

象条件等の影響を受けると言われている。 
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○酸 性 雨 ： 工場や自転車から排出された硫黄酸化物や窒素酸化物が硫酸塩 

や硝酸塩に変化し、これらが溶け込んで酸性が強くなった雨を 

いう。酸性の度合いはｐＨ（水素イオン濃度）で表現され、こ 

のpHの値が小さいほど酸性が強くなり、一般にｐＨ５.６よりも 

低い数値を示す雨を酸性雨という。 

○シ ア ン ： 青酸（シアン化水素）およびその塩類の総称をシアン化合物と 

いい、猛毒性があり、消化器や皮膚から容易に吸収されて、迅 

速に中毒症状を示し、時には突然意識不明になることもある。 

○ゼロエミッション ： 産業の製造工程から出る廃棄物を別の産業の原料として利用 

し、廃棄物の排出をゼロにする循環型産業システムのことです。 

○総 量 規 制 ： 濃度規制に対する規制方式。ある地域において環境保全上許容 

出来る汚染負荷量の総量をその地域の環境容量として設定し、 

その環境容量の範囲内で汚染物質の総排出量を、各発生源に合 

理的に配分する規制方式のことです。 

○ダ イ オ キ シ ン ： ポリ塩化べンゾーパラージオキシン（ＰＣＤＤ）とポリ塩化ジ

ベンゾフラン（ＰＣＤＦ）をまとめた有機塩素化合物の総称で

計210種類ある。自然界ではほとんど分解されず、食物や大気を

通じ体内に入り、脂肪に蓄積する。強い毒性があり、発がん性、

生殖機能への阻害、催奇形性や免疫力低下等の人体への影響が

あると言われている。その8割から9割が廃棄物の焼却により発

生するとみられている。 

○大 腸 菌 群 数 ： し尿汚染の指標として使われる。主に人及び動物の腸内に寄生 

しているが、水、土壌など自然界にも広く分布している。 

○地 球 の 温 暖 化 ： 地球を取り巻く大気中の二酸化炭素、フロンガス等は、太陽か 

らの放射エネルギーを透過させるが、地表から宇宙空間に放出 

される熱を途中で吸収して、地球を温暖化させるという性質を 

持っている。この現象を温室効果と呼び、大気中にこうした温 

室効果ガスが増加すると、地表の平均気温が上昇し、異常気象 

が引き起こされる。 

○窒素酸化物(ＮＯx) ： 大気汚染の原因となるものは一酸化窒素と二酸化窒素で、主に 

石炭、石油等の燃料が高温下で燃焼する際に発生する。主な発 

生源は工場と自動車の排ガスである。また、紫外線の作用を受 

けて炭化水素と反応し、特殊な気象条件の下で光化学スモッグ 

を発生させている。健康に対する影響は、二酸化窒素は肺に対 

する毒性が強いと言われている。 
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○鉄    (Ｆｅ ) ： 鉄は炭素の含量によって銑鉄、鋼、軟鉄と大別され、それぞれ 

性質が異なる。鉄そのものの毒性はほとんどないが、微粉鉄は 

呼吸器に機械的刺激や障害を起こし、酸化鉄粉は“じん肺”を 

起こす。イオンの形で吸収される第1鉄塩類は有毒で、幼児には 

特に危険である。 

○銅    (Ｃｕ) ： 貨幣、電線、合金、殺虫剤用として使用されている。硫酸銅は 

最も用途の多い銅塩で、中毒症状は緑色または青色の吐物を出 

し、皮膚は青色を帯び、流涎、粘膜の疼痛、血圧降下、虚脱な 

どの症状を呈する。 

○鉛    (Ｐｂ ) ： やわらかい灰白色の金属で、空気中で酸化されやすい。鉛化合 

物による中毒は昔から鉛毒として知られていたが、現在では印 

刷業、塗装業、電池工場などに見受けられる。鉛化合物は、肺、 

消化器、皮膚などを通して吸収され、体内に蓄積して慢性中毒 

を起こす。 

○ビ オ ト ー プ ： 生物を意味するBioと場所を意味するTopeを合成したドイツ語 

で、生物生存空間のことをいう。 

○微 小 粒 子 状 物 質 

(ＰＭ２．５) 

： 浮遊粒子状物質のうち、その大きさが2.5μm以下のものを言う。 

人体に取り込まれた場合、下気道（咽頭から肺まで）に沈着す

る割合が多くなり、マクロファージや上皮細胞によって排除さ

れるまでの間非常に長く呼吸器系に滞留することから健康に密

接な影響を与えると考えられる。 

○砒 素  (Ａｓ) ： 銅鉱業の副産物で、砒素、亜砒素、砒化水素などの化合物もす 

べて猛毒であり、“農薬”の成分（殺虫剤）として用いられる。 

砒素化合物は皮膚、消化器、呼吸器から吸収され、骨や内臓に 

沈積して貧血、嘔吐などの慢性中毒を起こす。 

○標  高(Ｔ・Ｐ) ： 東京湾の平均海水面からの高さ。 

○フェノール (類 ) ： クレゾール、キシレノールなどの総称で、タール酸類とも呼ば 

れる。いずれも高濃度では有害で毒性および劇物に指定されて 

いる。合成樹脂、界面活性剤などの原料として大量に使用され 

ているが、水にはいずれもわずかに溶けて、人畜魚類にきわめ 

て有害となる。 
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○浮 遊 粒 子 状 物 質 

(ＳＰＭ) 

： 大気中に浮遊する粒子状物質であって、その大きさが10μm以下

のものを言う。発生源は、土壌の舞い上がりや火山の噴煙、海

水の飛沫が乾燥してできた海塩粒子等自然由来のもののほか、

工場から排出されるばいじん、自動車の排気ガス等の人為由来

のもの、燃焼等に伴い排出された硫黄酸化物（ＳＯx）や窒素酸

化物（ＮＯx）、炭化水素などのガス状物質が大気中で光化学反

応により粒子化した二次粒子、煙突から排出された高温のガス

が大気中で冷やされてできる凝縮性ダストなどがある。黄砂な

ど大陸からの風に乗って流入するものもある。一般的に粒径10

μm以上の粒子は、大部分が鼻の粘膜に吸着されるため呼吸によ

り肺まで達することはないが、それより小さい粒子は気管に入

りやすいと言われている。 

○マンガン (Ｍｎ ) ： 赤灰色又は銀色の金属で、粉末は空気中で自然発火しやすい。 

希酸には容易に溶けて塩となる。マンガンによる中毒例は比較 

的少ないが、筋神経系を侵し、言語障害、顔面硬直、歩行不随 

などを起こす強い毒性を有する。 

○Ｂ Ｏ Ｄ 

(生物化学的酸素要求量)

： 河川等の水中の汚濁物質（有機物）が微生物によって分解され、

主として無機性酸化物とガス体になる際に消費される酸素量で

あらわされる。食品製造業、パルプ紙製造業等からの排水が高

い値を示す。 

○Ｃ Ｏ Ｄ 

(化学的酸素要求量)

： 湖沼、海域等の水中の汚濁物質（有機物）が過マンガン酸カリ

等酸化剤によって分解され、主として無機性酸化物とガス体に

なる際消費される酸素量であらわされる。 

○ＤＯ (溶存酸素 ) ： 水中に溶けている酸素の量をあらわす。酸素の溶解量は水温、

気圧、塩分などに影響され、汚染度の高い水中では消費される

酸素の量が多いので、溶存する酸素量は少なくなる。水中の酸

素は普通15℃で10mg/ 溶ける。又、魚はＤＯが永続して4～5mg/

 になると、生息出来ないといわれている。

○Ｋ 値 規 制 ： 大気汚染防止法のばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の 

濃度を規制したもので、Ｋ値が小さいほど規制基準は厳しくな 

る。計算式は次のとおりである。 

ｑ ＝Ｋ×10 3×Ｈｅ2

ｑ：硫黄酸化物の許容排出量（Nm3/h） 

Ｋ：係数（地域毎に定められており、一宮市は9.0） 

Ｈｅ：補正された排出口の高さ（m） 
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○Ｐ Ｃ Ｂ ： 水に不溶で、有機溶剤に安定、不燃性で絶縁性がよい。そのた

め、コンデンサー等の絶縁油ほか感圧複写紙、可塑剤等に広く

使用されてきた。人体への害は、カネミ油症事件のような皮膚

障害を起こし、黒い斑点ができる。 

○ｐＨ(水素イオン濃度指数) ： 酸性やアルカリ性を示す指標で、ｐＨ７が中性、それより低い

ものを酸性、高いものをアルカリ性という。酸性排水は、主に

化学工業、金属仕上げ業、食品工業等から排出される。アルカ

リ性排水は、主に化学工業、製紙工業、繊維工業、石油精製工

業等から排出される。 

○ＳＳ (浮遊物質 ) ： 水中懸濁している物質のことで、ろ紙でろ過して捕集し、乾燥

して重量をはかる。窯業、土石関係の工業排水が高い値を示す。 
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